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平成２８年９月定例会・環境生活委員会（９月９日） 

 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年 ９月 ９日 

自   午前１１時０４分 

至   午前１１時０８分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委 員 長 中島 浩介 君 

副 委 員 長 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

   〃 大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 

 〃   吉村 正寿 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時０４分 開会 ― 
 

【中島委員長】ただいまから環境生活委員会を 

開会いたします。 

まず会議録署名委員を、慣例によりま

して、私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、野本委員、大久保委

員のご両人にお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

本日の委員会は、平成２８年９月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うこととしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時０５分 休憩 ― 

― 午前１１時０７分 再開 ― 
 

【中島委員長】 委員会を再開いたします。 
これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。 
 

― 午前１１時０８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年 ９月２６日 

自   午前１０時０２分 

至   午後 ２時４８分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 

 〃   吉村 正寿 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 浅野 和広 君 

土 木 部 技 監 野口  浩 君 

土 木 部 次 長 吉田 慎一 君 
土 木 部 参 事 監 
(都市・住宅担当) 髙宮 茂隆 君 

監 理 課 長 天野 俊男 君 

建 設 企 画 課 長 佐々 典明 君 
建 設 企 画 課 
企 画 監 林田 幸太 君 

新幹線事業対策室長 鈴田  健 君 

都 市 計 画 課 長 藤田 雅雄 君 

道 路 建 設 課 長 大塚 正道 君 

道 路 維 持 課 長 池田 正樹 君 

港 湾 課 長 近藤  薫 君 

港 湾 課 企 画 監 井手 浩二 君 

河 川 課 長 川内 俊英 君 

河 川 課 企 画 監 浦瀬 俊郎 君 

砂 防 課 長 後田 健一 君 
建 築 課 長 
（ 参 事 監 ） 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 亀山  茂 君 

住 宅 課 企 画 監 田尾 康浩 君 

用 地 課 長 岡本  均 君 
 
 
6、審査事件の件名 

○予算決算委員会（環境生活分科会） 

第119号議案 
 平成28年度長崎県一般会計補正予算（第3号）
（関係分） 

 
 
７、付託事件の件名 

○環境生活委員会 
（1）議 案 

第123号議案 
 契約の締結について 
第124号議案 
 契約の締結の一部変更について 
第125号議案 
 契約の締結について 
（2）請 願 
    な  し 
（3）陳 情 

・平成29年度 国政・県政に対する要望書 
・諫早市政策要望（諫早駅周辺整備事業への協

力と支援について 外） 
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・諫早市特別要望（本明川ダム建設事業に伴う

ダム周辺地域振興について） 
・要望書（幹線道路網の整備促進について 外）

・平成二十九年度離島振興の促進に関する要望

等の実現について 
・要望書（「長崎の教会群とキリスト教関連遺

産」の構成資産候補であった資産の明確な位

置づけと支援について 外） 
・平成28年度 長崎県の施策に関する要望・提
案書 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」の建

設促進について） 
・要望書（地域高規格道路「長崎南北幹線道路」

の建設促進について） 
・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの具現化につ

いて 外） 
・西九州自動車道の建設促進に関する要望書 
・中国共産党政府による法輪功迫害の停止と、

臓器の強制摘出の停止のため日本政府の正

義の行動を求める意見書に係る陳情 
・要望書（「長崎と天草地方の潜伏キリスタン

関連遺産」の世界遺産登録について 外） 
・「長崎県住宅課は、県営住宅、佐世保市営住

宅の利益を考えて、寄り添って支えて欲し

い」について 
・身体障害者福祉の充実に関する要望書 
 

 
８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ２分 開会 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 ただいまから、環境生活委員会及び予算決算

委員会環境生活分科会を開会いたします。 
 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

123号議案「契約の締結について」ほか2件であ
ります。そのほか、陳情15件の送付を受けてお
ります。 
 予算議案につきましては、予算決算委員会に

付託されました予算議案の関係部分を環境生活

分科会において審査することになっております

ので、本分科会として審査いたします案件は、

第119号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第3号）」のうち関係部分であります。 
 次に、審査方法についてお諮りいたします。 
 審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元に配

付しております審査順序のとおり行いたいと存

じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 これより、土木部の審査を行います。 
【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算議案を議題といたします。 
 土木部長より、予算議案の説明をお願いいた

します。 
【浅野土木部長】 それでは、私から予算議案の
ご説明をいたします。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の土木部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第3号）」のうち関係部分であります。 
 土木部関係の歳入歳出予算は、それぞれ記載

のとおりであり、風水害により山腹が崩壊し土

石流が発生した箇所等に伴う対策工事に要する

経費を計上いたしております。 
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 内容につきましては、補足説明資料を配付さ

せていただいております。 
 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 
【中島(浩)分科会長】 次に、砂防課長から補足
説明をお願いいたします。 
【後田砂防課長】 砂防課の補正案件について、
ご説明いたします。 
 今回ご審議いただきますのは、第119号議案
の災害関連事業2件でございます。 
 配付の課長補足説明資料の1ページをお開き
ください。 
 鮎川災害関連緊急砂防事業でございますが、

場所は島原市南部を流れる2級河川鮎川上流の
大下町でございます。 
 2ページをお開きください。 
 航空写真と流域図を添付しております。緑色

の線で囲んだ範囲が鮎川の流域で眉山の0渓か
ら2渓で、赤色で示したところに既設の砂防堰
堤がございます。 
 3ページをご覧ください。 
 赤で示しておりますのが既設の砂防堰堤で、

その上流に林野庁の治山施設がございます。 
 6月の梅雨前線豪雨により眉山から土砂が流
出し、林野庁の治山施設を乗り越えて、左岸側

にありますシイタケの栽培施設が被災しました。

右下の写真が、その被災状況でございます。ま

た、県で管理している鮎川砂防指定地内にも大

量の土砂が堆積いたしました。 
 下流域には人家230戸、避難所や公民館、国
道57号線等があり、今後の豪雨による被害発生
の危険性が高いことから、災害関連緊急砂防事

業として国へ申請を行いました。 

 4ページをお開きください。 
 計画は既設堰堤を1.5メートル嵩上げするも
ので、堤長は本提部が106メートルで、袖部が
80メートル、コンクリートボリューム4,037立
米、補足土砂量2万4,100立米、事業費は3億
1,672万6,000円となっております。 
 5ページをお開きください。 
 柚木小舟地区災害関連緊急地すべり事業でご

ざいますが、場所は佐世保市から佐賀県伊万里

市を結ぶ国道498号に接する矢峰町の柚木小舟
地区でございます。 
 6ページをお開きください。 
 6月の梅雨前線豪雨により、資料の赤の点線
で囲んだ範囲で地すべりが発生しました。その

末端には人家7戸、国道498号、2級河川相浦川
があり、今後の豪雨による被害発生の危険性が

高いことから、災害関連緊急地すべり対策事業

として国へ申請を行いました。 
 計画は、地下水を排除するための横ボーリン

グ工20本、延長が600メートル、擁壁工60メー
トル、事業費は8,887万9,000円となっておりま
す。 
 この2つの事業につきまして、今後は測量や
詳細設計を実施し、早急に工事に着手していき

たいと考えております。 
 以上で補足説明を終わります。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 
 質疑はございませんか。 
【大場副委員長】 鮎川災害関連緊急砂防事業費
約3億円についてお尋ねします。 
 この工事についてのこれからの詳細、少しだ

け教えていただければと思います。取りかかり
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を含めて。 
【後田砂防課長】 今、概略設計が終わっており
まして、今後、測量と詳細設計を実施する予定

となっております。 
 用地につきましては、既設砂防堰堤上流は用

地買収を伴いませんので、設計が完了し次第着

手できると考えております。 
 下流に前堤保護工といいまして一部用地がか

かる部分があるんですけれども、そちらについ

ては、用地交渉が完了後、工事に着手するとい

う工程になっております。 
【大場副委員長】 日曜日に現場を見てまいりま
して、一応、応急措置というかトン袋が置かれ

ている状況で、それが置かれていることで地元

の方は安心されているんですが、いつごろにな

るんだろうかという心配をされておりますので、

地元の方にも丁寧な説明をしていただきたいと

思います。 
 実は、それから下は本当に民家が迫っており

まして、住んでおられる方も、昔からそういう

ふうな土地柄であったということで注意はされ

ていまして、そういう危機感は常に持っておら

れますが、できるだけ早くの取りかかりと着工

をお願いしたいと思います。 
【後田砂防課長】 説明が不足していた部分がご
ざいます。 
 既設砂防堰堤の上流の治山施設の内部につい

ても、土砂を両岸に撤去する作業をして、土砂

が下流に流出しないような対策もされておりま

して、あとは工事に早期に着手すると考えてお

りますので、よろしくお願いします。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
【友田委員】 柚木小舟地区の関係ですけれども、
こういった地すべりが起きても対象にならない

分野がありますよね。今回は、この保全対象が

人家7戸あることと国道に面していることなん
だと思うんですけれども、そのあたりの基準を

明確にしていただきたいのと、8,000万円でどの
程度の工事を行うのか、そのあたりを教えてい

ただけますか。 
【後田砂防課長】 採択基準につきましては資料
を確認したいと思います。 
 この箇所につきましては、人家は7戸でござ
いますが、国道と2級河川がございますので、
この国道と2級河川によって事業が採択できる
ということになっております。 
 事業の内容でございますが、課長補足説明資

料6ページの右下に断面図をつけております。
これで青の破線で示しているのが推定の滑り面

でございまして、この真ん中付近に横ボーリン

グといって赤の線を引いています。これはこの

地すべりの地下水を抜くための横ボーリング工

でございます。それと、中腹部の排土工と、一

番下部に盛り土と擁壁工を実施して地すべりを

防止するということになっております。 
【友田委員】 確認しますが、県のこういった急
傾斜の対応は、普通は民家が5戸ですかね、10
戸ですかね。 
 今回の場合は、目の前に国道498号があるこ
とと、これが崩落した場合に2級河川の相浦川
への被害が想定されることから、採択基準とし

て認められたということですね。ですから、も

し国道と河川がなければ、一般的なものにはな

らないということですね。 
【後田砂防課長】 まず、先ほどの10戸の話で
ございますが、人家戸数10戸といいますのは急
傾斜地の崩壊対策事業の採択基準でございまし

て、地すべりのほうはまた違った採択基準がご

ざいます。 
 今回の場合、先ほど申しました2級河川と国
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道がございまして、人家7戸だけですと採択に
はならないということになります。 
【中島(浩)分科会長】ほかにございませんでし
ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 
 第119号議案のうち関係部分は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんでしょう

か。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 
【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 議案を議題といたします。 
 土木部長より総括説明をお願いいたします。 
【浅野土木部長】 それでは、土木部関係の議案
についてご説明いたします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料及び環境生

活委員会関係議案説明資料（追加1）がござい
ますが、その土木部のところをお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第123号議案「契約の締結について」、第124
号議案「契約の締結の一部変更について」、第

125号議案「契約の締結について」であります。 
 なお、第123号議案から第125号議案について

は、補足説明資料を配付させていただいており

ます。 
 次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

てご説明いたします。1ページの下段から2ペー
ジにかけてでございます。 
 今回ご報告いたしますのは、契約の締結の一

部変更について、和解及び損害賠償の額の決定

について、公共用地の取得状況についてで、そ

の内容は記載のとおりであります。 
 次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。2ページ目下段からでござい
ます。 
 今回ご説明いたしますのは、幹線道路の整備

について、石木ダムの推進について、九州新幹

線西九州ルートの建設推進について、公共工事

の再評価、事後評価について、県立総合運動公

園陸上競技場のネーミングライツ・パートナー

について、津波災害警戒区域の指定について、

長崎県耐震改修促進計画の改訂についてであり

ます。 
 このうち、津波災害警戒区域の指定について、

長崎県耐震改修促進計画の改訂については、補

足説明資料を配付させていただいております。 
 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 
【中島(浩)委員長】 次に、都市計画課長及び道
路建設課長から補足説明をお願いいたします。 
【藤田都市計画課長】 都市計画課の契約案件に
ついて、ご説明いたします。 
 今回ご審議いただくのは、第123号議案の新
規契約の案件1件と、第124号議案の契約変更の
案件1件であります。 
 最初に、第123号議案についてですが、この
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案件につきましては、総合評価落札方式の簡易

型となります。 
 配付の課長補足説明資料の1ページをお開き
ください。 
 第123号議案「契約の締結について」であり
ます。 
 工事名は高田南南東部宅地整地工事（補強盛

土）で、工事の場所は、2ページの位置図に示
すように西彼杵郡長与町高田郷であります。 
 工事の内容は、4ページの全体平面図に示す
ように、工事延長は241メートル、宅地を造成
する工事で、切土10万5,590立方メートル、盛
土9万4,200立方メートル、補強盛土2,063平方
メートル、補強土壁955平方メートルを施工し
ます。 
 1ページに戻っていただき、5に記載のとおり、
契約相手は本間・上滝特定建設工事共同企業体、

契約金額は7億2,144万円であります。 
 契約工期は平成30年2月28日限りとしており
ます。 
 入札結果については、7ページの一覧表のと
おりです。表内の右から2つ目の欄の評価値が
最も高い者を仮決定者とします。 
 続きまして、9ページをお開きください。 
 第124号議案「契約の締結の一部変更につい
て」であります。 
 工事名は棚方崎真申線街路改良工事（崎真申

トンネル）で、工事の場所は、10ページの位置
図に示すように北松浦郡佐々町小浦免でありま

す。 
 工事の内容は、11ページの平面図に示すよう
に、延長176メートルのトンネルを建設するも
ので、13ページに断面を示しています。 
 9ページに戻っていただき、5に記載のとおり、
契約相手は上滝・門田特定建設工事共同企業体

で、当初契約金額6億2,780万4,000円を、今回、
6億8,109万120円に変更するものであります。 
 今回の変更内容については、空洞対策工の追

加並びに物価の変動等による増額であります。 
 まず、空洞対策工の追加については、13ペー
ジの断面図に示すように、トンネル構造物の下

の一部に存在する空洞の崩壊によるトンネルの

沈下を防止するため、空洞をグラウトで充填す

るもので、他の追加工事と合わせて約4,900万円
の増額となります。 
 物価の変動については、当初契約時の労務費

などの額が著しく変動した際に、増額もしくは

減額を行うものであります。今回は、労務費な

どの価格上昇により約400万円の増額となりま
す。 
 以上の変更により、全体で約5,300万円の増額
となります。 
 併せて契約工期についても、空洞対策工の施

工などに時間を要するため、390日間から512
日間へ122日間の期間を延伸しております。 
 以上、補足説明を終わります。 
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
【大塚道路建設課長】 道路建設課の契約案件に
ついてご説明をいたします。 
 今回ご審議をいただくのは、第125号議案の
新規契約1件でございます。 
 本議案は、総合評価落札方式の標準型施工体

制確認型で入札を実施したものでございます。 
 配付の課長補足説明資料の14ページをお開
きください。 
 工事名は、一般県道奥ノ平時津線道路改良工

事（（仮称）久留里トンネル）でございます。 
 工事の場所は、15ページの位置図にお示しし
ておりますとおり、西彼杵郡時津町日並号から

左底郷でございます。 
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 事業の目的は、14ページに記載のとおりです
が、地域高規格道路西彼杵道路の一部となる時

津工区のトンネル建設を行うものでございます。 
 工事概要は16ページに、計画平面図を17ペー
ジにトンネル断面図をお示ししておりますが、

トンネル延長は1,728メートルであり、幅員は片
側1車線の2車線で7メートル、全体幅員で10.5
メートルのトンネルであります。 
 14ページへお戻りください。 
 5に記載しておりますが、契約相手は西松・
三基・錦特定建設工事共同企業体で、契約金額

は54億3,713万7,960円で、税抜額が50億3,438
万7,000円となります。契約工期は平成32年3月
13日限りであります。 
 18ページから19ページの入札結果一覧表を
ご覧ください。 
 技術提案や配置予定技術者の能力と企業の能

力及び施工体制の評価点などから算出した技術

評価点と入札価格により、表内の右から2列目
の欄の評価値を計算し、この数値が最も高い者

を落札者といたします。 
 今回、11者が同点で最も高い評価値となった
ため、11者による抽選を実施し、西松・三基・
錦特定建設工事共同企業体を落札者として決定

いたしました。 
 その後、仮契約を行い、今回契約案件として

上程をさせていただいております。 
 以上で、第125号議案「契約の締結について」
の補足説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
【友田委員】 まず、第123号議案についてお尋
ねしたいと思います。当たり前のことだと思う

んですけれども、念のためにお尋ねしておきた

いと思います。 
 この事業の目的の中で、「道路や公園などの

公共施設を整備することで良好な宅地を供給し、

健全な市街地の形成を図るものである」と書い

てあるんですけれども、これは長与町ですよね。

長与町と県の役割分担はどのようになっている

のか。その所在地である長与町がどういった役

割をするのかというところの役割分担を明確に

してほしいということ。 
 航空写真を見ますと、今回県がやろうとして

いる上に、造成されている大きな土地があるん

ですよね。こことの関係はどうなっているのか。

ここは例えば長与町がやっていて、こっちを県

がやるとか、そのあたりも併せてお聞かせいた

だきたいと思います。 
【藤田都市計画課長】 町と県の役割分担ですけ
れども、今回の区画整理事業につきましては町

の施工工事になります。その部分につきまして

県が受託して工事を行っているという状況で、

工事費につきましては全部町から県に入りまし

て、その分をもって工事を行っている状況です。 
 通常は土地区画整理事業につきましては、市

または町の施工事業になりますけれども、今回

の高田南につきましては、この区画内に県道が

2路線通っております。県の管理する道路とか、
緊急性とか、そういうものを考慮した上で受託

をしている状況でございます。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【吉村(正)委員】 久しぶりの委員会で、ちょっ
と緊張しておりますが、皆様方にはいろいろと

ご迷惑をかけて、本当に申し訳ございません。 
 精いっぱい頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 さて、私は、第124号議案、トンネルの件で
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お伺いしたいことがあるんです。 
 トンネルの下に空洞があったんだと。その範

囲を想定と図面の中に書いてあるんですが、想

定ということは、きちんとした調査がなされて

いるのかどうかというのが疑問です。きちんと

した調査がなされているんだったら、想定とい

う言葉を使うのではなくてきちんと、どのくら

いの大きさの空洞があると書いて当然だと思い

ます。そうしないと予算にかかわってくるとこ

ろですから。 
 それともう一つは、これだけ大規模なトンネ

ルを掘削するとなったら、事前の地質調査だと

かボーリング調査だとか、その辺のことはしっ

かり行った上で設計等はなさっていると思うん

ですけれども、それでもなおかつ、これだけ大

きなものがこの時点になってあらわれたという

のは、その体制がどのようになっているのかと

いうことをお伺いしたいと思います。 
 それともう一つは、この時期ですよ。工事が

ここまで進んで、今これだけ大きな空洞が見つ

かったので、この空洞を埋める工事をさせてく

ださいということが果たして適正な事務かどう

かということですよ。空洞がいつ見つかったか、

私はわかりませんが、見つかった時点で、早い

段階だったら、空洞の内容によっては掘削をし

ながら、そのトンネルずりで埋めることだって

できたと思うんですよね。 
 4～5点になってしまいましたが、うまくまと
めて回答いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 
【藤田都市計画課長】 補足説明資料13ページ
の断面図に記載していますように、トンネルの

一番下のほうに空洞ということで点線で示して

おります。 
 トンネル工事を発注するに当たりましては、

事前に地質調査を行います。12ページのぬって
いる部分がトンネル断面になりますが、地山の

状態で垂直にボーリングを2本実施しておりま
す。その中で空洞の存在は確認されておりまし

た。 
 しかしながら、それが道路の延長方向にどこ

まであるのか、または横断方向にどこまで広が

っているのかは想定されておりません。それを

想定するためには、また地山からボーリングな

どをする必要がありますが、約30メートル、40
メートルの高さからボーリングを何本も施工す

るよりも、トンネルを掘削しながら、トンネル

面から調査を行ったほうが、より確実に空洞の

存在がわかるということで、当初はトンネル掘

削をしながら空洞の存在を確認して注入工を行

うということで、当初設計では今回の計上はし

ておりませんでした。 
 今回トンネル掘削に当たりまして、坑口部が

一番危険な状態になりますので、坑口部におい

てトンネル施工業者、設計業者を含めて検討会

議を行いまして、もう1本、トンネルの坑口か
らボーリング調査を行いました。その中で坑口

のところにも空洞があったということで、大規

模な機械を進入させて掘削を行いますので、ま

ずその前に空洞を充てんするべきだという結論

に達しまして、事前に空洞対策工を実施してお

ります。 
 その後は随時、トンネルを掘削しながら横断

方向、縦断方向を含めましてトンネルの断面を

掘りまして、空洞を確認しながら施工を行った

ということで、終点側につきましては空洞は確

認されていないという状況になっております。 
 時期の問題につきましては、空洞の対策につ

いてトンネル掘削前に施工をしたということで、

平成28年2月の時点で、そこの部分につきまし
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ては対策を行っております。 
 今回計上しましたのは、当初の段階では全体

には空洞はないと想定したものですから、議会

への専決処理ということで5,000万円を超えな
いと想定をしておりましたが、終点側におきま

しても空洞があり、仮に5,000万円を超える状況
になりますと議会の議決を受けて対策を行うと

いう状況になりますので、事前に承認を得て施

工を行いたいということで、今回、契約変更の

議案を上げたところでございます。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 私も土木関係は初めてなので、ト
ンネルの入札の状況を見せていただいて、18ペ
ージ、19ページで、第1回の入札の金額が全部
同じといいますか、1,000円の単位がちょっと違
うぐらいで、大体全部、一緒なんです。最低価

格、90％近くになるかと思うんですけれども、
違うのは評価点、技術評価だとか加算点が違う

だけで、あとは抽選になっているという状況で

ね。 
 こういう入札が慣例なのか。もちろん入札価

格の限度内に入っているということなんでしょ

うけれども、あまりにもこの見積りが同じ状況

なので、よく言われる話し合いがされているの

か、それとも公表価格があるので、一応最低ラ

インの90％に合わせてやってきたと、慣行でや
っているのか、その点の流れを教えてもらえま

せんか。 
【大塚道路建設課長】 同額の入札が多いという
ことでのご質問でございますが、今回、同じ入

札額が14者から出ております。これにつきまし
ては、県が入札参加者に提示する積算のための

参考資料、ホームページなどで積算に必要な情

報が業者さんの方にこちらからかなり提供がで

きていること、それから業者さんの見積りの精

度が非常に高くなってきたことが挙げられると

思います。 
 また、今回は金額が大きいものですから、Ｗ

ＴＯ対応の入札になっております。この場合、

最低制限価格ではなくて低入札調査基準価格を

設定いたします。低入札調査基準価格につきま

しては、最低制限価格のようにランダム係数が

適用できないことから、算出額が公表されてい

る低入札調査基準価格での応札が多くなって、

おのずと同額が多くなっているということが考

えられると思っております。 
【麻生委員】 わかりました。精度が上がってき
て、予定価格が公表されているから、そこで大

体の積算単価、金額が同じようになるんじゃな

いかという論理だと思います。 
 これの違いは、加算点だとか施工評価点があ

りますね。こういったことは、過去の実績だと

か業者さんの力量ということで判定されると思

うんですが、これはどこが、誰が決めて評価を

されるんですか。そこの仕組みを教えてもらえ

ますか。 
【大塚道路建設課長】 この入札で使っておりま
す技術提案以外の加算点、それから技術提案に

対する加算点につきましては、まず、技術提案

に関するものにつきましては今回、2項目を設
けております。 
 1つは、覆工コンクリートの耐久性向上対策
ということで、コンクリートがいかに長持ちを

するかという技術提案を求めております。 
 もう1つは、工事に伴う周辺地域への騒音、
振動などの環境対策ということで、トンネルを

長い期間工事をする上で、周囲にどういった環

境対策を施すかという提案を求めております。 
 これに対して、入札参加者の方からいろいろ

な技術提案をいただきまして、それが妥当なも
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のかどうかといったことをこちらで評価をさせ

ていただいているところでございます。 
 それと、技術提案以外の分につきましては、

配置予定技術者の施工能力や企業の施工能力と

いうことで、施工実績などを出していただきま

して、それに基づいて評価を行っているところ

でございます。 
【麻生委員】 わかりました。それぞれの技術点
の評価と、皆さんの長年の経験と、皆さんから

言われた技術評価があっていると思うんですけ

れども、最終的には抽せんになっている状況で、

8者ですか、9者ですか、待っていらっしゃると
いうことで、大変苦労して積算して書類を出さ

れたと。金額も大きいからいいんでしょうけれ

ども。 
 改めて私たちも今後、地元の業者さん含めて

育成しながら技術を上げていくという観点にお

いては、取られたところ勝ちだということもあ

るかもしれませんけれども、今後はやっぱり見

ながら、地元の業者の個の能力と技術力を上げ

てもらうことについても、ぜひ指導してもらう

ことをお願いしたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 委員長を交代します。 
【大場副委員長】 中島(浩)委員長、発言をどう
ぞ。 
【中島(浩)委員長】 先ほどの麻生委員からの質
問の関連です。議案外で質問しようかなと思っ

ていたんですけれども、結局のところ、この評

価の仕方であれば、技術提案はほぼ皆さん100
点を取っていらっしゃる内容ですよね。内容を

聞くとコンクリート、安全対策、この2項目と
いうことですけど、これまでの技術提案は、例

えばコンクリートのほかにどういった項目があ

ったんでしょうか。 

【佐々建設企画課長】 評価項目の種類にどうい
うものがあったかというお尋ねですが、今回、

議案として上げさせていただいているトンネル

については、先ほど道路建設課長がご説明した

とおり、コンクリートに関する耐久性、性能に

ついての項目と環境関係についての項目を挙げ

ております。 
 このほかどういうものがあったかということ

ですが、トンネルの場合、壁面の覆工コンクリ

ートと呼ばれる部分の耐久性がトンネルの寿命

に大きく影響するということで、トンネルに関

してはこの項目が非常に多いということです。 
 それと併せて、施工中どういうものがあるか

ということで、今回は騒音、振動についての提

案を求めておりますが、ほかには地山の中の水

の状態等を考えて、地下水にどういう影響を及

ぼすかと、そういったことも項目として考えら

れます。 
【中島(浩)委員長】 これまで、恐らくこの形の
入札だと、コンクリートと安全対策とか環境対

策になってくるんですかね。 
 もうおのずと皆さん、こういう大きな会社で

すから、こういった技術提案はほぼ100点を取
れるんじゃないかと。そうなれば、今後どこで

差をつけるのか。これ11者ですか、14者ですか。
これだけの業者が全く同じで抽せんをしなけれ

ばならないとは、ちょっと異例じゃないのかな

と思うし、皆さんがほぼ100点を取るだけの万
全な体制がとれているのであれば、今後はもっ

と違った形の提案を設けるのか、それともほか

の項目を設けていかないと、ずっとこのような

状況が今後続いていくんじゃないですか。それ

を心配するんですけれども、今後の対策をどう

考えていらっしゃいますか。 
【佐々建設企画課長】 今後の対策についてのお



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２６日） 

- 11 - 

尋ねですが、具体的にどういう項目で検討を進

めるという考えについて、現在まとめたものが

ございませんので、今後、そういったことにつ

いても検討してまいりたいと考えております。 
【中島(浩)委員長】 この件に関して、こういっ
た業者さんの団体とかから要望はきていないん

ですか。 
【佐々建設企画課長】 その項目についての要望
があったとは把握しておりません。 
【中島(浩)委員長】 せっかく入札されて、十数
者が抽せんになるというのは。例えばプロポー

ザルとか、ああいう提案型であれば、甲乙が必

ずつくわけですよね。そういった内容は難しい

んでしょうけれども、十何者が同じような点数

を満額で取る力があるのに差がつかないという

のであれば、本来の入札としてはおかしいんじ

ゃないかなと思うんです。 
 再度お伺いしますけれども、こういう流れを

今後変えていかれるのか、現状もう少し様子を

見てということでしょうか。 
【佐々建設企画課長】 今後、どうしていくのか
という非常に難しいご質問ですが、この総合評

価自体は品質の確保を目的とした制度でありま

して、各者が同等の力を持っていると、技術力

を持っていると考える時に、抽せんという行為

にはなるんですが、法の目的、品確法で定めて

いる公共物の品質を確保するということに関し

ては十分に機能を果たしているというふうに考

えております。 
【中島(浩)委員長】 わかりましたけれども、関
係者の皆さんからの声を聞きながら、どういっ

た思いがあられるのか、私も直接話を聞いてい

ませんので、関係者とも協議して再度ご相談さ

せていただきたいと思います。 
【大場副委員長】 委員長を交代いたします。 

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はないでしょう
か。 
【麻生委員】 今のトンネルの工事の関係ですけ
ど、長崎は大手企業が頭になっていますけれど

も、前回話しましたように、鹿児島では地元が

頭になっていると聞いたんです。ＷＴＯでも地

元が主体になるような仕組みにはならないのか。

どうしても大手が入ってきて、技術力があるか

ら大手が主体として窓口になるんでしょうけど、

今回全部、特定企業体に大手が入っています。

地元を含めたベンチャーであるとは思うんです

けれども、地元が頭というような仕組みづくり

はないんでしょうか。その点だけお尋ねしたい

と思います。 
【佐々建設企画課長】 今回は金額が20億円を
超す大きな案件でして、ＷＴＯの案件になりま

す。その関係上、地域要件をかけられないこと

から、このように大手が入ってくるという状況

であります。 
 ＷＴＯの金額、今は24億なにがしかですが、
それを下回るものについては、県内に本社があ

るという地域要件をかけた上で公告しますので、

それについては地元が入ってくるという状況で

あります。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はないでしょう
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑・討論が終了いたしました
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ので、採決を行います。 
 第123号議案乃至第125号議案は、原案のとお
り可決することにご異議ございませんでしょう

か。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、各議案は原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 
【天野監理課長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして、本委員会に提出い

たしました土木部関係の資料につきましてご説

明いたします。 
 この分厚い資料でございますが、提出してお

ります内容は、補助金の内示一覧表、1,000万円
以上の契約状況一覧表、陳情・要望に対する対

応状況、附属機関等会議結果報告となっており

ます。今回の報告対象期間は、平成28年5月か
ら8月までに実施したものとなっております。 
 資料の1ページをお開きください。これは、
県が箇所づけを行って実施いたします個別事業

に関しまして、市町等に対し内示を行った補助

金につきまして記載をいたしております。 
 次に、資料の2ページをお開きください。 
 1,000万円以上の契約状況一覧表、入札結果一
覧表等を添付いたしております。2ページから
556ページまでが建設工事、557ページから715
ページまでが建設工事関係の委託、716ページ
から730ページまでがその他となっております。 
 次に、資料の731ページをご覧いただきたい
と思います。 
 これは、知事及び部局長等に対する陳情・要

望のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行

われたものにつきまして、県の対応状況を記載

いたしております。 
 最後に814ページから最終ページでございま
すが、これは附属機関等の会議結果を記載いた

しております。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 次に、港湾課長及び建築課
長より補足説明の申し出があっておりますので、

これを受けることといたします。 
【近藤港湾課長】 津波災害警戒区域の指定につ
いて、補足してご説明申し上げます。 
 配付しております課長補足説明資料の21ペ
ージをご覧ください。 
 早速で申し訳ございませんけれども、配付資

料の訂正をさせていただきたいと思います。 
 21ページの黒囲みの下から2段目でございま
すが、「平成28年12月末、法律の基づく関係市
町への意見聴取」となっていますけれども、「法

律に基づく」の間違いでございます。失礼いた

しました。 
 続きまして説明させていただきます。 
 津波災害警戒区域とは、最大クラスの津波が

発生した場合の危険度、安全度を、津波浸水想

定や基準水位によって住民等に知らせ、いざと

いう時に津波から住民等が円滑かつ迅速に逃げ

ることができるよう、避難訓練の実施、避難経

路の確保、津波ハザードマップの作成等の警戒

避難体制の整備を行うべき区域でございます。

都道府県知事が指定するものでございます。 
 21ページをご覧ください。 
 津波災害警戒区域の公示スケジュールを示し

ています。 
 県では、平成24年に施行されました津波防災



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２６日） 

- 13 - 

地域づくりに関する法律、いわゆる津波法に基

づき、平成26年3月末に津波浸水想定を既に公
表しております。 
 このたび、国や関係市町との事前の調整が整

ったことから、平成28年10月末に津波浸水災害
警戒区域（案）の事前公表を県のホームページ

等で行う予定としております。事前公表等につ

きましては、新聞等で周知を図ってまいる予定

でございます。また、県民の方々からのご意見

があった場合には、関係する市町への意見照会

をする予定としております。 
 その後、平成28年12月末までに、法律に基づ
きまして関係市町への意見聴取を行い、平成29
年3月末までに津波災害警戒区域の指定を公示
する予定としております。 
 22ページをご覧ください。 
 津波浸水想定では浸水区域と浸水深が公表さ

れておりますが、津波災害警戒区域におきまし

ては、警戒区域と基準水位が公表されることと

なります。 
 津波災害警戒区域の指定が完了いたしますと、

区域を含む市町におきまして、ハザードマップ

の作成や避難訓練の実施、避難場所や避難経路

の確保に取り組む必要が生じます。 
 宅地建物取引業者におきましては、宅地建物

取引業に基づく重要事項説明として、取引対象

となる物件が区域内に位置する旨を説明する必

要が生じてまいります。なお、津波災害警戒区

域に指定されましても、土地利用の制限はござ

いません。 
 23ページには、既に公表しております津波浸
水想定の例を載せております。 
 続きまして24ページには、今回公表する予定
の津波災害警戒区域の例を載せております。 
 以上で補足説明を終わります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【大場建築課長(参事監)】 「長崎県耐震改修促
進計画の改訂案」について補足説明をいたしま

す。 
 課長補足説明資料の25ページをご覧くださ
い。 
 「長崎県耐震改修促進計画」は、耐震改修促

進法に基づき、県内の建築物の耐震診断及び耐

震改修を計画的に進めるために策定した計画で

すが、このたび、「2主な改訂の内容」のとお
り、次の2点についての改定を考えております。 
 1点目は、「①新たな耐震化率の目標設定」
でございます。住宅については、人口減少に伴

い新築住宅が減少していることなども踏まえ、

平成32年までに90％とすることを目標とする
とともに、多数の者が利用する建築物について

は、改訂された国の基本方針に基づいて、平成

32年度までに95％とすることを新たな目標と
いたします。 
 2点目は、「②耐震改修促進法に基づく防災
拠点建築物の指定」でございます。指定された

場合、耐震診断の義務づけ及び診断結果の公表

対象となる一方、国の耐震化に対する補助率が

高くなるメリットがあります。また、熊本地震

において多くの自治体庁舎が使用不能となった

事例や、長崎県内における防災拠点施設の耐震

化は全国と比較して遅れていることを踏まえ、

次の指定要件（案）のとおり指定を行います。 
 最下段の四角囲みをご覧ください。 
 1つ目は、「①主として災害活動拠点となる
施設として、地域防災計画に定められた県及び

市町の災害対策本部の庁舎等の建築物」、2つ
目は、「②市町の地域防災計画に記載のある防

災拠点建築物で、市町が指定を希望する防災拠

点施設」でございます。いずれも昭和56年5月
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31日以前に新築工事に着手した建築物を対象
といたします。 
 以上が、「長崎県耐震改修促進計画」の主な

改訂点（案）の内容となりますが、今後、本委

員会でのご意見を踏まえ、早期に改訂を行いた

いと考えております。 
 以上で補足説明を終わります。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【友田委員】 28番の西九州自動車道の関係の
要望についてお尋ねします。 
 西九州道については、県も積極的にその建設

に、国への要望等々取り組んでいただいており

まして、県内の道路については、松浦佐々道路

の着工もあって一定めどがついている状況とい

うか、今後の予算獲得も必要ですけれども、着

工している部分があるという意味では県内の道

路は、伊万里松浦道路、そして松浦佐々道路が

着手されたことで、一定時間がたてば、この分

野については着々と進んでいくのかなという気

がするんですが、一方で、今開通している山代

久原から伊万里、平成29年度中に開通するとい
われている伊万里東インター、伊万里市内を通

る道路が非常に進捗ぐあいが悪くて、県内の道

路ができたとしても、結果的にここがミッシン

グリンクになってしまう。県内の交通アクセス

はよくなっても、福岡都市圏からの佐世保地域

へのアクセス等についてはなかなか改善されな

いという点があるわけです。 
 この時、私も同席しまして、土木部長から、

たまたま会長さんが伊万里市議会の方だったも

のですから、伊万里のほうでもぜひよろしくと

逆にお願いする場面があって、どっちが陳情し

ているかわからないなという気がしたんですけ

れども。 
 長崎県と佐賀県との間で、この問題について

どのようにこれまで取り組んでこられたのか。

佐賀県は佐賀県なりに事情があって、なかなか

進まない部分があるかと思うんですけれども、

そのあたりを県のほうで承知しておられれば、

少しお聞かせいただきたいと思います。 
【大塚道路建設課長】 委員ご指摘の西九州自動
車道の佐賀県内の進捗状況でございます。 
 先ほどお話がございましたとおり、唐津伊万

里道路、伊万里道路、伊万里松浦道路と3つの
区間がございます。唐津伊万里道路は福岡方面

から伊万里東インターまでの区間でございます

が、これにつきましては平成29年度に完成予定
とお聞きしております。 
 それ以外の2つの区間でございますが、伊万
里道路につきましては現在、用地買収、調査設

計等を行っているとお聞きしております。伊万

里松浦道路の佐賀県分につきましても調査設計

等を現在行っていると聞いておりまして、確か

に佐賀県内におきましては、どうしても福岡県

側の区間をまず優先的に頑張るということで、

唐津伊万里道路を優先的に事業を進められてい

るとお聞きしております。 
 しかしながら、先日も行いましたけれども、

佐賀県とも年に1度、意見交換等を行う中で、
私どもの西九州道路の要望に関しまして、佐賀

県内の道路の進捗についても長崎県の要望項目

として入れることは従前からやらせていただい

ておりますし、そういう機会を踏まえて、そち

らのほうもよろしくお願いしますというお話は
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常にさせていただいているところでございます。 
 佐賀県からは、まずは伊万里東まで完成させ

ることを最優先にしているのは事実ですけれど

も、伊万里市内の事業進捗についても今後一生

懸命に取り組むというふうなお話はいただいて

いるところでございます。 
【友田委員】 伊万里の東から西に向かっての区
間、伊万里道路の延伸がなかなか見られないわ

けです。同じように伊万里市内で東までは工事

が進んでいる。南波多谷口というところまで来

ていますよね。あの工事は唐津伊万里道路で、

唐津伊万里道路そのものはどんどん進んでいく

のが見えたんです。伊万里道路が東から西に向

かっては伸びていないんですよ。平成29年度ま
でに伊万里東まではできるんだけれども、その

先ができないと本当にミッシングリンクになる

んですよね。 
 今、佐賀県側に伊万里湾大橋が架かっていて、

そのたもとに山代久原インターがあるものです

から、山代久原で降りて伊万里大橋を渡ると、

以前よりも随分短縮できているんですけれども、

もう一つ、伊万里中インターまで伸びてくれば、

西九州道路そのものはつながらなくても一般道

路を活用することで時間短縮が図られるという

メリットはあるんだけれども、その部分が見え

てこないものですからね。 
 これは佐賀県側の問題であるんですけれども、

長崎県北地域のアクセスの向上という意味で、

その部分は非常に大切だと思いますので、ぜひ

今後とも連携を深めながら、佐賀県にも要請し

ながら、一日も早い開始をお願いしておきたい

と思います、。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。 
【麻生委員】 私は、長崎市から出ています32

番で2点ほどお尋ねしたいと思います。 
 松が枝埠頭の2バース化の問題です。今年は
195隻が入ってくる予定でありますね。大体1日
半に1隻の状況で、大変だと思います。 
 2バース化についてはいろいろ意見があると
思いますけれども、現在の進行状況はどうなっ

ているのか、お尋ねしたいと思います。 
【近藤港湾課長】 長崎港の松が枝地区における
2バース化の進捗状況についてのお尋ねでござ
いますが、長崎港におかれましては、一般質問

でございましたけれども、クルーズ客船の大型

化や拡大するクルーズ客船の急増に対応するた

めに、平成26年8月に港湾計画を改訂していま
す。具体的には、松が枝地区の既存の岸壁は今

10万トン対応でございますが、これを15万トン
級に改良することと、さらにその南側に7万ト
ン級の対応岸壁を新設する観光埠頭の2バース
化を計画しております。これによって10万トン
級は2隻同時に係留できるという形になります。 
 この計画に基づきまして、既存岸壁の15万ト
ン級対応への改良工事が、既に国の直轄事業で

昨年度の補正予算と今年の予算において事業の

予算化がされまして、現地において今、調整を

しておりますので、近いうちに工事に着手する

予定と聞いています。 
 さらに県といたしましては、クルーズ客船に

も暫定的に使用できるようにいたしました出島

岸壁を最大限に活用できるよう、今、官公庁船

が泊まっていまして、なかなかクルーズ船に

100％対応できない状況になっていますけれど
も、官公庁船を古河町のほうに移設をしまして、

できるだけ出島岸壁をフル活用したいというこ

とで事業を既に始めているところでございます。

2バース目に着手したとしましても、完成まで
に10年近く時間がかかると考えておりまして、
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そのために今の岸壁を最大限に活用しながら、

当面は急増するクルーズ客船を受け入れていく

というふうに考えています。出島岸壁につきま

しては、あくまでも暫定的なものでございまし

て恒久的なものでないということです。 
 大型化が進む10万トン級を2隻同時に係留で
きないこと、並びに分散する駐車場の問題とか、

テロ対策にかかる警備等さまざまな問題がござ

いますので、クルーズ需要を逃すことなく取り

込んで本県の経済の活性化につなげるためにも

2バース目の整備が必要と考えておりますので、
引き続き、あらゆる機会を通じて早期の事業化

について国に対して訴えていきたいと思ってお

ります。 
【麻生委員】 今、出島岸壁の活用という話が出
ました。国は、補正予算280億円程度を港湾の
関係については出すよと言っていますけれども、

今回の港湾の280億円ぐらいの予算措置で、長
崎にどのくらいの割り当てがあるんでしょうか。 
 併せて、松が枝埠頭近辺の出島岸壁を活用す

るとさっき言われましたね。出島岸壁について

は重工関係の引き船があったり、海上保安庁の

船がありますね。それをどこに持っていくんで

すか。どういう整備をされるんですか。 
【近藤港湾課長】 まず、国の予算において、ど
れだけ事業が措置されているかということです

けれども、平成27年度の補正予算において2億
円が確保されまして、これに引き続きまして平

成28年度の当初、これも詳しくは言えませんけ
ど、それと平成28年度の補正予算です。これは
まだ具体的な金額は出せませんが、15万トン級
対応への岸壁の改良工事を要望しております。 
 あと、航路が今は10万トン対応の航路幅、290
メートルしかございませんので、10万トンを超
える船が入ってくると、フェリーとかジェット

フォイルとかの定期航路が離合できないで非常

にご迷惑をかけている状況がございますので、

航路幅を15万トン級、350メートルに広げれば、
クルーズ船と定期航路が支障なく離合できる状

況になりますので、それについてもお願いして

いるということでございます。 
 出島岸壁につきましては県の事業でやってい

まして、今おっしゃったような官公庁船、いわ

ゆる海上保安部の巡視艇とかが泊まっているこ

とによってクルーズ客船が100％利用できない
状況が発生していますので、それを古河町のほ

う、国道499号と小ヶ倉バイパスの分岐点がご
ざいまして、長崎船舶装備という会社がござい

ますが、その海側に岸壁を整備しまして、そこ

に保安部の巡視艇を全て動かそうというふうに

考えております。 
【麻生委員】 今、2つの話がありましたね。1
つは航路幅を大きくする。今は290しかないけ
ど、350にするんだと。これは浚渫工事をやる
と理解していいんですか。 
【近藤港湾課長】 そのとおりです。 
【麻生委員】 今は水深が浅いから、それを併せ
てやると。長崎の航路は今、本当に過密ですよ

ね。定期航路、ジェットフォイル、軍艦島クル

ーズとか、多くの船が出入りしています。それ

に支障を来さないために浚渫して広くするとい

うことが1点ですね。 
 あと1点は、出島岸壁にある船を、金鍔のほ
うですか、今、船舶装備さんがある、あそこに

そういう岸壁整備をすると。 
 これは、用地買収も含めて交渉はできている

と理解していいですか。 
【近藤港湾課長】 場所的には西琴平町になると
思うんですけど、基本的には海を埋め立てまし

て、そこに岸壁、係留施設をつくるので、埋立
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免許等の手続が出てきます。ただ、国道499号
からアクセス道路を1本入れなくてはいけない
ので、それについての用地の取得は今後出てく

ると思っています。それはまだです。 
【麻生委員】 私は、今の出島岸壁を整備して、
船舶装備さんの近辺にやるのも暫定的だと思う

んです。今後、本格的な2バースを国に要望し
ていかなくちゃいけないんじゃないかと思いま

す。 
 そうなると、国の認識はどうなのか。この前、

長崎市から要望があった時に、いろいろな意見

が出ていました。議連をつくってどうのこうの

とかという話がありました。 
 そもそも国は、この2バース化、クルーズ500
万人を目指そうということでインバウンド関係

で打ち出しました。私たちは要望を上げていま

すけれども、国の認識として、長崎の位置づけ

は今どういう位置になっていると思われますか。

もしなければ、現状で結構ですから、お願いし

ます。 
【近藤港湾課長】 急増するクルーズ船は、東ア
ジアのほうからどんどん日本に来られています。

休みの形態が長くない。1週間とか10日ではな
くて、4泊5日とか5泊6日とか、そういった旅行
形態が今のところは主流ですから、上海を出発

して韓国・済州島に寄って日本に来るというケ

ースだと、どうしても九州の西海岸、博多、長

崎、鹿児島、八代、こういったところがどうし

ても頻度的に多くなってくるので、そこをでき

るだけ多く受け入れようという考え方について

は、やはり国も認識を持っていると私は思って

います。 
【麻生委員】 ちょっと論点がずれたと思うんだ
けど、今、ニーズはいっぱいありますよと、今

後、インバウンドを含めてね。国として、福岡

は今、新しく岸壁の改造工事も進めると聞いて

おります。 
 2バースとなると、現在も長崎造船だとか新
長ドックさんとかという企業体があるわけです。

5年前から話があっているけど、なかなか先に
進まないと。自分たちは生産をやらなくちゃい

けない。施設も老朽化して更新したいけど、2
バース化の問題があっては自分たちの更新もで

きないとか、最低限に抑えているとか、そうい

う話も出ているわけです。 
 今後、2バース化を本当に目指すんだったら、
こういう企業体とも協力して、やるためにどう

するかと、内部チームをつくるかどうかわかり

ませんけれども、しっかりそういうこともしな

いと2バース化の方向性は見えないんじゃない
かと。 
 片方ではやりたいと思うけど、企業の皆さん

が生産をやっていらっしゃる。そんな変ぴなと

ころには行きませんよという話もあるでしょう。

じゃあ、長崎港の中で、そういう企業体の人た

ちが交通アクセスも含めて生産性が上がる状況

があるのかどうか、水面下での交渉を県として

はやるべきだと思うんですけれども、その点に

ついてはどうですか。 
【近藤港湾課長】 委員がおっしゃった造船所に
つきましては、普通の店舗とは違いますので、

新しい工場をどこかにつくって、それから今あ

る施設を解体することになろうかと思います。 
 港湾計画を平成26年に改訂したと申し上げ
ましたが、その時点で造船所の方々のご協力が

ないことには話ができませんので、計画も策定

できませんので、事前に調整を図って情報公開

をしながら計画の策定をしてきたところでござ

いますが、なかなかそれが事業化していかない

中では、定期的に意見交換をさせていただきな
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がら、我々も今の状況を説明しながら、移転先

地とか、生産するものとか、通勤して来られる

方々が遠くには行かれないという状況を十分聞

いていますので、そういう移転先地等の問題が

多分一番大きいと思いますが、そういったとこ

ろを常に情報交換しながら丁寧に対応していき

たいと考えています。 
【麻生委員】 これは両面あると私は思うんです。
国の考え方が、今、2バースを長崎として要望
しているけど、現状で水辺の森の海岸、出島関

係のところでやって、松が枝を含めてやれば、

現状プラスアルファのニーズはあるんじゃない

かと国の方で認識をされているのかどうか。 
 外国の方が来るわけですから、通関といいま

すか、ＩＣＱ関係の設備も要りますよね。短時

間しかない中で、出入国ができるようなシステ

ムも備えなくちゃいけないと、なかなかそうな

ると来ないでしょう。 
 本当にそこを国がやろうとしているかどうか

という判断と、県として、こういう事業を長崎

と一緒に進めていかなきゃいけないんだという

思いがどこまで盛り上がってきているかという

ことが、今、若干温度差があるんじゃないかと

私は思っているんですよ。本当に一枚岩になら

ないと、2バース化という状況を含めて、イン
バウンド含めて400万人をやろうとしているけ
ど、この状況は変わってくると思うんですよ。 
 実は今日、長崎新聞に、長崎クルーズ、長崎

で造ったダイヤモンド・プリンセスに乗って長

崎に入港しましたと記事に載っていました。印

象的だったと、長崎の港が印象的、最後に見送

ってもらうブラスバンドの人たちが素晴らしか

ったとコメントが出ていますよ。そういう長崎

の魅力。 
 今からは、もの、ことを含めて皆さんが、た

だ単に鑑賞じゃなくて、そういう印象が残るよ

うなまちづくり、人づくりをしなくちゃ、人は

来ないと思うんです。長崎の魅力をいかにタイ

ムリーにやるかということは、できたら皆さん

の力になって一緒になってやることが、この地

域、地方創世の形ができるんじゃないかと思い

ます。 
 いま一度国に対して、また地元の足元に対し

てどうなのか、ご答弁願いたいと思います。 
【近藤港湾課長】 委員おっしゃったように、長
崎港は唯一、観光クルーズ船専用の岸壁を先駆

けて造っていただいた経緯もございます。ター

ミナルもデザイン的に非常に凝っていまして、

お迎えとかお見送りとか、そういった意味での

おもてなしについては非常に好評をきたしてお

りまして、なおかつ市内中心部にクルーズ船が

直接入ってくる中で、歩いて観光ができる港と

して人気の高い港でございます。それをいかに

たくさん取り込んで活性化につなげるかという

中では、やっぱり2バース化は必要だと思って
います。 
 出島岸壁については、もともと3万トン対応
だったものを仮設的に7万トン対応に広げてい
ただいた。それをいかに活用しながらですね。

これは恒久的なものではございません。何年か

先には朽ち果ててしまうものもありますので、

そうなる前に、早く南進をして2バース化をし
て、ＣＩＱの問題とか、バスの駐車場の問題と

か、分散するものを集約化するような形で、国

に対しては早く2バース目について事業化して
いただきたいということは訴えていきたいと思

っております。 
【麻生委員】 部長、国に対して、こういう要望
は重みがあるんですよ。それを一枚岩になって

やらないと、なかなか国は。全国のコンテナヤ
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ードを含めて、そういうのを主体的にやってい

こうというのが1つあります。もちろんクルー
ズ船の状況もやらねばいかんと思っていますけ

れども、優先は、貨物を含めたコンテナ整備の

状況がないとできないということも言われてい

ます。 
 だけど長崎は、三菱重工さんの客船があるか

らコンテナがあるかもしれないけど、なかなか

厳しい状況ですよ。やっぱりここは2バース化
をもう一歩進めて、国に対して一枚岩になって

やらないとできないと思います。 
 部長としては、国に対してどう働きかけをさ

れようと思っているのか、最後に答弁をお願い

します。 
【浅野土木部長】 先ほどからずっと議論があっ
たように、長崎港については、日本の中でも、

お迎えする港としては非常に重要だし、期待を

されていると、いつも話している中ではそんな

ことがあります。 
 その中で、今どうやっていくかと。私も、港

湾の問題については港湾だけではだめだと思っ

ていまして、まちづくりと併せた形で、長崎県

なり長崎市がいかに長崎港に期待をしているの

かということを国にきちんと伝えていかなきゃ

いけないと思っていまして、昨年から、長崎市

長にもお願いしまして、絶えず一緒に連携して

要望するし、その中身についても議論しましょ

うということで今やっておりますので、そうい

うものを国のそれぞれの担当にきちんと伝えて

いって、やはりこういうのは重要だと、国の施

策としても重要だと早く認識していただくこと

が重要だというふうに思っています。 
【麻生委員】 わかりました。ぜひ、その件につ
いては一枚岩になって、力を合わせてやってい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、長崎の旭大橋の低床化です。新県庁舎

が平成29年12月には完成して、30年から入るん
でしょうけれども、旭大橋の低床化について、

県としてはどう取り組もうとお考えなのか、そ

の点をお尋ねします。 
【藤田都市計画課長】 旭大橋の低床化について
の考えですけれども、旭大橋につきましては昭

和57年に完成しております。まだ補助金上の耐
用年数が残っているとか、浦上川の西側の土地

利用をどうするかとか、そういういろんな課題

がありますので、そういうのを含めながら、今

後の長期的な課題ということで整理してまいり

たいと考えております。 
【麻生委員】 すみません、ちょっと聞き取れな
かった。51年ですか。（「57年です」と呼ぶ者
あり）平成51年。（「昭和57年」と呼ぶ者あり） 
 昭和57年にできて、まだ耐用年数がきていな
いものがあるということですね。 
 だけど、そういう中で県もやりたいと。だっ

たら、いつぐらいまでに、そういう障害があっ

て、どういう形でやるかと、プロセスはまだ検

討していないですか。答弁してください。 
【藤田都市計画課長】 旭大橋は昭和57年に完
成しておりまして、その補助金上の耐用年数が

まだ残っていること、浦上川の西側の土地利用

をどうしていこうかとか、今現在、浦上川の上

流に船が遡上しておりますので、そういう全体

的なことを考えながら、長期的な課題というこ

とで検討していきたいと考えております。 
【麻生委員】 私は、駅前再開発で浦上川の向こ
う側が、旭大橋で渡る状況だと遅れるのではな

いかと、一体開発するためには低床化して、そ

してやると。完成が昭和57年で、まだ耐用年数
が残っていて、30年ちょっとかな、40年とかあ
るのでと言われていますけれども、早く都市計
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画を進めていただいて、まちづくりが本当にで

きると。 
 今、長崎市は、ＭＩＣＥだとか、新幹線を含

めての再開発がどんどん進んでいるわけです。

そういう中で、低床化することによって、向こ

うの土地の評価も上がります。ぜひ、そういっ

た流れをつくっていただきたいと要望しておき

ます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
【大場副委員長】 20番、島原市の要望の5ペー
ジ、船津地区の高潮対策です。 
 1週間ぐらい前ですか、ちょうど大潮の時期3
日間ありまして、中日が5メートル超えという
こともあって現場を見たんです。対応はされて

いるんですが、その中でもくるぶし上に上がっ

て、床上浸水まではなかったんですが、床下浸

水という状況がありました。 
 現在、県は護岸整備、もしくはポンプ設置が

始まったりして、地元の方もそれには期待され

て、だんだんその効果が、若干ではありますけ

ど見えているような感じがいたしております。 
 広場場下船溜まりの埋め立てについて、先日

島原市と話した時に、地元漁業者とは既に合意

がとれたということでありまして、現在、地域

の高潮対策を進めているところで、船溜まり場

は島原市が埋め立てをしているんです。 
 今の時期に合わせて高潮対策も含めて、こち

らの入り口のほう、南側に水路があるんですが、

そちらも併せて高潮対策として水路建設の工事

ができればというふうに地元の方は望んでいま

す。それが本当に現地の高潮対策に有効なんじ

ゃないかというふうに考えておりますが、その

辺はいかがでしょうか。 
【近藤港湾課長】 今、我々がやろうとしている

のは、船津地区の船溜まりの背後地がどうして

も高潮によって浸水をするということで、船溜

まりの中に防潮堤をつくりまして前面からの高

潮を防止するという中で動いているところでご

ざいまして、今年、埋立て免許をいただきまし

て、今年度から現地の着手ということを考えて

おります。 
 おっしゃったのは、もうちょっと河口部でし

ょうか。 
【大場副委員長】 場所はおわかりですか。これ
に要望が上がっているのは、国道から入って広

馬場地区、18銀行があるところなんです。今、
工事があるのは島鉄のほうだと思うんですけど、

それよりさらに南側。（「龍馬が上陸したとこ

ろですか」と呼ぶ者あり）そうです。 
 実はそこの民家は非常に低いところでありま

して、そこの船溜まりも島原市のほうで埋め立

て計画がありまして、何とか地元漁業者とは合

意がとれたと先般お話を伺ってですね。 
 北側のほう、今、工事をされているほうと南

側の水路、そのあたりも同じような工事を含め

て、船溜まり地区、そこで今は海になっていま

すが、そういったところも雨水対策として活用

できればというふうに考えるんですが、その辺

はどうでしょうか。 
 今回、台風もきていたんですけれども、大潮

と集中豪雨と重なった時には、どうしても水を

はききれなくて、今回はたまたま大被害はなか

ったんですけれども、それが同時に起こってし

まうと、その周辺の方、ちょうど真ん中に当た

る方々は非常に心配な思いをまだされていてで

すね。 
 水が入ってくる両サイドを抑え込めば、そこ

でまずは浸水のおそれがなくなるんじゃないか

なというふうに考えていて、その辺が同時進行
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でできればベストだと思うんです。予算も含め

て非常に大変だと思うんですが、そういう形で

の取り組みについてはどうでしょうか。できれ

ばお願いしたいんですが。 
【近藤港湾課長】 我々がやろうとしている船津
地区の高潮対策については、今ある護岸のかさ

上げと船津地区の船溜まりの防潮堤を造ること

によって、ある一定のあの地域の浸水について

は防止できると考えておりますが、国道から入

って臨港道路、島原港線というんですかね、駅

があってという臨港道路も浸水するということ

でありましたので、そこは先ほど申しました坂

本龍馬が上陸した船溜まりがございますけど、

そこは役割分担として市のほうで埋め立てをす

ると私は理解しているところです。 
 今おっしゃった護岸のかさ上げというんでし

ょうか、そこは私は認識がなかったものですか

ら、市とお話をさせていただき、どういった方

法があるかということも含めて、二手に分かれ

て事業をやっていたら、どうしても手薄になっ

てしまうところがあるので、優先順位をつけな

がら、どこをどう対応していくかということに

ついては、市とよく話をさせていただきたいと

考えております。 
【大場副委員長】 よろしくお願いいたします。
また後で少し、別個でお話をさせていただきた

いと思います。 
 市のほうで埋め立てをやるんですけれども、

現状としてはあそこは県の管理ということで、

今の段階で進んでいきますと、どうしても高潮

の時に、あと2年から3年は現状の状況が続いて
いくということで、護岸整備を今やられている

のであれば、それと同時進行でできないかなと

地元の要望としてありますので、その辺は市と

の協議をぜひお願いしたいと思います。 

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
【吉村(正)委員】 先ほど、麻生委員が質問され
たことに関連して、少し私も質問させていただ

きたいと思うんです。旭大橋の件です。 
 長崎市は、旭大橋の架け替えを要望しており

ます。今、長崎市のまちづくり、都市計画が大

きく動いている中で、浦上川の西岸地区が、そ

れに取り残されたらいけないという危機感も十

分持っておられて、地元の方からの要望もよく

聞きます。 
 そこで、長崎市でこの質問をしたところ、こ

れは県の事業であるということで、なかなか長

崎市単独では進んでいかないということでした。

先ほどの麻生委員の質問のお答えにあったよう

に、まだ耐用年数があると、その返還もしなけ

ればならないし、いろんな諸問題があるやに聞

いております。 
 そこで、旭大橋の低床化について、どういう

障壁があって、それをどのように乗り越えてい

くのかということをぜひ研究をしていただいて、

一刻も早く低床化を進めていただくように、県

と市と、これは県じゃないか、これは市じゃな

いかと言うのではなくて一体的に、このまちづ

くりをお互いに知恵を出し合って進めていただ

ければと思います。 
 国には県のほうがはるかに近いわけですから、

お金のもってき方とか、そういったことについ

ては県のほうが得意分野じゃないかと思ったり

するところなんです。ですから、ぜひ県の皆さ

んの英知をお借りして、一刻も早く旭大橋の低

床化をしていただければと思います。 
 その時、これはあくまで私案なんですけど、

いろんな交通機関があそこを通ればいいわけで、

例えば路面電車、長崎電気軌道が低床化された
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旭大橋を渡ることによって、水の浦地域の通勤

とか通学の部分に寄与すれば、長崎の交通渋滞

が少しは緩和されるといったことも考えるわけ

です。 
 ぜひ、そういったことまで考えた上で、あら

ゆる予算を総動員していただいて、旭大橋を一

刻でも早く低床化できるように、県と市が知恵

を出し合って、お金を出し合ってやっていただ

ければ。 
 せっかく新幹線が来る、長崎駅周辺の土地区

画整理事業をやっているということで、本当に

千載一遇のチャンスだと思うんです。これを逃

すことはないと思うんです。ぜひ、皆さんのお

力を出していただければと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
【藤田都市計画課長】 旭大橋の問題につきまし
ては、県と市で作成しました長崎駅周辺エリア

整備計画というものがございまして、その中で

も長期整備プログラムということで、概ね20年
以内に実現とか、そういうふうに掲げられてお

ります。長崎市内のまちづくりの観点が一番あ

ると思いますので、そこにつきましては県、市

で協議しながら、今後も引き続き検討していき

たいと考えております。 
【吉村(正)委員】 概ね20年ぐらいかかりそうだ
と。確かに時間は、事務が複雑になればなるほ

ど、お金が多くなればなるほど、それだけいろ

んなことでかかっていくんでしょうけど、新幹

線が開業する平成34年には間に合わせてほし
いわけです、できれば。大変難しいことだと理

解しながらお話をしているんですが。 
 ですから、20年とか、そういう悠長なことで
はなくてできるだけ早く、ＡＳＡＰというんで

すかね、アズ・スーン・アズ・ポッシブルです

よ。できればそういうことで、皆さんに知恵だ

けではなくて力もちょっと振り絞っていただい

て、私たちもといいますか、私はもう協力でき

ることは何でもやるつもりでいますので、一日

も早い、1分1秒でも早い低床化をお願いしたい
と思います。麻生委員と気持ちは一緒ですので、

お願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。 
 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 
 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんか。 
【麻生委員】 土木部は年間予算が900億円ある
ので、皆さんの業務は大変だろうと思うんです

けれども、私は、この資料の2ページにある県
営野球場スコアボード等改修工事についてお尋

ねしたいと思います。 
 これについてはオーロラビジョンというんで

すかね、三菱電機さんがやっていると思うんで

す。入札については公平・公正の問題があるか

ら、取った業者さんにどうのという話ではない

んですけれども、今回は県産品指定をとられた

という話ですけれども、残念ながら県産品では

なくて別のメーカーが入ると聞き及んでいます。 
 私は、ここに至った経緯は何なのか、そして、

県産品についてはどういう規定を設けていらっ

しゃるのか、この点からお尋ねしたいと思いま

す。 
【大場建築課長(参事監)】 今回の県営野球場の
スコアボード等改修工事でございますが、所管

課の要望するいろんな性能といいますか、走査
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線の数とか、ＬＥＤ照明で大きさがこうとか、

そういう条件を我々のほうにいただきまして、

そういった中で設計を進めてまいりまして、

我々が最低限これだけは必要であろうと打ち合

わせた性能を有するのが3つのメーカーでござ
いました。 
 こういったところから、設計前に価格を決め

るために見積りを取って、そこの最低価格を採

用し設計額を固めて発注したところであります。 
 当然ながら仕様書で県産資材の活用及び県内

業者の下請けの有効活用ということはうたって

おりまして、そこは設計条件に入った中で入札

を執行し契約が行われていると認識いたしてお

ります。県内需要の創出による景気の維持・拡

大を図り、経済の活性化を促進することは非常

に重要なことであると我々も認識しておりまし

て、県内資材を調達する際に、今の特記仕様に

加えまして文書でも、調達する際や下請人を選

定する際には、この趣旨を理解いただいて、地

場産業の活性化を図ることを目的として、資材

等の県内優先調達とか下請け請負人等の県内優

先活用をしていただくようお願いしているとこ

ろであります。 
 今回についても、契約相手方は製品の選定に

当たっていろいろとご検討されたとは思うんで

すけれども、結果として県内産ではない製品が

採用されたと。 
 これにつきましては原則県内資材の使用をう

たっておりますが、県内産資材を使用しない場

合のこともきちっと項目がうたってありまして、

使用しない理由についての我々発注者の承諾が

当然ながら必要となります。その理由に該当し、

説明資料もきちっと付けていただかないといけ

ないんですけど、今回はこの資料も不備なく提

出されておりまして、やむなく、これにつきま

しては県内産資材を使用しない理由について承

諾をしたという経緯がございます。 
【麻生委員】 さっき言った県産品条例の話だけ
ど、私は、このルールをして受注されたところ

に交渉権があって、メーカーに対して何も物を

言うことができないという項目があると聞き及

んだんです。 
 私が皆さんにお願いしたいのは、県産品に対

する状況、どういう影響があるかということを

十分にわかっていただきたいと思っているんで

す。 
 今回のビッグＮのオーロラビジョン。オーロ

ラビジョンというのは長崎発祥なんですよ。三

菱電機がつくって、そして全国に広めていった。

今ではドジャー・スタジアムを含めてニューヨ

ークのヤンキー・スタジアムにも入っています。

シェアも高い。これは本当に長崎の目玉として、

長崎の資材業者、諫早のベネックスさん含めて、

ちゃんと県税を納めた企業体が造っているんで

すよ。なんでそこが入れなくて、県外業者が入

ったのかということについてお話を伺う中で、

私はもっとね。 
 いや、交渉できなかったんですよと、皆さん

から高い、高いと言われて設計単価に入れなか

ったと。だからそこを選ばなくてはいけなかっ

たんだということで、さっき言われたように、

条例に基づいてできなかった理由をだらだらと

述べてつくってもらっています。書類はあるで

しょう。 
 しかし、私は、片方では雇用だ、産業振興だ

と言いながら、一番の目玉をなんで外すのかと

思うんです。ビッグＮ、長崎の県民の税金を使

ってやるわけですよ。長崎の一番の状況です。

総合的に評価されて、競合メーカーが取りまし

たと。長崎の一番の中心のものを取りましたと
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いった形になると。 
 彼らは現状では競合メーカーさんですから、

それは捨ててでも来るでしょう。そして今後、

対外的な競合になれば、一番のメインの長崎の

地元の仕事を取ったんですよという状況になり

かねませんよ。 
 そういったことも含めて、なんでもっと熱い

思いで仕事をしてもらえないのかということを、

私は今回の件について憤っているんですよ。 
 部長、どうですか。聞いていると思うんです

けれども、聞いていなかったら技監でもいいで

すよ。 
【野口土木部技監】 委員ご指摘のとおり、県土
木部としましては、県内産優先ということにつ

いて、先ほど建築課長も申し上げましたように

特記仕様書の中に定めておりまして、地場産業

活性化を図るために原則として県内生産品を使

用しなければならないということで、契約書の

条件となっております。 
 ただ、製品の選定は一義的には受注者がやる

ものでございまして、原則として、県内産が使

えない資料等を提出していただいて、県内産が

使えない場合には、それはやむなく承諾してい

る状況でございます。それを越えて、あえて県

内産の使用をもしこちら側から求めることにな

りますと、それは建設業法上の違反、法に抵触

する恐れがありますので、それはできない状況

でございます。 
【麻生委員】 業者さんは、設計単価を出されて
決めましたと。それは設計単価の中に入ってい

る。逆に言えば、設計単価で高い見積りが出て

きて、なかなか値段が合わなかったんです、工

事できませんでしたという状況だけど、メーカ

ーさんの声が皆さんのところに届いていないか

ら、片方の情報だけで決めてしまって、そうな

のかと、じゃあ、設計単価に入らない、地元産

の単価が高くて、この工事をとると赤字なので

だめなんだということで決定されたという話が

ありますけれども、私が伺っているところでは、

相当値段も、県産品を含めてですね。 
 目の前ですよ、取り扱っている窓口は。ここ

から何百メートルのところにあるわけです。そ

ういう地元のメーカーさんに来てもらってね。

抵触するかもしれんけど、産業振興という立場

で私たちは。競合をするかもしれんけど、長崎

の雇用をいっぱいしているわけですよ。 
 そしてビッグＮ。三菱電機のオーロラビジョ

ンって、世界に入っているんですよ。そういう

の以外を長崎に入れさせる。このことが、私は

問題じゃないかと言っているんです。 
 そういう熱い思いでやってもらわないと、た

だ単に設計単価の問題で、契約状況で越えられ

ませんという話があるかもしれんけど、それじ

ゃあ地元の産業振興、どこも広がっていけませ

んよ。そういう熱い思いをもって。 
 これは1億円か2億円かわかりません、金額は。
小さいかもしれませんよ。しかし、やっぱりこ

ういう地元の企業を使っていこう、そして育て

ていこう。 
 そしてやっぱりメインですよ。県民の税金を

使って、一番広がるビッグＮですよ。そこに競

合他社が入って、総合評価で取ったんですと。

ここ20年間ずっと使いますよ。そういったもの
を本当にいいのかということです。そこについ

ては何らかの手立てがその時点でできなかった

のかと私は思ったりですね。 
 聞いている話では値段も、これはあなたたち

一方的な話しか入ってこないから、情報はそう

でしょう。私の聞いているところでは、相当設

計単価より安い値段で見積りが入っているとい
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うこともお伺いしています。それはなかなか、

県の皆さんに業者が直接そういう話はできない

から、大変彼らも苦しんでいると思いますよ。 
 片方では産業振興、雇用だ、新しいものづく

りだと、そして若い人たちを長崎に定着させて

いこうと言っている矢先に、メインのこの状況

が他社に取られて総合評価で負けたんですと。

そして、長崎の一番のメインのところに入るこ

とがどのくらい影響があるかということを皆さ

ん、お考えいただきたいと思うんですよね。 
 私がお願いしたいのは、今回は終わったかも

しれんけど、本当に一つひとつの仕事を皆さん、

やっつけ仕事じゃなくて取り組んでいただきた

いという要望がまず1点あります。 
 あと1点は、これは電機業界の皆さんから話
を聞いたわけですけれども、今回の入札もそう

ですけれども、設計単価は公表していますよね。

そして最低価格の9割とか、九十何パーセント
で取るんですけど、ある電機の中堅の社長が言

っていました。ここに応札されている会社の社

長さんです。 
 公平・公正ばかり言っても、本当に積算がで

きないところ、自分たちで汗をかいて業界の状

況を含めて積算根拠をとるような、状況を知る

ような業者さんでやってもらわないと、ただ単

に設計単価を公表して、公平・公正でやってい

ればいいんだという話になると、そういう力の

ないところも含めて上がっていくんじゃないか

と言われていました。 
 だから、そういう意味では入札の在り方自体

がどうかということもあるんでしょうけれども、

今回はその点については問いませんけれども、

さっきのオーロラビジョン、三菱のメインの仕

事、長崎でも雇用している、そういうことにつ

いて、もっと熱い思いで仕事に取り組めないの

か。さっき言った入札の状況があるからだめだ

という話があるかもしれんけど、こういったと

ころにはもっと熱い思いで皆さん、仕事をして

いただきたいと思うんですけど、その点につい

ては、どうですか。 
【野口土木部技監】 委員ご指摘のとおり、我々
は、県民所得の向上のために県内産業優先とい

うことでこれまでもやっておりますし、これか

らもやっていきたいと考えております。 
 ただ、委員ご指摘のようなことがあったわけ

ですけれども、これはあくまでも我々が知り得

た情報の中でしか判断できないというところも

ございました。 
 しかしながら、先ほど申し上げましたように、

県民所得の向上のために、県内産業、県内生産

品の優先使用ということについては、今後とも

力強くやっていきたいと思います。 
【麻生委員】 さっきも四角張った話があって、
ルール、ルールと言われています。自分たちの

身を守るために、皆さん全部、そういうがちが

ちにされているんじゃないかと思うんです。本

当にそういうことでやろうと思えば、熱い思い

でですね。 
 法というのは皆さんでつくっているわけです。

人がつくっているわけです。片方で人を育てて

いこう、企業を育てていこうというのは熱い私

たちの思いですよ。どっちが優先するかですよ。

自分の身は守り、また、ルールを守って、何か

あった時には公平・公正で、言われた時に、マ

スコミにたたかれた時に、大変だからこうした

んだという話があるのか。それとも、長崎県の

皆さんと一緒になって、こういうことだから、

これは大事な仕事なんだと、長崎県が一番強み

を持っているところなんだと、だからこういう

ことを一緒になってやっていこうと、そういう
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思いを皆さんももっていただきたいと思うんで

す。 
 そういうことを述べまして、私からは終わり

ます。以上です。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
 ここで休憩をとりまして、午後からにしたい

と思いますが、よろしいですか。 
〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 それでは、午前中の審査は
これにとどめ、再開を午後1時半からといたし
ます。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５１分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 議案外所管事務一般について、質問はござい

ませんか。 
【大久保委員】 私は、諫早の西部台についてお
尋ねしたいと思います。前回6月定例会でもち
ょっとお尋ねをしましたけれども、あれから何

カ月か経ちまして、状況も進展しているのでは

ないかと思いまして。 
 諫早の西部台で、1工区から2工区に行く途中
に、約3ヘクタールの商業施設用地として確保
してあるところがありますけれども、その後、

応募をかけたということでありまして、その状

況がどのようになっているのか、お尋ねしたい

と思います。 
【亀山住宅課長】 諫早西部団地の西－1地区で
商業用地を公募にかけております。7月22日に
公募を開始いたしまして、8月10日に説明会を
開催いたしましたところ、8者にご出席いただ
きました。今後は、入札参加資格の確認を経て、

11月１日の入札に臨んでいただくこととなっ
ております。 
 なお、事業者は自ら商業施設を建築し運営す

ることとしており、地域住民の利便のため、衣

食住の購買施設に加え、地域住民の交流スペー

スを設けることを条件といたしております。 
【大久保委員】 諫早市民にとっては初めての郊
外大型商業施設ということで、大変期待感があ

るわけでありまして、そういう意味では、今、

県内にある郊外の大型商業施設というようなも

のをイメージしていいんですか。 
【亀山住宅課長】 商業地の面積といたしまして
は3ヘクタールございまして、基本的に地域住
民の利便性向上ということで商業施設をつくっ

ていただくわけです。近隣商業地域という用途

地域でございまして、ある程度規模の大きな商

業施設が整備されるものと考えています。 
【大久保委員】 あそこは県央、道路においても
交通の要衝でありますので、そういう意味では

場所的にも非常にいいのではないかと。もちろ

んあの一帯は県の住宅供給公社の経営する地域

でもありますので、その取り組みをまさに応援

をさせていただくという点でも、しっかり後押

しをさせていただきたいと思います。 
 そこの問題も含めて、ほかに諫早市内には幾

つか、そういう候補になるような場所がありま

すけれども、どうしても農振の問題とか、ある

いは調整区域の問題等々があって、なかなか進

展してこなかったところもありますので、いず

れまた一つひとつ課題をクリアして、実現に向

かって我々も動いていきたいと思っております

ので、将来的にも、また都市計画の部分でも、

しっかり協力体制ができればというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。 
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 商業施設の件は順調ということでありまして、

年内にも恐らく、それは決定をするのではない

かという感じを持っておりますけれども、住宅

のほう、新たな宅地として開発をされていると

ころ、もう既に建っているところ等々、その売

れ行きも含めてどのような状況になっているの

か、教えていただきたいと思います。 
【亀山住宅課長】 戸建て分譲地の件でございま
すが、2工区のうちの東－2地区で81宅地を分譲
しているところでございますが、9月23日現在、
26宅地が契約済でございます。前回6月13日現
在で21区画とご報告いたしまして、それから5
区画売れているという状況でございます。 
【大久保委員】 分譲宅地の価格設定とか、ほか
の宅地との比較といいますか、そういったとこ

ろをわかりやすく教えていただきたいと思いま

す。 
【亀山住宅課長】 現在、東－2地区で売り出し
ておりますが、その前に東－1地区で170区画程
度を分譲いたしました。その時の値段が大体、

基準といいますか目安になっておりまして、そ

の中で概ね1,100万円台から1,600万円、1,800
万円というふうに、面積とか場所によって価格

差がありますけれども、そういうふうな分譲を

行っているところでございます。 
【大久保委員】 先ほど言いましたように交通の
要衝、自動車を使う上では非常に便利な地域だ

と思いますし、そういう価格であれば、かなり

売れるのではないかというような感じも持って

おります。 
 そこで、今度は建築に関してです。地元で要

望があるのは、いわゆる大手のハウスメーカー

ではなくて、できれば地元の工務店とか、そう

いったところ何者かでチームをつくってやらせ

てほしいという意見もあるわけでありますけれ

ども、そういう取組は公社としてありますか。 
【亀山住宅課長】 現在分譲しているところにつ
きましては、地区計画と建築協定はございます

けれども、特に建築条件等は設けておりません。

環境のいいところで、建築業者は家主の方が選

んで、お好みに応じて建築をしていただくとい

う形になります。 
【大久保委員】 こういう地元の業者さんからし
てみれば、建築物が連続して建つということは

なかなかないチャンスであります。地元にも、

非常にいい技術を持った工務店等々もあるわけ

であります。1者それぞれだと、当然これはも
ういろいろ体力的にもありますでしょうけど、

チームを組んで、お互いに連携をするような枠

組みをつくりたいというふうに言っています。

それをぜひ県の公社としても後押しして、購入

される方々に情報提供をできるのではないかと

思っております。 
 だから、そういう動きがあったら、住宅供給

公社としても取りまとめていただいて、購入者

に対する情報提供をぜひ進めていただきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 
【亀山住宅課長】 これまでも、それぞれの区画
でさまざまな建築業者さんが腕を振るっておら

れたわけでございます。東－1地区の170戸のう
ち、かなりの部分はプレハブメーカーも入って

きていたんですけれども、今度の東－2地区に
つきましては建築条件なしということで、よい

事例を見ていただき、業者さんの情報をそれぞ

れ持ち寄って、我々も情報提供に努めたいと考

えます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
【友田委員】 まず、陳情要望の対応についてお
尋ねしたいと思います。750ページ、調川港の
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港湾整備の関係で松浦市から要望があっての対

応です。 
 松浦市としては、西九州自動車道の松浦佐々

道路を造るに当たって、連続してトンネルが続

くものですから、そのトンネルのずり土の処理

を含めて有効に活用して地域振興につなげたい

という思いから、調川港を閉め切って公共残土

を入れて埋め立てていただけないかという要望

が出ています。 
 これに対して、採択基準を満足しないと、な

かなか事業化は難しいということになっている

んですけれども、一方で県としては、松浦市が

言ったような対応策を何とか実現するために、

今後引き続き情報共有や意見交換を行ってまい

りたいというふうに書かれています。 
 可能性として、あのトンネルを松浦のほうか

らかかるとすると、すぐにトンネルなんです。

あそこは2本の長いトンネルを掘るんですよ。
出てくる残土はどこかにもって行かなきゃいけ

ない。 
 今、県営事業でやられている松浦港の御厨の

港湾を埋め立てる事業があったんですけど、こ

れはもともと、伊万里松浦道路のトンネルのず

りか、あるいは県営事業でやった笛吹ダムの残

土か、どっちかを埋めるということで事業を計

画されて、結果的にその土は入らずに、少なく

とも伊万里松浦道路の土は佐賀県の浦ノ崎にあ

る土捨て場に持って行かれたんです。結果的に

は長崎県内の土地が広がらなかったので、少な

くとも長崎県の地域振興にはつながらなかった

わけです。そういった意味では、今度はもう完

全に長崎県側を通るトンネルの土ですから、で

きればそれを県内の土捨て場に入れて、その後、

それを有効活用するというのは必要なことだろ

うと思うんです。 

 負担のこともあり、制度的にも難しいもので

もあると思いますけど、今後どのように取り組

んでいこうと考えておられるのか、少しお考え

をお聞かせいただければと思います。 
【近藤港湾課長】 お尋ねの松浦調川港の、西九
州道路のトンネルずりをいかに活用して埋立地

をつくるかというお話でございますけれども、

委員がおっしゃったように埋立地の整備につき

ましては事業仕分け等々で、御厨をつくった時

代とは違っていまして、港湾事業による事業採

択は非常に厳しいというか、難しいというか、

できないというふうな状況でございます。 
 ですから、ほかに土地開発公社とか、そうい

ったところでの事業ができないかと検討してま

いりましたけど、なかなかその事業化は難しい

状況でございまして、今の時点でのお話からす

ると、市が事業主体となった場合の手続等につ

いて打ち合わせを行っている状況でございまし

て、9月には産業労働部を入れて、いろいろな
交付金もあろうかと思いますので、土木部とは

ちょっと離れた形で事業が適用できないかとい

うところを模索している状況でございます。 
【友田委員】 必要性については県としても認め
ていただいている部分があるので、せっかくの

有効な残土ですから、有効に使って。西九州自

動車道が延伸してくるのに、もう既に松浦市の

工業団地も一定売れましたので、新たな造成を

するには用地がないということからこういった

状況になっていますので、ぜひ土木部としても

必要な助言等については今後ともお願いをした

いと思います。 
 続いて751ページ、新福島大橋の建設につい
てです。これは以前から言われていて、今度の

要望にも松浦市は取り上げて、県としては、現

段階では長寿命化対策で適切に管理しているの
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で、架け替えの必要性はないのではないかとい

う判断が書かれています。 
 一方で、幅員がやや狭いことは認識している

ということでありますので、今後とも地元と十

分に連携をとりながら、必要な対応は考えてい

ただきたいと思うんです。 
 地元では、架橋の50年寿命というようなこと
を言っておられる方がたくさんいて、福島大橋

は架橋から50年を迎えるので、この橋そのもの
が通れなくなるんじゃないかと非常に心配して

いる方がいらっしゃったものですから、道路維

持課にご相談して、県の出前講座で、橋の長寿

命化、維持管理について少し地元と意見交換を

してもらえないかと言っていました。 
 たまたま私は、その日は視察と重なっていた

ので参加できなかったんですが、一定住民の方

からお話は聞いていますが、その意見交換を踏

まえて、県としてはどのように対応を考えてお

られるのか、どういった意見が出されて、どの

ようにお答えしたということでも結構ですので、

少しそのあたりをご紹介いただけますか。 
【池田道路維持課長】 福島大橋の出前講座につ
いての内容と、その対応についてのお尋ねでご

ざいます。 
 出前講座につきましては、今年の7月に、委
員のご指導もございまして地元で開催したとこ

ろでございます。内容につきましては、長崎県

の道路橋の現状とか取組についてご説明をいた

しまして、実際に福島大橋の補修状況なども写

真を見ていただいて、健全性が保たれていると

いうところを確認していただいたところです。

基本的には住民の方々には、適切に維持管理を

やって、健全性が保たれているというところは

ご理解をいただいております。 
 その中でご意見として一番あったのは、副員

が狭いので大型車の離合時に支障を来している

というところで、拡幅工事をやってもらえない

かというご意見がございました。 
 それについても以前からお答えしていますよ

うに、橋の重要性とか、現況は幅員が狭いとい

うことは十分に認識しているところですが、現

状では大きな支障はないと、これは中・長期的

な課題としているところでございます。 
【友田委員】 長崎県で離島にかかった橋では多
分最初ぐらい、最も古いぐらいの橋ですよね。

地元も、架かった当初はまだ炭鉱がある時代で、

とにかく離島を本土にして生活の利便性をとい

うことでやられて、当時はあの橋の幅員でも十

分だったんですけれども、その後、炭鉱を閉山

した後にガス基地ができて、ガス基地の後に国

家備蓄のガス基地ができて、非常に多くのタン

クローリーが通ると。近年は、タンクローリー

そのものがどんどん大型化して、そういったも

のの交通に支障があるということから、このよ

うな要望が出ています。 
 長期的な課題とは言いつつも、国家備蓄基地

という国策でやられている基地がそこにあって。

何回も私は言っていますけど、全国の国家備蓄

基地の中で、上五島のように海洋にあるものを

除けば、陸地にあって搬出路が橋1本しかない
ところはここしかないですよ。全国に備蓄基地

はあるんですけど、幾らでも通れる道があると

いうのが普通なんです。この福島だけは、国策

でやられたにもかかわらず、この橋しかないと。

この橋がもし健全性が悪くなったり、この間の

熊本地震のような地震が起きて通行不可になる

と、少なくとも陸路での搬出ができなくなると

いうリスクがあることから、今後の国とのいろ

んなやりとりの中で、対応できるような政策、

事業等が出れば、積極的な対応をお願いしてお
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きたいと思います。これは意見にとどめます。 
 もう1つです。先ほどの要望の中でも、諫早
市や島原市だったと思うんですけど、同じよう

な要望が出ているんですけど、2級河川の維持
管理です。 
 諫早市も、松浦でも言われることと全く同じ

ように要望に書かれているんです。河川の中に

ダンチクが非常に繁殖したり、土砂が流れ込ん

で、有効な流れる断面積が堆積した土砂等でど

んどん狭められてきていることから、適切な維

持管理をやってくださいと。なぜ不安なのかと

いうと、近年の集中豪雨等で、この断面が小さ

くなっているわけですから、流れる水が多くな

ると、場合によってはそれが越流してしまった

り、決壊につながったりするんじゃないかとい

う不安なんです。 
 私の地元も、流れているのは全部2級河川な
んです。住民の方がよく言われるのは、なぜ川

の中に木が生えているのを放置しているのかと、

あれでは河川の役割を十分に果たせていないん

じゃないかと、相当に厳しいご意見もあるんで

す。 
 実際に私も行ってみると、本当に護岸から3
分の1ぐらいはダンチクに覆われている。両側
からきて、本当に一部しか流れていない。大雨

が降るとダンチクは倒して流れていくんですけ

れども、あれだけ土砂が堆積すると有効な断面

が少なくなっているわけですから、これは危険

なんじゃないかという思いがあるんです。 
 そこで、県としては、2級河川の堆積した土
砂とかダンチクの処理を今後どのようにしよう

と思っているのか。例えば浚渫するにしても相

当な費用がかかるわけで、簡単にはいかないと

思うんですけれども、その事業採択に当たって

は、例えばその土砂を捨てる場所をそれぞれの

周辺自治体等で確保することによって、その対

策の経費削減が図られるとか、それによって有

効な対策がとれるということであればできると

か、事業化に当たってルールというか、基準と

いうか、そういったものが示されているのかど

うか、このあたりを少しお聞かせいただきたい

と思います。 
【川内河川課長】 今のご質問は、浚渫をどのよ
うな格好でやられているのかということと、土

捨て場関係のご質問ではなかったかと思ってお

ります。 
 確かに委員おっしゃるとおり、県内各地で浚

渫、伐採の要望がかなり出ております。例えば

平成27年でいきますと、全体で河川関係に対す
る要望・相談箇所が680件ぐらい出ておりまし
て、そのうち218件、3分の1程度、32％程度が
伐採、掘削関係に伴う要望でございます。実際

に対応できているのが107カ所、概ね50％近く
は対応している状況でございます。 
 予算的にいいますと、維持管理費に現在、伐

採の費用も合わせて2億円程度の予算を持って
おりまして、浚渫に関しては、災害関係で一時

に3割以上の断面積を阻害するような土砂の流
出があれば、公共の災害復旧事業で対応してお

ります。 
 要は、それ以下の場合にどうしているかとい

うところでございますが、伐採にしろ、浚渫に

しろ、委員お考えのとおり、治水上問題のある

ところから優先的に手当てをしているという状

況でありまして、いろんな草が生えているとこ

ろもありますし、ダンチクや木が生えていると

ころもあると。委員もおっしゃったように、治

水上問題になるような大きな木が生えている、

例えば志佐川であったり水無川などでもお話が

ありますけれども、そういうところについて優
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先順位を決めて、大きな木があるようなところ

はできるだけ優先的に切るような格好で考えて

おります。 
 土砂の浚渫でございますが、今、大規模に土

砂の浚渫をしなくてはいけないところは、相浦

川みたいなところはございますけれども、一般

的に2級河川については地元で対応できている
というような状況でございます。 
 ちなみに志佐川については、今年度発注をし

ておりますし、先ほど申しました水無川につい

ても、年度内に伐採等を実施するよう考えてお

ります。 
【友田委員】 現状では確かにまだ越流に至って
いないんですけれども、近年、帯状低気圧です

か、広島の集中豪雨をもたらしたようなものと

か、先般の岩手の台風に伴う大雨だとか、実際

に河川が氾濫をして人命を失うような災害が発

生しているわけです。 
 先ほど課長がおっしゃる志佐川については、

仮に右岸側が決壊すると、その水はほとんど志

佐の町の中に行くんです、市役所周辺にですね。

それは想定されるんです。 
 聞いてみると、この50年ぐらいはないと。し
かし、以前はエミネントスラックスがあるあた

りは水害があって浸かったことがあるというこ

とです。激しい雨が全国で降ることがあるので、

それに備えて対応してほしいという声があるわ

けです。先般も対馬で50年に一度の雨が降りま
したね。ああ言われると周辺住民は非常に不安

視します。 
 一方で志佐川は、県も頑張っていただいて、

右岸側は遊歩道みたいになっていまして、多く

の方が歩かれるんです。歩いてみると、本当に

反対は見えないぐらいにダンチクが茂っている

んです。本当にこれで大丈夫なのかと、万一の

大雨の時に十分に河川の断面があって氾濫を防

ぐことができるのかと、それは適切に管理すべ

きじゃないかという声がどうしても出るもので

すから、予算もかかることで、今必要なところ

はやっていただいているということですが、で

きればもう少し住民に見えるような形で対応し

ていただくことを望んでおきたいと思います。 
【山田(朋)委員】 長崎県耐震改修促進計画の改
訂案について伺いたいと思います。 
 新たに熊本地震を受けて、防災拠点となる、

特に市町村の建物の安全性をかなり重要視され

るようになったかと思います。 
 今回、防災拠点の建築物に指定をされたら補

助率等が上がったりというメリットがあるよう

です。県庁より古い庁舎はないかと思いますが、

熊本地震を受けて、県下の庁舎の調査を行った

かどうか。そちらで把握していることがありま

したら、県下の21市町の庁舎の耐震化の状況等
を教えてください。 
【大場建築課長(参事監)】 防災拠点建築物の今
回の促進計画の改訂に伴う指定についてのご質

問でございます。 
 まず、先ほどご説明しました中の指定要件の

①で、主として災害時に活動拠点となる施設、

いわゆる災害対策本部を置くような施設につい

てでございますが、県内21市町に対して、災害
対策本部の設置場所となる庁舎等の建築物の状

況調査を実施いたしましたところ、耐震診断未

実施が3市町ございます。耐震診断は実施して
いますが耐震改修が行われていないものは6市
町ございました。残りの12市町につきましては、
新耐震の建物であったり、または耐震改修をも

う済ませているものでございました。 
 これを受けまして、今回、9市町、計9棟の建
物を指定する予定でございます。 
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【山田(朋)委員】 3市町はまだ診断もしていな
くて、6市町は診断まではしたけど何も手を打
っていない状態と。 
 9市町の9棟というのは、どの分ですか。ごめ
んなさい、私の理解力がなくて。新たに指定し

たというのは。 
【大場建築課長(参事監)】 今回の耐震改修促進
計画の改訂案に基づきまして、今回改訂をして

新たに9市町9棟を指定しようとするものでご
ざいます。 
【山田(朋)委員】 9市町9棟は、既に耐震がある
建物であったり、耐震工事が済んだものを指定

するということですか。新たに指定することに

よって、補助率が上がるんですよね。そうした

ら、未実施のところをということですか。 
【大場建築課長(参事監)】 説明が至りませんで、
申し訳ございませんでした。 
 12市町は、新耐震の基準をクリアするものと
か耐震改修が済んでいるものでございます。 
 それ以外で耐震診断を未実施が3市町、耐震
診断は済んでいるが改修を行っていないものが

6市町ございまして、合わせまして9市町、計9
棟の建物は診断もしくは改修をこれからやって

いかないといけないものですから、今回指定す

ることによって、ちょっと高い補助率が受けら

れるようになるということでございます。 
【山田(朋)委員】 補助率が上がることで、これ
はもう義務化ですよね。例えば市町が、うちは

財政負担があるし、ちょっとなということは許

されないんですか。9市町9棟を指定すると、み
んなちゃんとやりますという感じになっている

んですか。 
【大場建築課長(参事監)】 今回、促進計画の指
定を受けた庁舎につきましては、民間の大規模

建築物と同じように耐震診断を行うことを義務

づけられます。それと、我々特定行政庁にその

結果を報告する義務がございます。 
 指定されたことによって必ずしも耐震改修を

義務づけるところまでは至っておりません。た

だし、先ほど申し上げましたように補助率のか

さ上げが受けられますから、今は小学校とか中

学校に注力して耐震化を市町もやってこられた

と思うんですけど、いよいよそこも大体めどが

つきつつあるので、今回の指定を受けて補助率

のかさ上げを受けつつ、改修へ進んでいただけ

るものと考えて指定するものでございます。 
【山田(朋)委員】 診断だけに終わらず、ちゃん
としていただくように、県としてもしっかりと

一緒に取り組んでいただきたいと思います。 
 前回の議会でもお聞きしたと思うんですけど、

住宅のほうも数字が芳しくなかったかと思いま

す。平成32年までに95％と、もともと90だった
けど、国の基準に基づいて95％を目標としてい
るかと思いますが、今、どれぐらいでしたか。 
【亀山住宅課長】 住宅の耐震化もなかなか進ま
ない現状でございまして、平成15年時点で68％、
平成20年時点で71％、平成25年の推計で75％で
ございまして、まだまだこれから努めていかな

ければいけないところでございます。 
【山田(朋)委員】 ぜひこちらのほうも、隣県熊
本で地震がありまして、長崎県でも大きな地震

が起こる可能性が十二分にあるかと思いますの

で、しっかりと進めていただきたいと思います。 
 あと、津波災害警戒区域の指定について伺い

たいと思います。 
 今までは津波の浸水想定だけであったという

ことで、今回、津波災害警戒区域ということで、

津波が来た場合にどこまで到達するかをきちん

と指定をするということであります。 
 いただいた資料は国土交通省の資料のようで
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すけれども、今までの津波浸水想定の設定だけ

では市町村や民間施設の管理者には法律の特典

がありませんと書いてあるんです。特典という

のが何なのかなと思ったら、ハザードマップと

か津波ビルの指定とか、いろいろなことがここ

に書いているようなんですけど、どういったこ

とを指しているのかを、簡単で結構ですので教

えていただけますか。 
【近藤港湾課長】 ご質問の、津波災害警戒区域
によって市町村に付与される特典ということな

んですが、そもそも津波災害警戒区域について

は都道府県知事が指定することができるという

ふうになっております。 
 これを受けまして市町は、地域防災計画に定

める事項として法的な義務づけがあるんですが、

津波に関する予報または警報の発令、伝達、避

難場所とか避難経路、市町村長が行う避難訓練

の実施について、警戒区域ごとに定めるものと

するとなっています。警戒区域が設定されるこ

とによって、市町にそういった法的義務が与え

られるということになっています。それをもっ

てハザードマップの作成とか、伝達方法とか、

避難場所とか避難経路について必要な措置を講

じなければならないというふうになっておりま

す。 
【山田(朋)委員】 何か特典という言葉がなじま
ないような気がしてですね。その分、背負うこ

とが大きくなると、権限が増えるということで

はあると思うんですけど。わかりました。 
 そこで、伺いたいと思います。 
 この地図がとても小さいので、私は長崎市内

の人間でもないから詳細よくわかりませんが、

ここを見ると、一番災害が大きいと思われる西

山断層及び北方延長部の断層の大すべり左側を

想定したというふうに書いています。 

 だから、行政が何メートルの津波が来るよと

言うことは非常に責任のあることだと思うんで

す。よく想定外の地震とか、想定外の大雨とか

なんとかと言うけれども、これが最大のですよ

ということを言っているようです。結構多めに

言っているとか、高めに言っているとか、そう

いうことかもしれませんけど、そのあたりの見

解をお聞かせいただけますか。 
【近藤港湾課長】 今、津波浸水で想定していま
すのは、発生頻度は極めて低いものの、発生す

れば甚大な被害をもたらす津波です。現在の科

学的知見をもとに、過去に実際に発生した津波

等を考慮した上で、最大限解析できる範囲での

想定でございまして、必ずしも、これ以下にな

るとか、これを超えるかもしれないということ

は言えませんが、現在想定できる最大クラスの

津波をもってお示しをしています。 
 ですから、それによって浸水する区域とか、

地面からどれぐらいまで津波が来ますよという

ことをお示しすることによって、津波が発生し

た時に住民の方々がいかに早く避難をしていた

だくかといったことに視点を置いて、住民の方

に早くお知らせするというスタンスで臨んでい

ます。 
【山田(朋)委員】 市町村が行うことかと思いま
すけれども、津波の到達時間とかもあるじゃな

いですか。そういったものはハザードマップ作

成の際とか、市町の方でしっかり指定して住民

に届くようにする形ですか。考え方としては、

そういった形でよろしいんですか。 
【近藤港湾課長】 今の地域防災計画上も、20
センチぐらいから影響時間というのがあるんで

すけれども、20センチに到達する時間、それか
ら最大津波に到達するまでの時間は既にお示し

をしています。 



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２６日） 

- 34 - 

 例えば長崎の港で申しますと、南海トラフが

一番大きいんですけど、実際に1メートルぐら
いの波が来るまでには300分ぐらいかかります。
そういったものをお示しした上で長崎市では、

その時間の中にどの地区に逃げてくださいとか、

それ以上高く行ってくださいとか、そういった

ものの参考といいますか基礎資料になるものだ

と考えています。 
【山田(朋)委員】 わかりました。今回のこの指
定が、警戒区域の避難所が今までは1階だった
けど、それを2階、3階にしたり、より安全なも
のになるということだと思っております。 
 そこで、お聞きをしたいと思います。 
 新県庁舎ですが、この地図はすごく小さくて、

よくわからないんですけど、新県庁舎はどのく

らいの高さが予想されているのかをお聞かせく

ださい。 
【近藤港湾課長】 23ページに津波浸水想定の
図面がございますけど、実際公表しているのは

これでございまして、ここに津波がきた時の浸

水深さが記載してあります。真ん中付近が新県

庁舎ができるところですけど、白地でございま

して、ここは全くつからないというか、津波は

こないという状況です。 
 具体的に申しますと、今、埋立地の護岸で1
メートルぐらい上がるんですけど、新県庁舎は

それから2メートルぐらい上がったところに実
際に建ちます。防災緑地が標高2メートルぐら
いございますので、大体、防災緑地の途中で津

波が止まっているというふうな状況です。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 港湾課長が今言い切られたので、県の防災拠

点は津波被害はないということで安心をしたい

と思います。今、工事を行っていただいていま

すけれども、しっかりと安心・安全の防災拠点

となるようにお願いをしたいと思います。 
 それでは、もう1点伺います。 
 部長説明の土木部の2ページ、和解及び損害
賠償の額の決定について、17件で81万8,567円
ということであります。 
 確かに県が管理している道路はかなり数が多

い。私が知る限りでは、私の地区では県北振興

局とかの車がパトロールをしていただいている

んだと理解をしているんですけれども、県民が

道路を通っていて、陥没していたり段差があっ

たりしてけがをするなんていうのは、まるで想

定をしていないことだと思います。こういった

ことに対する安全対策は、できるだけ早期に対

応していかないといけないと理解されているか

と思うんですけど、優先順位とかいろいろある

のかもしれません。どのように取り組んでいる

のか、そして今後どのように取り組みたいと思

っているのか、お聞かせください。 
【池田道路維持課長】 道路での事故についての
お尋ねです。 
 この対策としては、以前から交通量に応じて

道路をパトロールして、その点検をやっており

ます。また、例えば舗装面であれば、その老朽

化の度合いを見ながら、タイミングを見計らっ

て補修を行っている状況でございます。 
【山田(朋)委員】 交通量というのが当然大きな
目安なのかもしれませんけれども、数が結構い

っぱい上がってきているんですか。補修をしな

いといけないところのリストは結構たまってい

る感じですか。どんなふうに優先的に処理して

いるのか、どんな感じですか。すみません、細

かくて申し訳ないですけど。 
【池田道路維持課長】 例えば舗装面の穴ぼこは、
その場で応急的な対策をやります。そこを埋め

て、後で本復旧をするというような対策をやっ
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ております。 
 実は今回、件数がかなり上がっているのは、

志方江迎線という県道で、補修後にそれが剥離

して、また穴が開いてしまったと。そこに雨で

水がたまって、何台もの車がそこに突っ込んだ

というような状況でございます。そういうふう

な状況が重なったことで、今回は件数が少し多

くなっているところでございます。 
【山田(朋)委員】 ぜひ、安全な道路をですね。
つくった後にそういったことが起きているとい

うことでありますので、工事のことはよくわか

りませんが、ぜひ安全なものをしっかりとつく

っていただきたいとお願い申し上げておきます。 
 以上で終わります。 
【委員長】 ほかにございませんか。 
【瀬川委員】 今般の一般質問で、建設業の技能
者の育成の件を外間議員が質問されました。今

後、どういう形で育成をしていくのかと、県内

では相当、特殊作業員が足りない状況にある、

あるいは将来にわたって作業員がいなくなる可

能性だってある、そういった質問の趣旨だった

と思います。 
 それに対して部長は、「適切に検討、対応し

てまいりたい」というような趣旨のお答えだっ

たと理解をしているわけですが、「適切に」と

いうのが余りにも抽象的過ぎてわからんのです。

具体的にどうしたいのか、現状はどうであって、

どうしたいと思っておられるのか、お伺いをし

たいと思います。 
【佐々建設企画課長】 建設業関係の担い手につ
いてのご質問だというふうに認識しました。 
 これに関しまして、県で契約している会社の

皆さんに毎月、逼迫度調査というものを行って

おります。これは、労務者が足りているかとか、

機械があるかとか、そういうものの調査なんで

すが、現時点においては、逼迫度は低いと、ほ

とんどないというような調査結果が出ておりま

す。 
 ただし、過去において、平成24年、25年あた
りの大型補正があった時には、労務者の数が足

らないというようなことがございました。この

中身を見てみますと、型枠工、鉄筋工、それと

交通整理員、こういったところが足らずに困っ

ているという話がありました。 
 これを受けて一昨年、平成26年7月に、産官
学連携建設業人材確保育成協議会というものを、

大学とか業界の協会あたりと一緒になりまして

つくっております。その中でいろんな対策を講

じているんですが、昨年度から、厚生労働省の

補助を活用しまして一般財団法人建設業振興基

金という団体が緊急育成支援事業というものを

展開しておりまして、先ほど申し上げたものの

うち鉄筋工と型枠工について育成する活動を開

始しております。 
 具体的には、昨年度、鉄筋工に関する研修を

2回行い、9名を育成しております。今年度に入
りまして型枠工にも着手しておりまして、これ

については6名です。現時点で鉄筋工の1回目が
始まっておりまして、現在進行中であります。

そういった具体的な活動を通して、担い手の確

保に努めていきたいと考えております。 
【瀬川委員】 私の聞くところにおいては、全て
ではないと思いますけれども、ある離島に県外

から鉄筋工をお願いして入っていただいたと、

県内にいなかったというようなことをお聞きい

たしました。もちろん年間通じてそういった状

況がずっと続いているかというと、そうでもな

いと思うんですが、現実にそういった状況にあ

ったということなんです。 
 今、国の支援を受けて、そういった研修等々
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やっていただいているということでありますけ

れども、特に長崎県の場合、離島を抱えての状

況は他の県とは違った特殊な部分だと思います

し、今後、例えば東京オリンピックに向けた需

要の拡大、人材の確保という観点からしても、

ここ1～2年のうちに状況を再確認して、再度育
成する取組、計画が必要になってくるのではな

いかなと思っております。 
 そこで来年度、平成29年度の予算編成に向け
て、離島部を除く本土地区においては、きちん

とした技術専門学校等々があって対応できる部

分があると思いますが、離島の部分をどうする

のかという課題もまた出てくるんじゃないかな

と思っておりまして、例えば、県内の事業所に、

自分のところは型枠工が何名足らんのだと、あ

るいは何名これから必要になると思うと、ある

いは鉄筋工だってこれだけ必要だといった需要

がどれくらいあるのかを調査していただいて、

そこに見習いとして入っていただいて一定期間

何らかの支援をするというようなことを考えん

といかんのじゃないかなと思うんです。 
 そこら辺についての見解等々、来年度の予算、

あるいは施策に向けてどう考えておられるのか、

お伺いをしておきたいと思います。 
【佐々建設企画課長】 現段階で鉄筋工に限って
ヒアリングした結果をご紹介しますと、組合は

20社で構成されておりまして、このうち10社が、
毎年1人若い職人さんを入れたいという意向で
す。残り10社については2年に1人、若い人を入
れたいというお気持ちで臨まれておりますが、

残念ながら今のところそれが実現できていない

と。 
 ただ、先ほど申し上げた活動の中で、昨年度

は9人の若い人が就職されているということで
して、この制度は昨年度から始まっておりまし

て、5年間の計画で進めていくと聞いておりま
すので、少しずつ充足していくのではないかと

考えております。 
 委員からご質問があった、県の予算において

の支援策については、現段階で具体的な手法を

持ち合わせておりませんので、今後検討してみ

たいと思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
【吉村(正)委員】 津波浸水想定図についてお尋
ねしたいんですが、環境生活委員会課長補足説

明資料の23ページあたりです。 
 私の理解で言えば、この赤いメッシュで切っ

てあるところに入っている赤い数字は、西日本

トラフが動いた場合の大きな津波プラス、その

赤い数字だけ上乗せされる可能性があるという

ことでしょうか。 
【近藤港湾課長】 23ページの図は、長崎港の
場合は南海トラフが一番厳しい問題ですけれど

も、南海トラフが4連動した場合の浸水の深さ、
オレンジの部分が1メートルですけれども、1メ
ートルほど地面から上がりますよというふうな

イメージです。 
 ですから、この図面でいくと、元船の浦上川

線と電車通りの間ぐらいまで赤くメッシュがか

かっていますけど、そこはちょっと低いんです。

駐車場が横にございますけど、あそこで地面か

ら1メートルぐらい上がるところまで津波がく
るというふうなことでございます。 
【吉村(正)委員】 わかりました。南海トラフで
すね。 
 私は、これはすごく丁寧に数字を入れて、そ

の時の危険を市民の皆さん、県民の皆さんにお

知らせしてあると思うんです。理解できる方は

理解するでしょうけど、この数字がひとり歩き
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して、逆効果になる可能性もあるのかなと考え

たりします。 
 例えば、この辺は津波の高さよりも57センチ
高くきますという意味ですよね、この中の数字

は。57センチだったり、64センチとか、いろい
ろありますよね、71センチとか。そうしたら、
ここは高くてもここまでしか来ないんだという

理解ですね。なら、ここにいれば大丈夫なんだ

と。 
 ところが、相手は自然ですから、これでおさ

まらない場合だってあるわけですよね。もう1
階逃げておったら助かる命も、この数字を知っ

ているばかりに、大丈夫だという先入観といい

ますか、多分、行政が出された数字だから大丈

夫だろうと、逃げずにそこに黙っておって逆に

命を落とすなんてことも考えられるわけですよ

ね。 
 だから、これはこれですばらしい成果だと思

うから、問題は、これをどう県民の皆さんにお

知らせするかですよ。そこまで考えてやらない

と皆さんのお仕事が水泡に帰してしまうので、

よかったら、その辺までお考えになって広報活

動をしていただければと思いますが、いかがで

しょうか。 
【近藤港湾課長】 24ページの津波災害区域図
の中で細かく数字を入れていますけど、クロー

ズアップした右側の四角の中を見てもらうと、

真ん中付近は長崎バスのターミナル付近ですけ

ど、この数字は、今の地盤からどれだけ上がり

ますという数字なんです。地盤コンマ7とかコ
ンマ8とかいうのは、地盤面から70センチぐら
いまで津波が来ますよという表示でございます。 
 おっしゃったように、それは過大過ぎはしな

いかとか、安心しないかという話ですけど、要

は住民の皆様が、海から津波はきますから、海

の方向に逃げることなく、海と反対方向に、と

にかく逃げてくださいというお示しを私たちは

したいと思っています。 
 これが70センチだから、2階にいれば大丈夫
だというふうなことではなくて、2階でもいい
んですけど、そこを市町と調整しながら、どう

いった避難計画をつくっていくのか。まずは、

例えば津波が建物に当たって、ばんと打ち上が

った時に、ここまできますよということまで今

回お示しをしていますので、これをもとに市町

がどのような避難計画をつくっていくのか、住

民にどのような周知をしていくのかということ

を今から話し合いをしながら進めていきたいと

いうふうに思っています。 
【吉村(正)委員】 ありがとうございました。 
 せっかくつくられたわけですから、それぞれ

の市町としっかりと、こういうことなんですよ

とお互いに意見交換した上で、それぞれの市町

の避難計画等に反映させていただければ、もの

すごくいいものになると思うので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 
 もう一つ確認させてください。地震は何時何

分に起きるかわからないですよね。潮位は時々

刻々動いていますよね。天文潮位ですか、今日

の長崎港の満潮は何時ですとか、干潮は何時で

すなどというのは計算から求められるんでしょ

うけれども、何時何分に地震が起きたと、与え

られる数字は後づけですよね。起きた後に、い

ついつ起きたので、長崎港の潮位はこのくらい

だと、これにどのくらいのかさ上げ高が考えら

れると動いてきますよね。そういったことにつ

いての表記とか、県民、市民の皆さんへの告知

とか、それぞれの市町への告知とかはどういっ

た手だてを考えられているんでしょうか。 
【近藤港湾課長】 まず、潮位の設定は満潮位、
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一番潮が上がったときを基準にしています。地

震が起こるだけでは津波はなかなか起こらない

んですけど、例えばプレート型の地震であれば、

プレートがもぐり込んでぼんとはね上がって、

その波がどんどん伝播していくわけですけど、

水深がどんどん浅くなるとともに津波が高くな

るとか、何か障害物があってどんと上がってい

くとか、それを12.5メートルぐらいのメッシュ
に細かく分けて解析をしているわけです。 
 最悪の状態で、例えば護岸も半分ぐらい沈み

込んだ状態を想定した結果がこれなので、そこ

が今の時点での最新の知見と言っていますけど、

これ以下かもしれないし、以上かもしれない。

ですが、これをもとに避難計画をつくってくだ

さいということでございます。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 一部関連で、耐震改修促進の件に
ついてお尋ねします。 
 学校、公共施設は、今年度で長崎市あたりは

もう97％だと聞いています。 
 熊本地震で問題になったのは、耐震化ではな

くて非構造部材の落下などによって、防災拠点

になっている学校などが拠点として使えなかっ

たという例が多々見受けられたんです。 
 今回は改修促進の計画の改訂でありますから、

これに関係ないんですけど、非構造部材まで踏

み込んで点検して。 
 長崎は地震はないよという話が出ていました

けれども、どこであってもおかしくない、震度

6以上の地震はあるよということで改訂されま
したので、それについての土木部としての見解

はいかがでしょうか。 
【大場建築課長(参事監)】 まず、県有施設にお
ける非構造部材の改修状況についてご報告をし

たいと思います。 

 県立学校につきましては、文部科学省指導は

200平米以上、または6メートル以上の大規模な
天井でございますが、これについては平成27年
度に全て完了、改修済でございます。 
 今後は、避難弱者が多い特別支援学校等で、

今は200平米以上、または6メートル以上申し上
げたが、この基準以下の部屋であっても、必要

なものについては順次改修をしていく予定でご

ざいます。 
 県立学校以外の県有建築物の庁舎とかで防災

拠点となる各振興局、県北、島原、五島、壱岐、

対馬でございますが、これについては平成27年
度で一応、改修の設計を終わらせております。

現在、実際に工事に着手しているのは県北振興

局だけでございます。設計は済んでおりますの

で、今後、それ以外の庁舎につきましても、非

構造部材について改修を行っていく予定でござ

います。 
【麻生委員】 わかりました。今進行中というこ
とですね。ぜひ漏れがないようにですね。 
 今回の熊本震災でわかったことは、非構造部

材が落下して、本当は使えるところが使えなか

ったということであります。 
 防災についてはいろいろな皆さんから意見が

出ていますから言いませんけれども、女性の視

点、またはトイレの洋式化とか、いろいろある

と思いますので、ぜひあわせて計画をお願いし

たいと要望しておきたいと思います。 
 それと併せて、先ほど山田(朋)委員が言われ
た、陥没が結構ありましてという話が出ていま

した。いやいや、これは亀裂が起きたとかとい

うことでありました。 
 実は昨日の人口減少の問題の中で話が出てい

ましたけど、下水管が、多くの雨水が漏れ出し

て、結構大雨が降った時は処理能力を超える。
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分流方式ですから、汚水が本当は入ってこなく

ちゃいけないけど、雨水が入ってきて、能力を

超えたということが、今はもうあちこちで問題

になっています。 
 下水管が漏れるということは、中に亀裂が入

ったりして水が入ってきている。そして、水が

入るということは地表から泥も合わせて入って

いる状況となると、要は、道路も含めて空洞が

できている。そういうのが問題になってきてい

るということがありまして、去年、実は私はそ

の質問を本会議でさせていただきました。 
 空洞化の課題、これも経年変化だとか、いろ

いろ言いますよね。併せて、都市部であれば下

水道局だとか含めて、点検をやっているところ

とマッチングしながら、総合的に判断しながら

やるシステムも必要じゃないかと。併せて、解

明度が高い、プロポーザルで判断してやってい

ったらどうですかとご提案しました。 
 そういったことについての進捗状況と、こう

いう陥没に対しての取り組みを教えていただけ

ませんか。 
【池田道路維持課長】 道路陥没についてのご質
問でございますが、まず、道路陥没について我々

がどんなふうに把握をしているかということで

ございます。 
 路面下の空洞調査というものを、ＤＩＤ地区

を中心に今、進めている状況でございまして、

昨年度、委員からご指摘がありましたプロポー

ザルについても、今年度に実施をする方向で検

討を進めているところでございます。 
 それから、埋設管との情報とマッチングさせ

るいうところでございますが、埋設管の場合、

先ほど言われたような雨水の浸入というのも当

然あるんでしょうが、老朽化の問題がございま

す。この点につきましては空洞調査の中ではな

かなか把握できないところでございまして、管

理者の側でちゃんと調査をしてくれという通知

を昨年、発出したところでございます。 
【麻生委員】 道路陥没についてはいろいろな課
題があると思います。経年変化で壊れたとか、

アスファルトがはがれたとか、いろいろあると

思いますけれども、都市型であればあるほど複

雑な状況が出てきているということもあります。

それと、干潮満潮の関係で港湾施設の関係もあ

ろうかと思いますので、ぜひ、プロポーザルも

含めた形の展開で、記録が残って、なおかつそ

ういうデータが生かされてくるシステムを。 
 やった以上はきちっとしたデータが、プロポ

ーザルでやるんだったら明確に差がとれる、空

洞の見残しがない、そういう取り組みを県とし

てもしていただきたいと要望します。 
 あと、空き家対策について、まちづくりの関

係でお尋ねしたいと思うんです。 
 国が、空き家が結構増えてきましたので、本

当は個人の持ち物、私有財産で、市や県に寄付

ができない状況ですけれども、国土交通省は今

年からそういう検討を始めたということが新聞

に載っていましたね。 
 長崎も人口減少が大変懸念されるところであ

りますし、斜面地は大変空き家が増えてきまし

た。路面関係の、電車とかが入るところについ

ては、集積化されてマンションが林立してきて

います。 
 そういうまち全体のあり方を見る時に、空き

家対策を市町と一体となってやってもらってい

ると思いますけど、今回は県で2カ所ありまし
たね。南山手の関係と国見の神代関係ですけれ

ども、進捗状況はどうなっていますか。教えて

もらえませんか。 
【亀山住宅課長】 今年度から、空き家再生プロ
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ジェクトということで予算をいただいて、やる

ということになっておりまして、今年度はまず

2地区につきまして、実際に地区で空き家がど
の程度存在するかを含めて、実際にそれをいか

に活用できるかということについて実地で取り

組もうとしているところでございます。 
 長崎市の南山手と雲仙市の神代小路の事例を

参考に、県内で広く活用できるような形で検討

を重ねてまいりたいと考えております。 
【麻生委員】 そこでご指摘したのは、空き家の
状況とか、コンサルに全体を丸投げするんじゃ

なくて、地元の皆さんと一緒になって協議会を

立ち上げていらっしゃるから、そこでまちづく

りの人たちと空き家対策をやったがいいですよ

と、そして、皆さんの意見をよく聞いてまちづ

くりを進めていただきたいと。 
 特に南山手は、今後2バース化になれば、あ
の地域は大きな観光資源になる。ただ、あそこ

は指定区域になっているから、簡単に改修がで

きない。道路もできない。そういう限られた空

間でもあるんです。民間の方が今、若者が入っ

てきて、いろいろな形でやろうとかという話を

しています。そういうところとの連携は今、県

としてはどう取り組まれているんでしょうか。 
【亀山住宅課長】 まず、南山手地区でございま
すが、浪の平地区まちづくり協議会というもの

が地元にございまして、南山手で活動をされて

おりますので、そちらに県も市も一緒に入って

協議をしているところでございます。 
 神代小路地区につきましては、神代小路まち

なみ保存会というものがございますので、市役

所と一緒におじゃまして検討を進めたいと考え

ております。 
【麻生委員】 わかりました。地元と一緒になっ
て進められていると理解できました。 

 実は、市の時に市の担当にも言ったんですが、

まちづくりプランといったものは今、民間の住

宅とか、そういう時はなかなかできなくて、市

営住宅だけなんですね。まちづくり全体といっ

ても、民間の住宅をどうするかということが置

き去りにされてきたから、道路がなくても狭く

て道路が造れないところがあって、後追いにな

ってきたのは事実だと思うんです。 
 県下は今、人口減少ですから、まちのグラン

ドデザインをしっかりと、一緒になってね。今

から人口が減少していきます。行政サービスが

できなくなってくるところが多々できていると

思います。 
 ちなみに下水道、ペットもね。一番今、地方

税を入れているのは下水ですよね。言うたらい

かんけどね。それは環境がよくなることですけ

れども、国でも年間3兆円とか4兆円ぐらいの交
付税が下水に入っていますよね。そうしてまち

づくりをしていますけれども、人口減少が進ん

でくる中で、果たしてこれがもてるのかどうか

ということがあると思うんですよ。 
 県としては、ぜひ、まちづくりのプランを地

元の皆さんと一緒になってご指導していただき

たい。こういう人口減少でどうするんだと、将

来、こういうまちづくりのサービスはできませ

んよと、そういう時にどう対応するかというこ

とも、ぜひ皆さんで青写真をつくって誘導して

いく。 
 今、空き家対策が一部地域にあるかもしれな

いけど、全体のまちづくり、新幹線が通るから

まちをつくるということじゃなくて、まち全体

の縮小をどうしていくかということも考えなく

てはいけないんじゃないかと思うんですけれど

も、それについて、お考えはどうなんでしょう

か。 
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【亀山住宅課長】 今後の人口減少社会に向けて、
そういう観点でまちを考えていくことは必要だ

と考えておりますので、都市計画部門を含めて

協議を重ねながら考えていきたいと考えており

ます。 
【麻生委員】 空き家から出発したんですが、ど
こでも今、空き家の特措法をつくっていますね。

長崎市もつくっています。 
 だけど、なかなか強制力がなくてですね。解

体して更地にすると固定資産税が6倍に上がる
から、解体せずに置いておくというのも結構多

いんですよね。まちづくりの中で家をつくって

もらうという方向で、そのために税措置をやっ

てきたんでしょうけれども、今からは税の関係

も見直して縮小していく考えも持たないと。 
 更地にすると土地の評価が上がって固定資産

税が6倍ぐらいになる、だから空き家をほった
らかしてそのままにしている、こういう制度を

いつまでもやっていいのかというんです。これ

は国の制度だと思うんですけれども、長崎市あ

たりも含めて、県も絡んで特区にするとかね。

税から一体になってやるという考え方も、今か

ら人口減少も含めた形の施策を考えなくちゃい

けないんじゃないかと。 
 今、私たちが公明党として提案しているのは、

年金問題も言っていますけど、今から社会保障

の在り方自体が、若い人たちが支えていくとい

う時代から、皆さんで共有してどうしていくか

という時代に入ってきたと。そうすると暮らし

方から、衣食住の在り方から考えなくちゃいけ

ないんじゃないかと。 
 特に長崎は今、人口が相当減っていますね。

普通はダム機能があって、長崎市が人をとめて

おく場所、ダム機能と言われていますけど、ダ

ムの機能がなくてダダ漏れですよ。みんな福岡

に行ってしまっていますね。そういう中で、じ

ゃあ、どうするかということも、県として誘導

するようなあり方も大事じゃないかと思うんで

すけれども、いかがでしょうか、その点につい

てお考えを。 
【亀山住宅課長】 空き家対策につきましては、
まずは適正に管理していただくというのが基本

でございまして、できるだけ老朽危険空き家に

ならないようにということでですね。 
 そのために空家特措法に基づく空家等対策計

画を市町で定めると法律にうたわれております

ので、実態をまずよく調べて、その策定に向け

て取り組んでいただけるよう促していきたいと

考えております。 
【麻生委員】 東京の大垣さんという方が、移
住・住みかえ支援機構をつくっていらっしゃっ

て、これは国が補助金を出しているんです。県

としては、青森県とか、向こうのほうの空き家

バンクを兼ねてやっているんです。 
 今度、住みかえ機構と住友林業が一体になっ

て、民間住宅を耐震化して35年で貸し出しまし
ょうと。これは都市型だからできるかもしれま

せんけど、優良団地に若い人たちに住みかえで

入ってもらう。先ほど申し上げましたように空

き家の中で固定資産税を減免するとかね。若い

人たちが斜面地でも住めると、公共財産を安く

ですね。民間住宅だけど、住みかえのシステム

が今、でき上がってきました。 
 私も大分、長崎でこれを6年前に言いました
けど、全然その時には相手にもされませんでし

た。今見ると、そういう状況がひしひしときて

いますよ。 
 民間の住宅は30年で評価額がゼロですよね。
しかし、ヨーロッパだとかアメリカでは、30年、
40年だったらまだまだ、改修したら十分使える
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んです。国も、リフォーム事業として展開して

いこうとしていますね。 
 そこに住友林業さんも着目されているんでし

ょう。そこと一緒になって、35年切り替えして
やりましょうと。そして若い人たちにやって、

15％ぐらい家賃保証料取って、そして宿として
の保障をしながらやりますよと、新しいこうい

うシステムができ上がってきているんです。 
 だから私は今日お願いしたいのは、そういう

新しい長崎の魅力を今後どうやるんだというこ

とについてもっと研究していただいて、そうい

うところと一緒になって、長崎の魅力、長崎県

内の魅力を使って、住宅の付加価値を上げて住

んでもらうという仕掛けづくりをぜひ、まちづ

くりと合わせて検討していただきたいと思って

おります。 
 これは提案になるけど、そういうものをご存

知でしたか。 
【亀山住宅課長】 委員ご指摘の仕組みがあると
いうことは、私どもも見習わなければいけない

と考えております。 
 私どもは、長崎県の空き家バンクを利用した

移住促進ということで、移住に資する住宅につ

きまして改修の補助を行っておりますので、そ

れにつきましても今後、引き続き取り組んでい

きたいと考えます。 
【麻生委員】 住宅の問題について、ぜひ取り組
みをお願いしたいと思います。 
 今、移住したいとか住み替えしたいという話

をしてきましたけど、全国で一番住みやすいの

が北九州だというんです。北九州は、医療圏も

近くにあって環境もよくなったと、だからそう

言われているんです。 
 今、八幡に、これは全然違いますけど、角度

は違うんだけど、若手のといいますか、中高年

で帰ってこられる人の仕事を、ハローワークで

仕事をマッチングさせるということを市町村が

対応しだしたんです。皆さんもご存じのように、

ハローワーク自体が、国のハローワークでやら

なくちゃいけないというんじゃなくて、市町村

がやれる段階になりました。マッチングをそう

いう形でやる。移住してもらうには、仕事とマ

ッチングして、家だけじゃくて、そういうとこ

ろまでケアしないといけない。 
 これは私が言うより、そういう横串もされて

いると思いますけれども、ぜひ長崎の魅力をも

っと発信して、いい住環境にして、長く長崎に

住んでもらうような仕掛けづくりを、皆さんで

知恵を出し合って、互いに先進事例を学びなが

ら取り組んでいきたいと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。以上です。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問もないようです
ので、土木部関係の審査結果について整理した

いと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４７分 休憩 ― 

― 午後 ２時４７分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、環境部の審査を行いま

す。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時４８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２７日 

自   午前１０時 ０分 

至   午前１１時 １分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 

 〃   吉村 正寿 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

環 境 部 長 太田 彰幸 君 
環 境 部 次 長 兼 
環 境 政 策 課 長 小嶺 和伸 君 

地 域 環 境 課 長 山口 正広 君 

水環境対策課長 田口 陽一 君 

廃棄物対策課長 重野  哲 君 
自 然 環 境 課 長 
（ 参 事 監 ） 山本 麻衣 君 

 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 委員会を再開いたします。 
 これより、環境部の審査を行います。 
 環境部は、分科会付託議案及び委員会付託議

案がないことから、委員会による審査とし、所

管事項についての説明及び提出資料に関する説

明を受けた後、陳情審査、所管事項についての

質問を行います。 
 環境部長より、総括説明をお願いいたします。 
【太田環境部長】 おはようございます。 
 「環境生活委員会関係議案説明資料」の「環

境部」の1ページをお開きください。 
 今回、環境部関係の議案はございませんので、

議案以外の主な所管事項につきまして、ご説明

いたします。 
 「中国福建省との環境技術交流事業について」、

「地球温暖化対策について」につきましては、

記載のとおりでございます。 
 2ページ、「大村湾の環境保全について」の
中ほどに、昨年12月に着手いたしました大村市
森園町の沿岸における浅場造成工事が本年6月
末に完了いたしました。今後、二枚貝等の生息

環境の調査等を行った上で、大村市において活

用していただくこととしております。また、浅

場の次期整備候補地について募集を行ったとこ

ろ、時津町から崎野自然公園地先の提案があり、

今後、専門家からの意見を聞くなどして、候補

地としての判断を行いたいと考えております。 
 2ページ下でございますが、「平成27年度の
各種環境調査の結果について」、3ページの「平
成27年度の長崎県汚水処理人口普及状況につ
いて」については、記載のとおりでございます。 
 4ページ、「廃棄物不適正処理対策について」
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については記載のとおりでございます。 
 「国立公園満喫プロジェクトについて」の中

ほどでございますが、去る7月25日に開催され
た国の有識者会議において、残念ながら雲仙天

草国立公園は重点的に取組を進める8か所の国
立公園に選定されなかったものの、公園内の1、
2か所の利用拠点において、それぞれの特性に
合ったハードやソフトの取組が実施される予定

となっています。県といたしましては、地元市

とも連携し、雲仙天草国立公園におけるインバ

ウンドに係る取組を進め、国から更なる支援を

いただけるよう、地域での受け入れ体制の整備

に取り組んでまいります。 
 4ページ下でございますが、「県内でのセア
カゴケグモの確認について」については記載の

とおりでございます。 
 以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【中島(浩)委員長】 次に、提出のありました「政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 「政策等決定過程
の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき本委員会に提出

いたしました環境部関係の資料についてご説明

をいたします。 
 なお、今回の報告対象期間は、本年5月から8
月までに実施したものとなっております。 
 はじめに、資料1ページをご覧ください。 
 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でござい

ます。直接補助金につきましては、資料1ペー
ジのとおり、生活基盤施設耐震化等交付金など、

計11件、間接補助金については、今回、該当は
ございませんでした。 
 次に、2ページをご覧ください。 
 1,000万円以上の契約案件についてですが、2
ページに記載のとおり1件となっております。3
ページに入札結果等の一覧表を添付いたしてお

ります。 
 次に、4ページをご覧ください。 
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長あてにも同様の要望が行われたもの

で、本年5月から8月までの実績は、佐世保市か
らの｢平成29年度県の施策等に関する重点要望
事項｣など、計8件であり、それに対する県の取
扱いは資料4ページから11ページまでに記載の
とおりでございます。 
 次に、12ページをご覧ください。 
 附属機関等会議結果報告につきましては、附

属機関が｢長崎県環境影響評価審査会｣の1回、
私的諮問機関等が「緑といきもの賑わい事業検

討委員会」など2回、計3回を開催いたしており
ます。その内容につきましては、資料13ページ
以降に記載のとおりでございます。 
 以上で説明を終わります。 
 ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
【中島(浩)委員長】 次に、水環境対策課長より、
補足説明の申し出があっておりますので、これ

を受けることにいたします。 
【田口水環境対策課長】 「平成28年度公共事
業再評価対象事業の対応方針（案）」について、

補足説明をさせていただきます。 
 補足説明資料1をご覧ください。 
 はじめに、1ページの位置図に、今回、再評
価となりました大村湾南部流域下水道事業を実

施する下水道処理場の位置を示しております。 
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 2ページの評価対象一覧表をお願いいたしま
す。 
 今回、事業の内容を変更し、汚水の処理方法

を高度処理化に見直して事業を継続するという

ものでありますが、これが社会経済情勢等の変

化に該当することから、再評価の対象となって

おります。 
 長崎県公共事業評価監視委員会におきまして、

7月1日に第1回審議、8月5日に第2回審議といた
しまして、現地調査と詳細審議が行われました。 
 9月2日には、原案どおり「見直し継続」との
答申をいただきました。その際、委員会から、

「大村湾流域別下水道総合計画に基づき、処理

方法を見直したことは妥当であること。今後、

当該施設の整備促進に努めるとともに、県及び

大村湾周辺市町が連携しながら、同計画の実現

を図られたい」との意見をいただいております。 
 これらを踏まえ、県といたしましては、本事

業の効率的かつ効果的な事業実施に努めるとと

もに、関係市町と連携をとりながら取り組んで

まいります。 
 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、初めに陳情

審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり陳情

書の送付を受けておりますので、ご覧願います。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、
陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 
 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 
【麻生委員】 おはようございます。 
 補助金内訳一覧表の1ページで、水道の施設
に対する耐震化の補助金だと思いますけれども、

これは県が補助していますけれども、2分の1は
地方自治体の自主財源になるんですか。100％
県の補助じゃないでしょう。2分の1は市町村が
持つということですか。（「事業の種別によっ

て補助率が違います」と呼ぶ者あり） 
 今度補正を組んで、280億円ぐらいか、今回
審議されていると聞いているんですよ。要は、

1月の冷害がありましたね。凍結で相当数出ま
したけれども、今、耐震化の診断で、埋設管だ

と思うんですけれども、今後はそういうインフ

ラの整備を含めて、相当、人口減少に伴う生活

基盤の水道管等の直しがなされると思うんです

よ。併せて、水道設備事業ですけれども、この

設備事業は浄水場なのか、それとも埋設管なの

か、その根拠をちょっと教えてもらっていいで

すか。 
【田口水環境対策課長】 今回、6月定例会にお
きまして補正をいただきました4市町への補助
の内容としましては、耐震化ということを目的

とした事業でございまして、内容としましては、

管路、そして、浄水場等を含めた内容になって

おります。 
【麻生委員】 昨日も話が出ていたんですけれど
も、今からは人口減少によって水道料金が上が

っていくとか、いろいろな弊害も人口減に伴う

形であるんですけれども、まさに水道というの

は、普及率といいますか、長崎市あたりでは

98％近くになっていますし、まだまだ100％に
いっていないところもあるかもしれませんけれ

ども、今後、生活の基盤としての水道設備とい
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うのは大事な視点だと思っているんです。それ

と併せて、こういう人口減少に伴う中で、水道

料金と合わせた形の状況になるものですから、

片一方では埋設管を含めた老朽施設が結構出て

くる、取り換えが増えてくる。片一方では、水

道事業として採算が合わなくて料金を上げざる

を得ないということが出てくると思うんです。

ですので、この中身としてはあるんですけれど

も、状況としてお尋ねしたかったのは、もちろ

んこの埋設管に対する補助金はやりますけれど

も、今後、状況として、県全体の管理として、

今後どのくらい増えてくるか、そういう調査を

されているんですか。 
【田口水環境対策課長】 現在、老朽化の状況と
いたしましては、これは基幹の管路を対象とし

た調査によりますと、その約10％が既に耐用年
数の40年を超えたものになっております。 
 高度成長期に多くの施設が施工されたという

状況もありますことから、今後、老朽化の状況

はさらに増えていくものと考えております。 
 それに併せまして、当然それに対する更新費

用をどう捻出するかというところでございます

が、先ほど申しましたように耐震化の工事は進

めていくものの、その費用は増えていくと。一

方で、人口減少等によりまして、水道料金の収

入は減っていくという状況がありますことから、

効率的な更新計画を策定することが必要である

と考えております。 
 そのため、各市町ごとに「アセットマネジメ

ント計画」を策定することで、長期的にどうい

う設備を、どういう形で、いつまでにやるかと

いうのを策定するよう要請し、市町におかれて

は、今、検討が進んでいるところでございます。 
【麻生委員】 私も長崎市のアセットマネジメン
トというよりは、上下水道マスタープランがあ

るんですね。水道料金は企業会計でありますの

で、そういったもので人口減少に伴いながらど

うするかというのと併せて、設備計画だとか、

今後をにらみながらすると。 
 県は、水ビジョンをつくっていますね。長崎

県はそういう形で本当に公共事業の最たるもの、

まず一番のベースだと私は思っていますので、

そういう点はきちっと指導していただいて、水

道の安定供給ができるような、そういったもの

をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、
次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。 
【友田委員】 おはようございます。 
 公害防止の関係で少しお尋ねをしたいと思い

ます。 
 配付された環境部の概要の中で、これがどう

なっているのかなというのがあったものですか

ら。 
 振動騒音とかというのは、騒音計や振動計が

あって、境界などで計って目に見えてわかるん

ですけれども、私の地元でも悪臭についていろ

んなお話があるんです。悪臭を聞くと、これは

市町の自治事務で、県は直接やらないと。あく

までも市町がやりなさいということなんですけ

れども、この概要の中で「悪臭については、特

定異臭物質の濃度規制方式にかえて、臭気指数

規制方式の導入を推進する」というふうに県と

して書いてあるんですね。この臭気指数規制方

式というのが、市町でどのように行われている

のか。そして、具体的にこれがどういうものな

のか、教えていただけませんか。 



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２７日） 

【山口地域環境課長】 今、委員からご質問があ
りました件でございますけれども、悪臭につい

ての臭気指数規制につきましては、今現在、県

内では大村市と時津町で導入されているもので

ございます。 
 従前、悪臭につきましては、委員お話のとお

り、悪臭物質、これは6物質だったと思います。
物質の敷地境界での濃度による規制でございま

した。それに加えまして臭気指数規制が法的に

導入されたのでございますけれども、内容的に

は人間の鼻で臭気をかぎまして、その結果とし

て、感じなかった濃度のところがどうなのかと

いうことで判定するということで、従前は物質

による規制だけでしたので、その物質以外のも

のによる規制ができなかったわけですけれども、

この臭気指数規制が導入されたことによって、

規制物質以外の臭気についても規制ができるよ

うになったということでございます。 
【友田委員】 ホームページを見ましたけれども、
全く感じないとか、ちょっとわかるとか、少し

感じるとか、強いとか、ひどいとか、そういう

官能検査ですよね。そうすると、官能検査だと、

明らかに数値じゃなくて、においでわかるわけ

だから、ここは臭いというのがわかりますよね。

わかるぐらいにおいがしていて、住民からも苦

情が出ているのに対して、市町が指導しなさい

ということになっているんだけれども、具体的

にそういった指導が行われている事例というの

は、県は把握しておられますか。県内でどのく

らいそういう事例があって、指導されて、その

指導に基づいて改善されたとか、まだ改善が進

んでないとか、そういったことについて県は承

知しておられますか。 
【山口地域環境課長】 各市町の実例につきまし
ては、申しわけございませんが、私どもで把握

はいたしておりません。 
【友田委員】 自治事務なので、市町が責任を持
ってやることなんですけれども、それぞれの地

域に保健所とかいろいろありますよね。そうい

うところは臭気に対して全く関わらないんです

か、悪臭が発生していることに対して。市町の

自治事務とはいえ、限られた人間でやっていま

すので、専門性が高いわけではないと思うんで

すよね。そういう時に、県の一定のスキルを持

っている人たちに相談して、指導助言して、そ

れを解決に結びつけるとか、そういった役割は

保健所単位などで県はやらないんですか。 
【山口地域環境課長】 地元といいますか、現場
におきましては、市町が一義的には対応するこ

とになりますけれども、保健所は市町から相談

等を受ける場合がございます。その場合には保

健所として、県の立場として、いろんな助言等

を行う場合がございますし、また、悪臭の発生

源となるところがほかの法律、例えば水質汚濁

防止法に関係するような、県が所管する法律に

関係するようなところであれば、一緒になって

指導に当たるという場合もあろうかと思います。 
【友田委員】 そうですか。一義的には市町の対
応でということなので、これ以上、県とやりと

りしても仕方ないのかなと思うんですけれども、

先ほど臭気指数規制方式は大村市と時津町とい

うお話でした。残りの19市町は導入しないんで
すか。そんなに難しいんですか。さっき、やり

とりした感じだと、官能検査だから、5段階ぐ
らいの評価ですよね。それをまだ導入していな

いのは、何か理由があるんですか。 
【山口地域環境課長】 官能検査は、まず規制地
域をまず設定いたしまして、その中でその基準

を設定するという形になってこようかと思いま

す。規制地域の指定につきましては、市の場合
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は市の権限で行うことになり、町につきまして

は県が地域指定を行うということで、町の意見

を聞きながらしていくという形になってこよう

と思います。その辺は、年度初め等にもそうい

う要望がないのかどうか、特に町の場合は地域

指定などが県の事務になりますので、市町に対

して地域指定の見直し等についての調査は年度

初めにはやっているという状況でございます。 
【友田委員】 県のホームページに「悪臭防止法
第3条の規定に基づく悪臭規制地域の指定状
況」というのがありますね。平成20年3月31日
現在。これを見ると、私の地元の松浦市も昭和

61年ぐらいに指定されているんですね。その松
浦市内の、さらにその中のこの地域というのは

市町が決めるということと理解していいわけで

すね。 
【山口地域環境課長】 地域指定につきましては、
あくまでも生活環境保全上の支障といいますか、

住民がある程度集まって住んでいる場所とか、

そういう場所について地域指定をやっていくと

いう考え、概念でございまして、それに基づい

て、市の場合は市が指定する形になりますので、

市が必要なところを指定する、規制する地域を

指定していくということになりますし、町の場

合は町の意見を聞きながら県が規制地域を指定

していくという形になってこようかと思います。 
【麻生委員】 何点かお尋ねしたいと思います。 
 まず、最初に、大村湾の保全関係ですけれど

も、大村湾は閉鎖性水域で、環境が厳しいと言

われていますよね。大村湾で今回、下水道処理

の高度処理化が検討されていますけれども、こ

れは実は今、大村の下水道処理場近くにアオサ

がいっぱい発生して異臭をはなっているという

状況ですね。その対策だと思うんです。 
 一部処理計画が、今度、平成28年度汚水処理

関係の計画が見直されるんですけれども、その

中でお尋ねしたいのは、大村空港の汚水処理で

す。これは今、460人槽の浄化槽を完備されて
いますけれども、一部大村市の下水処理場の方

に接続するという話が上がっているようです。

県はそういうことは了解しているんですか。こ

の処理計画の中に入っているんですか。容量が

増えるとしたら、年間15万キロリットル程度増
えるんですね。そういったものは上がってきて

いるんですか、お尋ねします。 
【田口水環境対策課長】 現在の長崎空港の汚水
処理は浄化槽で行われております。それを、今

回、更新するということで、下水道でやりたい

というお話でございましたので、下水道区域に

新たに編入しまして、下水道事業でやるように

しております。 
【麻生委員】 今、下水処理の関係で、大村は長
崎空港を24時間空港にしようとしていますし、
災害が起きた時、一番被害を受けて閉鎖があっ

ているのは下水処理場です。危機管理になった

時に、下水処理でやれるのかということがあっ

て、現状の汚水処理をしている浄化槽、これに

ついては何か問題があるんですか。 
【田口水環境対策課長】 長崎空港が開港しまし
たのが昭和50年になっております。一方で、大
村市の公共下水道の供用開始がたしか昭和56
年頃だと思いますので、当然その時点では選択

肢として浄化槽しかなかったという状況でござ

います。 
 昭和50年以降40年ぐらい経過していまして、
浄化槽も相当老朽化しております。そういう中

で、下水道という選択肢を事業所の方が選択さ

れたということで、今回、下水道による処理に

転換を図っているところでございます。 
【麻生委員】 先ほど申し上げましたように、こ
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れほど災害が起きている状況の中で、もちろん

大村湾は閉鎖性水域ですよね。それで、万が一

事故があった時に、汚水というのは流されない

わけですね。逆に、震災があった時に下水処理

場が一番に閉鎖されて、集中豪雨でも使えない

という下水処理の状況が発生しているんですよ。

だから、24時間空港も含めた、危機管理を含め
たところで、浄化槽を維持するという方針はな

されなかったんですか。そういう観点から、た

だ、費用対効果ないしは老朽化ということもあ

るのかもしれませんけれども、私としては危機

管理の上からも、本当に維持できるのかという、

こういう長崎空港の特殊性といいますか、今、

災害が起きた時も一番活躍しているのは空港で

すね。仙台空港もそうでした。いち早く復旧・

復興していかなくてはいけない状況の中、こう

いう管理が本当にそういうことでできるのかと

いう議論はなかったんでしょうか。 
【田口水環境対策課長】 今回、老朽化した浄化
槽をどうするかということで、最終的には下水

道を選択されたというのは、浄化槽を管理され

る方のご判断だと思っております。 
 委員がご懸念の災害時における対応でござい

ますが、現在、箕島大橋に添架して下水道管を

つけるような計画にしております。箕島大橋自

体も既に耐震化しておりますし、また、今回敷

設する下水管自体も耐震化機能を持つ下水管と

いうものを設置しておりますので、災害時にお

ける被害というのも最低限に抑えられるもので

はなかろうかと考えております。 
【麻生委員】 橋は耐震化されているということ
ですね。わかりました。ただ、私たちとしては、

そういう緊急対策というか、課題があるんじゃ

なかろうかと。下水道の維持管理の問題、ここ

に書いてある（発言する者あり） 

【中島(浩)委員長】 休憩いたします。 
 

― 午前１０時２９分 休憩 ― 

― 午前１０時３１分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 引き続き質問をお願いします。 
【麻生委員】 市町村計画とかいろいろとありま
すから、それはご存じと思いますけれども、危

機管理を含めた中でどうするかということ、水

道水あたりは幾ら地震が起きても、バージ船持

って行けばいいかと思いますけれども、汚水の

場合はなかなか汚水処理はできませんから、浄

化槽というのはそういう形で、今、ＢОＤ、Ｃ

ＯＤも含めて問題ないと聞いているわけですね。

そういうものをきちっと確認してほしいと思っ

ておりますので、県としてご検討いただきたい

と思います。 
 実は、今回お願いしたかったのは、今、総務

委員会で問題になっているんですけど、亜熱帯

植物園が地滑りで今度実は閉園という形が打ち

出されました。来年度、平成29年3月末をもっ
て閉園と。 
 ただ、ここには希少価値のある植物がいっぱ

いあるんですね。観光という面じゃなくて、そ

こでしか育たない希少植物もあるわけですよ。

この中には、移設をしてやりますよと、保全を

します、希少植物の適切な保全と、移譲先の検

討とかという話があるんだけれども、そこにお

られる館長にお尋ねすると、そこでないと育た

ない、この温暖気候でしか育たない希少な植物

が結構あるんだそうですね。ですので、今回、

観光という面じゃなくて、植物の維持管理に関

して取り組んでいくという県の姿勢がないんだ

ろうかということをお尋ねしたいと思うんです

ね。 
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 ぜひ一回現場を見てもらって、どういう希少

価値があるのか。そして、長崎県だけで育つ植

物について、保全管理をやってない県は九州の

中では長崎県だけだそうです。ですので、ぜひ

環境部におかれまして、こういう希少価値のも

のを、ただ単に地滑りがするから、総務委員会

ではどこが滑るかということについて、もう一

回現地調査するとは言われておりましたけれど

も、そういう問題じゃなくて、やっぱり希少価

値のある植物を長崎県としても残していく、そ

うじゃないと、ない植物をどうするかというこ

とについての検討だとか、相談はなかったんで

しょうか、まずお尋ねします。 
【山本自然環境課長】 亜熱帯植物園に希少な植
物が生息している、今まで栽培されているとい

うことについては我々も認識をしておりまして、

今後、担当部署からもまたご相談があるかとも

思いますし、引き続きこれからその保全につき

ましては検討していきたいと思っております。 
【麻生委員】 まだ具体的な話はないということ
ですね。ぜひ、訪ねていってもらって、どうい

うものがあるのか、直接話を聞いていただきた

いと思うんですね。そして、ここについては、

閉園になれば人が来ないという状況でしょうけ

れども、そういう希少価値のある植物を残せな

いというんですね。一回壊してしまえば、これ

は終わりですよね。かといって、植物もそこで

ないと育たないという状況でしょうから、ほか

に移設していいのかどうかということもあると

思います。だから、現状と、どういう対策をと

ればいいのかということを、ぜひお話を聞いて

いただいて、横ぐしというとおかしいんでしょ

うけれども、所管は今、観光振興課になってい

ますので、ぜひ問い合わせをしながら取り組ん

でいただければありがたいと思います。何かあ

りますか、あれば。何もないですね。では、ぜ

ひご検討いただきたいと思います。 
【中島(浩)委員長】 休憩いたします。 
 

― 午前１０時３５分 休憩 ― 

― 午前１０時３５分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質問はございませんか。 
【山田(朋)委員】 部長説明の中の地球温暖化対
策について伺いたいと思います。 
 大変不勉強で恐縮ですけれども、今、県民、

事業者、ＮＰО、大学等で構成する「ながさき

環境県民会議」というものが活動していただい

ているようです。まず、「九州エコライフポイ

ントによる家庭での節電」というふうに書いて

ありますが、この九州エコライフポイントによ

る家庭での節減の取組と、これがどういったも

のだったかを教えていただきたいと思います。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 お尋ねの九州エコ
ライフポイントでございますが、この活動につ

きましては、九州の産学官が一体となって、九

州知事会等もそこのメンバーになっているんで

すが、その中で低炭素社会を目指す九州モデル

をつくっていこうということで始まりまして、

その中の重点事項の一つとして平成25年度か
ら開始された事業でございます。 
 具体的には、家庭で節電をしていただいた分

についてポイント券を差し上げて、家庭での省

エネ活動にインセンティブを与えていこう、そ

れを省エネに結びつけていこうという取組でご

ざいます。 
 家庭では、夏の7月から9月まで節電に取り組
んでいただいて、その分の電気の使用量をポイ

ント事務局の方に送って、その節電された分を

集計しております。昨年までは、参加された全
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ての家庭にはそのポイント券を差し上げていた

のですが、ポイント券を少し高くした方がいい

だろうということで、今年度からは抽選をして

ポイントを差し上げるようにいたしております。

この取組は、夏と冬、冬は12月から2月という
取組になっておりまして、10月からまた募集を
始めるという状況でございます。 
【山田(朋)委員】 このポイント券というのは、
ギフトカードとか、何かお買い物ができるもの

か、どういうものかわかりませんけれども。応

募をしていただくようですが、県民の世帯数は

どれくらいですか。佐世保で約10万世帯だから、
県全体で40～50万世帯ぐらいでしょうか。どの
くらいの方がこの活動に参加しているのか、ポ

イント券がどういったもので、還元できるもの

なのか、その辺も教えてください。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 取組の応募の世帯
数でございますが、九州全体で1万3,900世帯を
申込の目標としております。長崎県では、その

中で夏と冬、2期合わせて2,500世帯を申込の目
標としておりまして、今年の夏に申込があった

のがちょっと少なくて、今回は914世帯となっ
ております。 
 この少なくなった原因といいますのが、熊本

地震が発生しまして、熊本市内にこの事業を委

託した業者がいたわけでございますが、当初は

5月ぐらいから応募の開始をしようとしていた
のが1カ月ぐらい遅れてしまいまして、今回は
申込数が九州全体でも少なくなったという状況

でございます。ただ、10月から次の申込が始ま
りますので、そこはしっかりとＰＲをしながら、

節電する世帯を広めていきたいと思っておりま

す。 
 それから、ポイント券につきましては、スー

パー、コンビニ等でポイント券を持っていくと

商品と交換できるという制度になっております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。そもそも論と
して、世帯目標が低いということだったようで

す。当然小さなことからコツコツだと思います

けれども、多分50万世帯ぐらいある長崎県を考
えたら、目標が2,500世帯ということです。今年
は熊本地震の影響で914世帯ということであり
ましたが、では、去年やこの前の冬とかはどう

だったのかという話にもなるんですけれども、

それがこの2,500世帯に限りなく近い数字なの
かどうなのか。ポイント券は蓄積して使えると

いうことですよね。すぐ使わなくてもいいとい

うことですよね。（「はい」と呼ぶ者あり）わ

かりました。 
 熊本地震の影響ということだったので、その

前の状況を教えてください。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 平成26年度の申
し込み世帯数でございますが、夏が899世帯、
冬が1,168世帯、合わせて2,067世帯、昨年申し
込みがあっております。ちなみに、平成25年度
は冬の分から開始をしたわけですが、888世帯
が申し込みになっております。 
【山田(朋)委員】 この数字を見ると、熊本地震
の影響で1カ月間出遅れた影響はあんまり出て
いないのかなと、極端に高い目標ではなかった

し、実績も高かったわけじゃないようなので。

わかりました。 
 ただ、せっかくいい取組をされているので、

もっと広報宣伝、多分県民だよりとか、各市町

の広報にも載せてもらったり、回覧板とかして

いただいているのかなと思いますけれども、せ

っかくお互いにとっていい取組、環境にもやさ

しくて家計にもやさしい取組だと思いますので、

ぜひ広げていただきたいと思っております。 
 「ながさきストップ温暖化レインボープラン」
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が策定され、自発的にもったいない運動などを

県民運動として展開していくこととされたこと

からというふうに書いていますが、今年の夏、

多分県庁は、電力量がそう心配がないという状

況だったからかと思うんですけれども、省エネ

の取組をしなかったと思います。去年はしてい

たんですか、去年もしなかったんですか。（「去

年はやりました」と呼ぶ者あり）では、去年の

夏と今年の夏と比べて、どういう状況になって

いたかという数字がありますか。わからないで

すか。電力量しかわからないですもんね、ＣＯ2

の削減とか、もちろんわからない話でしょうけ

ど。県庁から出す数値を算出していたんですか。

（「今年の夏の分については、まだ出しており

ません」と呼ぶ者あり）わかりました。 
 もちろん皆さんにきついことや無理なことを

強いるつもりはございませんけれども、どれく

らい影響があるものなのか、するとしないこと

の差というのがどんなものなのかと思ったので

お聞きしたところです。 
 今回、一般質問で部長とやりとりをさせてい

ただきました食品ロスの件ですけれども、どこ

が所管するかがよくわからないのでお尋ねした

いと思いますが、一般質問でも申し上げたよう

に、長崎県は九州全体の取組として、食品を残

さないような取組に加盟をしているか、するか

というような話だったかと思いますが、よその

県は独自に、鳥取県や千葉県、北海道など10道
県ぐらい、とにかく県民運動として食品ロスを

出さない運動をされています。 
 福岡で言うと「3010運動」といって、宴会が
始まって乾杯して30分は食事をする。最後の10
分も食事をするという運動をしています。 
 あと、お持ち帰りを推進するために、飲食店

が「食中毒になるからだめです」みたいなこと

を言うところが多いんですけれども、ちゃんと

カードみたいなものがあって、絶対飲食店に責

任を取らせませんみたいなカードもあったりし

て、自分が意思を持ってやれば持ち帰りができ

たりとか、ドギーバックというお持ち帰り用の

バックを普及しているところとかもあったりす

るんです。私は、長崎県として、九州全体でや

るのに乗っかるんじゃなくて、よその県は独自

に取り組んでいるので、そういった運動もぜひ

展開してほしいと思いますが、食品の方はどう

いう部局になるのか、お尋ねします。 
【重野廃棄物対策課長】 今、委員お尋ねの食品
ロスの件ですけれども、どこが所管かというの

は非常に難しいところはあったんですけれども、

排出量削減という観点から、今回は環境部の方

で回答させていただきました。 
 来年度に向けて、食品の関係、それから農水

の関係、あと教育関係も交えながら、関係部局

を交えた委員会等も開きながら、今後の長崎県

における食品ロスについて、どういうふうにし

たらいいかということを検討して進めていきた

いと今のところ考えております。 
【山田(朋)委員】 特に、宴会で出るロスが、一
般の家庭の食卓に比べて4倍もあるということ
です。皆さん、私もそうですけれども、宴会料

理は多いし、食べないしみたいなことになって

いると思うので、まずは庁内で関係部局集まっ

て検討していただき、その先では事業者の方に

協力をしていただく形、よそだったら小盛りサ

イズやハーフサイズなどといったメニューを展

開していただいたりもしています。女性が食べ

るには多過ぎて残してしまうのもあるから、と

にかく県民の皆様、事業所の皆様が一緒になっ

て食品ロスに取り組んでいただきたいと思いま

す。 
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 一般質問で言ったように、1日おにぎり2個ぐ
らいを捨てている感じになっていて、日本人が

捨てている食べられる食品で世界の飢餓が優に

救える状態にあるぐらい、本当にごみが出てい

るというのは大きな問題だと私は思っておりま

すので、ぜひお願いします。 
 もう一点、長崎県の廃棄物の量というものは、

実態調査がされてないということでありました

し、その実態調査は非常に難しいかと思ってお

ります。ですが、この間申し上げたように、ご

みを出しているといったらあれですけれども、

事業者系、いろんなところから出てきているご

み関係の方々との協議をもってくださいとお願

いをしましたが、そのことに関していま一度ご

答弁を求めたいと思います。 
【重野廃棄物対策課長】 先ほど、エコライフポ
イントで出ました「ながさき環境県民会議」に

4Ｒ部会というのがございます。そちらの方で
ごみの削減も検討しております。本年度、「ゴ

ミゼロながさき実践計画」というのを策定する

予定にしておりますので、そこにいろんな事業

所が入っております。料飲業組合とか、食品の

関係の組合もありますので、そちらでできるこ

とをまずしていただくという形で計画を本年度

立てて、5年間進捗管理をしていくという計画
を立てますので、そちらの会議も含めながら、

今回食品ロスに取り組んでいきたいと思ってお

ります。 
【麻生委員】 食品ロスの関係について、食品業
界では3分の1ルールから2分の1ルールに変え
るということがあっているとは思っているんで

すけれども、一番の食品のロスもそうでしょう

けれども、廃棄物の処理の中で一番多いのは、

一般廃棄物の中で焼却場の料金が安いというの

が一番の課題じゃないですかね。キロ6円でし

ょう。大体横並びですもんね。これでは再処理

加工するとかといってもなかなかできませんよ

ね。今の食品ロスじゃないですが、リサイクル

食餌といいますか、エコフィードをやってもら

っているところもありますけれども、キロ2円
でしておりますよね。同じ金額で、6円で処理
してもらっていると、採算は合わないという話

をしていますけれども、私どもはこういう循環

型社会をどうつくっていくかということは、市

町とも協議をしてもらいたいということ。 
 あと一点は、今、コンビニが相当できていま

すけれども、廃棄量も相当多いと思っています。

これは県が指導して、コンプライアンスも含め

たところでどうするかということについて、大

手事業者、イオンだとか、大きなマーケットが

ありますけれども、そういったところに対して

は廃棄量が相当あるわけですね。100トン以上
出すところはきちっと計画を出して処理しなさ

いとなっているけれども、大概が子会社をつく

って闇で出していますよ。そういうふうにかか

らない形で処理をされていることもあると聞い

ています。 
 ですので、本当に本腰を入れて、ごみゼロと

いう形でやるということであれば、発生抑制も

もちろんあるでしょうけれども、商習慣もあり、

現状として廃棄量はなかなか減らない状況にあ

ります。そういった中で、いかにコンビニ等大

手事業者に対して、県が指導して市町計画、今

回、廃棄物処理も含めてやるわけですから、そ

いう中できちっと位置づけでやりなさいという

のをすることが大きな流れになるんじゃないか

と私は思っています。 
 現状としては、先ほど申し上げましたように、

キロ6円で処理されていますから、リサイクル
に出したらなかなか合わないし、そっちの方が
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安いんですね。だから、そういう形で流れてい

くのは必然ですよ。長崎市はサーマルリサイク

ル（発電）をやっているから、こっちでいいん

だということでリサイクル率を上げようとしま

せんね。そういったものも実は課題になってい

ると思います。 
 だから、本当に、さっき山田(朋)委員から言
われたように、年間国内で800万トン近いもの
が廃棄ロスされているわけですね。家庭からが

約3分の1、2分の1、50％近く出ていますよね。
そういったものを県として、ぜひやっていただ

きたいと思うんですけれども、それについての

お考えをちょっとお聞かせください。 
【重野廃棄物対策課長】 今、委員がおっしゃっ
たとおり、焼却料金が低いというところで、埋

め立てるよりも焼却した方がいいとか、リサイ

クルに回すより焼却した方がいいという考え方

が、実際、市町の中にあるということは聞いて

おります。 
 我々もそのリサイクル率が全国に比べて低い

というのもありますので、市町を集めた会議等

で、リサイクルの向上に向けてどういうふうに

したらいいかということを協議するということ

で考えております。 
 先ほど言いました食品ロス、それから紙のリ

サイクルが長崎県では非常に進んでいないとい

うところを踏まえておりますので、その辺を重

点的に、今年度、市町と協議をして、リサイク

ル率が上がるような形で進めていきたいと考え

ております。 
【麻生委員】 今、世の中の流れが循環型社会含
めてメタンガス化ということですね。もちろん

フィットの話もあるんですけれども、そういう

動きが今、顕著になってきました。環境省、ま

た、農林水産省の畜産関係の動きがそうなって

いますし、先ほど食品ロスの話も併せて動いて

いることは事実です。それはご存じだと思いま

すけれども。 
 今、長崎ではハウステンボス、年間200万人
以上来られて、相当量出ています。ここは以前、

大手の養豚業者に食品ロス、廃棄物を回してい

たと聞いていますけれども、余りにもリサイク

ルできないということで、今は焼却場に回って

いるんですね。これをメタンガス化しようとし

ているところがありますけれども、なかなかコ

ストが合わないということと、環境省を含めて

メタンガス化という関係で支援いただければ、

メタンガス体系化という動きがあろうかと思い

ますけれども、ぜひそこら辺のことも情報収集

していただいて、今後は県としても、私が提唱

したのは循環型社会、液肥を使って農業してい

くと、そういったものを長崎大学の准教授も地

元におられますので、ぜひ一緒になって取組を

していただいて、リサイクル率を上げる。また、

コストを上げろという話は、なかなか行政が絡

むので、一般廃棄物ですので市町村計画の中で

しかできませんから、それを誘導してもらって

やるということを、県としてもぜひアンテナを

張りめぐらして取り組んでいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いして終わります。 
【友田委員】 2年ほど前だったと思うんですけ
れども、ＰＭ2.5の問題で、人体に及ぼす影響と
いうことで県の取組、諫早の日赤病院と連携し

て、ぜんそくの疾患とかを持っておられる方々

の状況、ＰＭ2.5の濃度に対して、その時の状況
がどうかという追跡調査をして、その知見を集

めて対策を講じていきたいということを、多分

環境部だったと思うんですよね。その後、それ

がどうなったのか、現時点で把握しておられれ

ば教えていただけませんか。山下課長の頃だっ
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たと思います。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 ＰＭ2.5における
健康影響調査でございますが、現在、大村にあ

ります環境保健研究センターの方で研究をやっ

ております。研究の年度が平成26年、27年、28
年、今年度が最終年度でございますので、現在、

整理をしているところだと思います。 
 長崎大学と、先ほど委員がおっしゃいました

諫早、それと五島病院、3つの病院を対象に患
者さん等に協力していただきまして調査を行っ

ているところでございます。 
【友田委員】 うろ覚えで申しわけないんですけ
れども、それによって得られた知見をもって、

環境省、国にも連絡をするというようなことだ

ったんだけれども、結局ＰＭ2.5が人体に及ぼす
影響がどうなのかというのは、まだまだ解析さ

れてないところがあるから、この取組によって

そこを明らかにするということでよかったんで

すか、目的は。それとももうちょっと、もう一

歩踏み込んだ目的が何かあったんですか。 
【小嶺次長兼環境政策課長】 今回の研究の目的
は、越境汚染とか言われていますので、高濃度

に離島と本土地区、どういう影響の違いがある

だろうかとか、そういうものを主体に考えて研

究しているところでございます。 
 ただ、どうも、ぜんそく患者さんを対象に調

査をしていますと、そういう大気状態が悪い時

にはぜんそく患者さん自体が外に出ないとか、

室内でしか生活しないとかという行動をされて

いるみたいで、極端にその症状が出てないよう

な感じもするという話も聞いております。 
 ただ、いろんなデータの解析の方法がありま

すので、今、大学等の協力を得ながら解析を行

っているところでございます。 
【友田委員】 最近はＰＭ2.5の濃度をニュース

とかで流されるものですから、非常にそれに敏

感になっておられる方も多くて、どう対策を講

じていくかというのは、発生源が大陸からくる

ものなのかどうなのか、特定はできないけれど

も、いずれにしても日本に向かってきていると、

長崎県に向かってきているということがわかっ

ていて、公表されるものだから、例えば保育園

や幼稚園等の園庭で遊ぶことを控えるとか、そ

ういうことにまで波及していっているんですよ

ね。発生源対策をやらなきゃいけないんだけれ

ども、一方で、それが人体にどのような影響が

あって、環境基準の範囲内であっても、ちょっ

と環境基準ぎりぎりだったらもういやだという

人たちもいるわけで、そのあたりは明確なもの、

このくらいだったら園庭で遊んでも大丈夫とい

うようなものを示すことができれば、県民の皆

さんももうちょっと安心できるのかなという気

がするものですから、その取組によって、県民

にその成果を返せるのであれば好ましいなと思

っていたんですけれども、このあたりはどうで

しょうか。 
【山口地域環境課長】 ＰＭ2.5につきましては、
今現在、常時監視で質量分析をやっておりまし

て、その結果につきましては、委員おっしゃい

ますとおり、情報提供をやってＮＨＫ等でも流

れているところでございます。 
 県民向けについては、ＰＲタイムといいます

か、その結果についてホームページ等でお知ら

せしておりますし、一定濃度を超える、国の暫

定指針というのがありますけれども、日平均が

1立方メートル当たり70マイクログラムを超過
するような状況が生じれば注意報という形で注

意喚起を行っているところでございます。 
 その場合には、各マスコミ、もしくは市町に

対して情報提供して注意喚起を行っているとこ
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ろでございまして、その場合には不要不急の外

出を控えていただくとか、そういう注意喚起を

今行っています。 
 今年度につきましては、この注意喚起の発生

までは至っていないという状況でございます。

昨年度を見ますと、今年の1月4日に対馬地区で
注意喚起を超える濃度が測定されたということ

で、対馬地区におきましては注意喚起を行って

いるところでございます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問もないようです
ので、環境部関係の審査結果について、整理し

たいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ０分 休憩 ― 

― 午前１１時 ０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして環境部関係の審査を終了い

たします。 
 明日は、午前10時から委員会を再開し、県民
生活部の審査を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時 １分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２８日 

自   午前１０時 ０分 

至   午前１１時 ０分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 

 〃   吉村 正寿 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

県 民 生 活 部 長 吉浜 隆雄 君 

県 民 協 働 課 長 村井 正人 君 
男女参画・女性 
活 躍 推 進 室 長 中尾 美恵子君 

人権・同和対策課長 古瀬 達郎 君 

交通・地域安全課長 宮下 直樹 君 

統 計 課 長 松尾 和子 君 

生 活 衛 生 課 長 本多 秀男 君 
食 品 安 全 ・ 
消 費 生 活 課 長 永橋 法昭 君 

 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 委員会を再開いたします。 
 これより、県民生活部の審査を行います。県

民生活部は、分科会付託議案及び委員会付託議

案がないことから、委員会による審査とし、所

管事項についての説明及び提出資料に関する説

明を受けた後、陳情審査、所管事項についての

質問を行います。 
 県民生活部長より総括説明をお願いいたしま

す。 
【吉浜県民生活部長】 おはようございます。今
回は、県民生活部関係の議案はございませんの

で、議案以外の主な所管事項につきましてご説

明をさせていただきます。 
 環境生活委員会関係議案説明資料の県民生活

部の箇所をお開き願います。 
 今回ご報告いたしておりますのは、「ウーマ

ンズジョブほっとステーション」巡回相談の実

施、人権尊重の社会づくりの推進、交通安全対

策の推進、夏期の食中毒の発生防止、食品の安

全・安心確保に向けた施策の推進についてであ

り、内容については記載のとおりであります。 
 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わらせていただきます。よろしくご審議賜り

ますよう、お願いをいたします。 
【中島(浩)委員長】 次に、提出のありました「政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明をお願いします。 
【村井県民協働課長】 私の方からは、「政策等
決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員と

の協議等の拡充に関する決議」に基づき、本委
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員会に提出いたしました県民生活部関係の資料

についてご説明をいたします。 
 1ページ目をご覧願います。 
 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接間接の補助事業者に対し内

示を行った補助金についての本年5月から8月
の実績は、資料記載のとおり、直接補助金、平

成28年度地域における女性活躍推進事業補助
金の2件となっております。 
 次に2ページ目をご覧願います。 
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年5月から8月に県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、平成29年度国政・県政
に対する要望書の1件となっており、それに対
する県の取扱いは資料記載のとおりであります。 
 次に3ページ目をご覧願います。 
 附属機関等会議結果についての本年5月から
8月の実績は、長崎県交通安全対策会議など計7
件となっており、その内容については、資料4
ページから10ページに記載のとおりでありま
す。以上で説明を終わらせていただきます。 
【中島(浩)委員長】 以上で説明は終わりました
ので、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 
 陳情書について何かご質問はございませんで

しょうか。 
 ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、
陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 
 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うこととします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んでしょうか。 
【山田(朋)委員】 1ページの平成28年度地域に
おける女性活躍推進事業補助金ということで、

主に主婦など職業生活から長く離れていた人を

対象にセミナーを開催されるようですけれども、

この分の内容をちょっと教えていただけますか。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 28年度
地域における女性活躍推進事業補助金のうち、

県央地区に対する補助金についてのお尋ねでご

ざいます。 
 これにつきましては、女性就活応援セミナー

としまして、3回を1講座としまして、同様の講
座を東彼杵郡の3町、東彼杵町、川棚町、波佐
見町で開催する予定としております。 
【山田(朋)委員】 3回シリーズと言いましたよ
ね。3回シリーズ掛ける3カ所ということですか、
計9回。 
 あと、具体的な中身を聞いたんですけど。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 3回1講
座でございますけれども、それぞれ3回ではご
ざいませんで、各町ごとに1講座で、同じ内容
を3カ所ですると聞いております。 
 内容については、今詰めているところもござ

いますけれども、例えば、長く仕事から離れて

おりますので、両立してどういうふうに仕事を

していくかとか、そういったところも含めての

講座になるとお聞きをしているところです。 
【山田(朋)委員】 今から開催するということで
すけれども、今の話だとちょっと抽象的かなと

いう気がしたんです。 
 それで、長く離れている方は、育児だったり、

介護だったり、いろんな事情のもとに離れてい

らっしゃると思うので、そのためにウーマンズ
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ジョブほっとステーションを設定されて、女性

に個別対応できるような支援をしていると思う

んですけど、このあたりのセミナーもどこかに

委託をされるんだと思うんですが、やっぱりせ

っかく出たならば就職に結びつくようなきっか

け、一歩、やっぱり自分も働こうかなという気

持ちになってもらえるような、そういうセミナ

ーって、私もすごく抽象的ですが、ぜひお願い

したいと思っていますし、ほかのところでは主

婦インターンシップ制度とかいうのもあります

し、私も今度主婦インターンシップ制度とかを

政策提案したいなと思ってはいたんですが、そ

ういったものとかもぜひいろいろ担当部局とし

てはご検討いただきたいなと思っております。 
 あわせて、この下の五島市の分はイクメン養

成講座みたいなそんな感じですか。この辺も教

えてください。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 五島市で
の講座につきましては、実は今から講師等の選

定はすると伺っております。 
 委員ご指摘のとおり、男性の育児、家事に関

する参画を進めるために、実際に例えば育休を

取って育児に従事していらっしゃる方とか、そ

ういった方を招いて男性の意識改革をしたいと

いうふうにお聞きをしております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
【麻生委員】 おはようございます。政策決定の
関係の中の各附属機関の結果報告についてお尋

ねしたいんですけれども、交通安全の関係が出

されています。長崎市、特に高齢化も進んでい

まして、道路のバス停に置かれていますベンチ

の問題でございますけれども、これは占用許可

を取らずに各業者さんが勝手に広告媒体を置か

れているという、特に長崎市は顕著な状況であ

りますが、これについては何ら拘束がなくて、

壊れたベンチも多々見受けられるということも

あるんですが、これは長崎市の方のそういう管

理もしていただきたいと思っておるんですが、

今日状況を聞きたいのは、県として、県道、も

ちろん国道もあるんですが、国道を含めてベン

チが置かれている管理、対策、そしてバス協会

とか、そういうところの連絡協議会が持たれて

いるのかどうか、お尋ねしたいと思うんです。 
【宮下交通・地域安全課長】 国道や県道のバス
停にベンチが放置されているという問題につき

ましては、私も正直どのような場所でどのよう

な形で放置されているか、把握はできていない

んですけど、当課を事務局として、長崎県交通

安全推進県民協議会という120名の大きな組織
を持っております。そこにバス協会も、タクシ

ー協会、行政からボランティア団体、さまざま

な業界も含めて会員でいるわけでございますけ

ど、その辺の管理のところはどうなっているか

というところは、今後問合わせ等したり、どう

いうふうな方法でまだ整理ができるかというと

ころは努めてまいりたいと思っております。 
【麻生委員】 全然ないんですよね。ないがゆえ
に無法状態ですよ。逆に高齢化していますから、

ベンチを置いてくれという要望が多々あるんで

すけれども、しかし、これは広告会社が勝手に

地域のお医者さんだとか、中には介護関係の業

者もありますが、それを取ってそれをコマーシ

ャルベースになって、それを置いているという

だけです。設置許可も何もないわけですよ。長

崎市内で上下合わせると2,000カ所ぐらいある
んです。特に長崎市はひどい。佐世保市は若干

管理がされているかもしれませんけれども、そ

ういう規定がないがゆえに勝手に置かれておる。

国道の図書館前なんか、今、外資系の広告媒体

と一緒になった広告ベンチがありますよ。これ
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は長崎市内も何カ所かしかありません。 
 私がお願いしたいのは、県もやっぱり観光都

市になってきて、インバウンドいっぱい来よう

としているんですよ。そういう中で広告媒体を

勝手にやる。広告規制というのは今ありますよ

ね。長崎市の条例もあって、広告媒体を勝手に

置けないという規定はあるけど、こういうベン

チのとかはないんですよ。これについても観光

都市のきちっとした状況をどう管理するかとい

う観点からお考えはないのかどうか、お尋ねし

たいと思います。 
【宮下交通・地域安全課長】 今、委員のご指摘
の件につきましてでございますけれども、ベン

チの広告問題、これにつきましても今後よく把

握いたしまして、道路管理者であります土木部

の担当課等も含めて、この辺のところは見直し

を図ったり、整備をして改善できれば、その旨

を検討して担当部署とも協議してまいりたいと

思っております。 
【麻生委員】 実は3年前の国体の時にアリーナ
かぶとがにの近辺も、いっぱい違法の広告ベン

チがあったりとか、壊れているのがありました。

長崎市保健環境自治連合会の会合の中で、こう

いう管理をやっぱりやるべきじゃないかと。そ

して、外からいっぱい来られるわけですから、

美観の問題も含めてやるべきじゃないですかと

ご提案して、それはぜひ緊急にやりましょうと

いうことになって、やっていただきました。 
 そういう状況はあるんですけど、佐世保市も

そうですし、県内そうですけれども、今後、観

光都市として、長崎の産業としていこうとなっ

たら、長崎市保健環境自治連合会の皆さんと清

掃だとか、花いっぱい運動とかやっていますけ

ど、肝心のそういうとこにはメスが入っていな

いんですよ。管理されていない、放置されてい

る、野放しで無許可、そういうところです。 
 これは、私も全国で先進地区を調べてきまし

た。鎌倉湘南海岸一帯ですけれども、これは市

民力で広告媒体やっているベンチを全部撤去し

て、そしてスポンサー付きのベンチを入れてい

ました。それもやっぱり管理してやっていこう

ということで、市民力と行政が一体となってや

っているんですよ。 
 だから、ここでどうしなさいという話はしま

せんけれども、皆さん1回現地を見てもらえま
せんか。中央橋もいっぱいありますよ。この長

崎の観光地の中にバスのベンチはどうなってい

るかという観点から見てもらって、今後、この

道路管理者、またバスの運行許可をやっている

皆さんとよく協議を持ってもらって、今後どう

するのか。逆に違法な壊れているベンチだった

ら危ないから撤去させるとか、監視をするとか、

そういうのを各市町と連携しながらやっていた

だきたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 
【宮下交通・地域安全課長】 委員のご指摘のと
おり美観の問題もありますし、今後、道路管理

者、あわせてバス協会、バス停の問題等ありま

すので、あとは広告会社も含めて、その辺のと

ころと協議検討して、観光都市長崎ということ

で、その辺のところも整えていきたいと思って

いる次第でございます。 
【麻生委員】 今後、お客さんも多く訪れる。特
にねんりんピックがあって、今回また続けてキ

ャンペーンが目の前にあります。ですので、早

急にひとつ点検してもらって、危ないやつを撤

去しようと。そして、逆にまだまだ使えるやつ

についてはきちっと整備されているかどうか、

長崎市の担当局と話をして、ぜひ早急な対策を

お願いしたいと思います。管理者は、県道でも
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あるわけですから、国道、県道含めてですね。

主体がそうですから、ぜひお願いしたいと思い

ます。以上です。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 先ほどの
山田(朋)委員の答弁について1点訂正をさせて
ください。申し訳ありません。 
 県央地区に対する補助金で就活セミナーの件

でございます。1講座をそれぞれの地域でとい
うふうに申し上げましたけれども、申し訳あり

ません。3回を1講座として、1町当たり3回、そ
れぞれの町で実施をいたします。 
 委託ではございませんで、講師の方、キャリ

アカウンセラーに直接お願いをしまして、例え

ば、自己分析でありますとか、企業が求める人

材についてのポイント、履歴書の書き方、あと

面接のポイントでありますとか、そういったこ

とを3回シリーズで実施するということでござ
います。失礼いたしました。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 次に、議案外所管事務一般
について、質問はございませんでしょうか。 
【山田(朋)委員】 まず、ウーマンズジョブほっ
とステーションについて伺いたいと思います。 
 今年3月までに県内9地域で60カ所開催をい
ただくということでありました。ずっとお願い

をしていたことなので、非常にありがたく思っ

ているところです。 
 この9地区と60回の内訳を教えてもらってい
いですか。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 9地区に
ついてそれぞれ申し上げます。 
 佐世保市が12回、それから島原、諫早、大村、
平戸・松浦地区、それから対馬、壱岐、五島、

新上五島、これがそれぞれ6回ずつというふう
に予定をしております。 
【山田(朋)委員】 佐世保が12回で、ほかの地域
が6回ということでした。人口が多かったりす
るということと、長崎のウーマンズジョブほっ

とステーションから遠いということもあって、

回数を多くしていただけるものと思っておりま

す。 
 私は、今、長崎にしかないものが県内の全て

の女性の方に行き届くような支援ができること

は、非常に期待をしているところです。ぜひこ

れを実効性のあるものにしていただいて、女性

の就業率アップにつなげていただきたいと思い

ます。 
 それでは、まず、長崎の今のウーマンズジョ

ブほっとステーションの状況、相談件数とか、

就職に結びついた件数とか、実績がありました

ら、今、直近の情報をいただけますか。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 長崎のウ
ーマンズジョブほっとステーションの状況とい

うことでよろしいでしょうか。（「はい」と呼

ぶ者あり） 
 平成27年2月の開設以降今年の8月までで、延
べ相談件数が2,322件、就職された方が700人、
託児された件数が624件という状況でございま
す。 
【山田(朋)委員】 もう700人も就職をされた方
がいらっしゃるということですので、非常に評

価をさせていただきたいと思います。 
 そもそも差し替わっただけと言ったらあれで

すけど、女性に特化したものができて、ここに

2,322件来ていたけど、一般のハローワークとか
で、当然マザーズコーナーはありはしたんです

よね。その時よりも確実に女性の相談が伸びて

いるなというような、国の管轄と思いますけど、
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そういう何か実感するものとかがありますか。

できたことによって、着実に女性の相談は増え

ているよなという、以前の施設の時よりは増え

ているよねというのが何かありますか。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 明確な数
値としてお示しできるものはございません。 
 おっしゃるように、女性という範疇の中でも、

例えば若者であったり、中高年の方もいらっし

ゃいますので、そこでの数値的な比較というの

はできませんけれども、ウーマンズジョブほっ

とステーションにつきましては、例えばハロー

ワークに行くまで、まだ具体的にこういう仕事

をしたいということが固まっていない女性の方

に対して、働きたい気持ちを応援するというと

ころもありますので、そういったところで少し

気持ちが離れている方を就職に結びつけていく

というところでは効果があったものと考えてお

ります。 
【山田(朋)委員】 わかりました。ぜひさらなる
効果を期待したいと思います。 
 それでは、ちょっとお聞きをしたいと思いま

す。人権・同和教育指導者専門講座を開催いた

だいたようでございますが、県内にこの指導者

と言われる方がどれくらいいらっしゃるのか、

教職員を中心にいらっしゃるかと思いますが、

そのあたりの数字を教えてください。 
【古瀬人権・同和対策課長】 私ども、人権尊重
社会の確立を目指し、県民の皆さんに人権意識

を高めていただくために、県下各地域地域の活

動していただく指導者を養成しているところで

ございます。 
 そういうことで、現在、県下各地域合わせま

すと129名の方々を指導者ということで登録を
させていただいております。これはいろんな研

修を受けられた中で、ご自身が自ら指導者とし

てやっていけるというような意欲等をお持ちの

方々を中心に登録をさせていただいておるとこ

ろでございます。 
 実際、この129人の中で、昨年度いろいろ研
修会の講師を行ったり、人権相談に赴いたりと

いうことで活動をなされた方は60人でござい
ました。 
 私どもは、この129人の分母をもっと増やす
ということと、それから実際その活動をしてい

ただける60人をさらに増やしたいということ
で、両面から推進していきたいと考えておりま

す。 
【山田(朋)委員】 129名いらっしゃって、人権
教育、人権相談を実際従事いただいた方が60人
ということでした。 
 私のイメージだと、小中学生、高校生を対象

に、学校の現場でしか人権について考える機会

ってなかなかないのかなと思っておりますが、

先ほど、人権相談というのをお聞きしたんです

けど、私が不勉強で申し訳ないんですが、人権

相談は、こども・女性・障害者支援センターと

どういったところでやっているのか、教えてい

ただいていいですか。 
 で、人権相談が何件あって、どういった内容

か、主な内容とかもあれば教えてもらっていい

ですか。 
【古瀬人権・同和対策課長】 各種人権課題につ
きましては、それぞれの専門の人権の相談に応

ずる機関がございます。 
 そういったことで、一番主なものは市町にい

らっしゃる人権擁護委員さん、この方々は現在

約196人だったと記憶しておりますが、これは
市町の首長さんが任命をされているところでご

ざいます。各地域地域に法務支局がございます

ので、法務支局が事務局になって、電話で、あ
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るいは直接相談に乗っておられたりします。 
 あと、私どもも人権センターを設けておりま

して、私どもの方にも御相談が参りますけれど

も、より専門的な相談ということになりますと、

その人権擁護委員さんをご紹介したり、あるい

は県の児童センターをご紹介したりということ

で対応をいたしているところでございます。 
 長崎法務局に昨年、相談が持ち込まれた件数

でございますけれども、平成27年、これは暦年
でございますが、人権に関しまして374件とい
うことになっております。これは過去の推移か

ら見ますと、平成24年が210件、平成25年が358
件、平成26年が417件、平成27年が少し少なく
なりましたけど、374件ということになってお
ります。 
 内訳で申しますと、例えば、公務の関係で、

教員の体罰とか、教員の不適切な対応といった

ものが、平成27年、374件のうち155件というこ
とになっております。 
 それから、個人間、私人間の関係では暴行・

虐待が62件、これは家族間も含めてでございま
す。 
 それから、福祉施設内での対応に関する問題

が24件というようなことで、統計が上がってお
ります。 
【山田(朋)委員】 平成27年度で374件というこ
とでありました。すごく驚いたんですけど、教

員による体罰等の問題が155件ということで、
非常に件数が上がっているんだなと思ったのと、

あとが虐待とか、それも施設内での虐待等も含

むのかもしれませんけど。そうすると、これで

大体230件か240件だと思いますが、残りの100
件はＬＧＢＴとかいろいろあると思うんですが、

そういったものも含んでいろんなことというよ

うな形でいいですか。もしわかれば教えてくだ

さい。 
【古瀬人権・同和対策課長】 人権侵害の対応に
ついては、詳細についてはわかりませんが、も

う一つ、長崎労働局が毎年公表している労働紛

争相談件数がございます。これも実は年々増え

ておりまして、その中には女性従業者に対する

ハラスメント、セクハラ、パワーハラスメント

等についても増加の傾向にあるということが、

長崎労働局のプレスリリースとして掲載をされ

ております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 こういう法務局内の届出だから、そういった

事案が上がってきたら、学校とはもちろん連携

しているんですよね。わかりました。 
 あと、先ほどちょっと申し上げたように、Ｌ

ＧＢＴの方が15人に1人ぐらいいらっしゃると
いうような数字があるようです。そうすると、

先ほどの透明性の資料の中の委員さんの意見に

もありましたように、学校内で受けるＬＧＢＴ

に対する理解を求めるような、教職員がそうい

う知識を持ったり、周りに求めるようなことが

必要ではないかと。私も、まさにそのように思

っておりまして、教育委員会は教育委員会で独

自にされていると思いますけれども、こちらの

部局と教育委員会と連携して、子ども向けにＬ

ＧＢＴに関する何か事業や講座をするような話

をしたりとか、そういった取組はしているんで

しょうか。 
【古瀬人権・同和対策課長】 人権教育というの
は、まさに子どもにおける学校での教育、それ

から、学校を卒業した後の生涯学習を通しての

人権教育が必要かと思います。 
 そういうことで、私どもは知事部局ではござ

いますが、私どもの職場の中には教員が2人お
りまして、県教委の義務教育課、あるいは高校
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教育課と絶えず連携を取りながら研修を行って

いるところでございます。 
 ＬＧＢＴにつきましては、昨年、文部科学省

が全国の各学校に、「性同一性障害に係る児童

生徒に対するきめ細かな対応の実施等につい

て」という指導を出しました。 
 学校の先生方も、実はどういうふうにしてそ

ういった生徒児童に対応していけばいいのかと

いうのが実際わからないというのが実態でござ

いますので、ＬＧＢＴの当事者の方に実は学校

に行っていただいて、先生に対してそういった

研修をしていただく。あるいは各学校を訪問し

ていただいて、中学、高校の生徒さんに対して、

そういったレクチャーをしていただくというよ

うなことを行っております。 
 長崎には、そういった当事者の活動グループ

がございまして、主宰をしている中心の方にご

足労いただいて、いろんな場面に赴いて、各学

校、あるいは県民の皆様を対象とした研修会、

講演会などを今行っていただいているところで

ございます。 
【山田(朋)委員】 最後にお聞きをしたいと思い
ます。「食品の安心・安全確保に向けた施策の

推進について」の中で伺います。 
 夏休み7月13日に、大瀬戸中学校で親子向け
に講座を開いていただいたようですけれども、

消費者の方とか、次に消費者になる子どもたち

に対するとても重要な教育だと思っております。 
 来月13日、14日に、長崎市と佐世保市におい
て、健康食品をテーマに講演やパネルディスカ

ッションを行うと書いてあるんですけれども、

健康食品と聞くといろいろあるかと思うんです。

いいイメージのものというと、正直あんまりな

くて、どういったものをテーマに行うのかなと

いうのをお聞かせいただきたいと思います。 

【永橋食品安全・消費生活課長】 今度の10月
13日、14日に、長崎大学の先生にお願いして「健
康食品の安全」というテーマでお話を伺うこと

にしておりますけれども、今、中身については

先生と具体にお話をしているところですが、今、

健康食品ということで、いっぱいいろんな報道

なんかでなされております。それを食べれば健

康になると思っていらっしゃる方もおられまし

て、それが消費相談なんかにも回ってきている

という実態もございますので、いま一度健康食

品というものについて、一般消費者の方にしっ

かり理解をしていただくという設定で、先生の

方にはご相談をしているところでございます。 
 したがいまして、どの健康食品がとかいう特

別なものというんじゃなくて、やっぱり一般的

に健康食品というのはあくまでもサポートする

ものですよという趣旨のことを、先生の方から

お話があると思っているところでございます。 
【山田(朋)委員】 あくまでもサポート食品であ
るということと、あと中国とかの痩せる薬とか

で亡くなった方もいらっしゃるじゃないですか。

そういう間違ったものを買わないような指導と

いうか、消費者教育になると思うんですけど、

そういうのも少しあわせてやるような感じです

か。健康食品と言いながら健康被害が出ている

分もあるじゃないですか。そのあたりもちょっ

と。 
【永橋食品安全・消費生活課長】 13日、14日
の具体的な中身、ここまで言及しますとかいう

情報まではまだ残念ながら私の方で持っており

ませんけれども、我々としては、健康食品でい

ろんな問題が起きている実態がございますので、

そこを少しでもなくすような方向でということ

のご依頼はしているところでございます。 
【山田(朋)委員】 次のページに「食品の安全・
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安心サポーターを育成する」とあります。今、

各地域に食改さんとかいらっしゃると思うんで

すけど、その方々がスライドでなるのか。また、

どういった対象を考えていて、どういった規模

を考えているのか、そのあたりも教えてくださ

い。 
【永橋食品安全・消費生活課長】 私どもが今や
っている、要するに一般の方々にリスクコミュ

ニケーションということで、食品の安全・安心

を理解していただく方法というのは、今申し上

げた10月に講演会をやるとか、小学校、中学校
に入っていってやると。いろんな方法を取れる

ところでは取っているつもりでおるんですけれ

ども、地域の細かいところまで入っていくこと

がなかなか難しいということがございまして、

このサポーター制度というのは、今年から始め

た次第なんです。 
 この方々が県の食品に対する安全・安心の考

え方を知っていただき、その上でその地域のお

仲間たちに呼びかけていただいて、そこに県の

職員なり、講師を頼んで、そこで話をしていき

たいというのをやっていこうと思って、5年間
で40名、県内にそういうサポーターをつくって
いきたいということで、今年初年度で8名の
方々に、今の県の考え方を3回に分けて学んで
いただくということで、先般2回目が終わった
ところでございます。 
 そういうことで、まずは第1期生の8名の方が
3回学んでいただいた上で、実際に各ご自身が
住まれている地域のところでお仲間に声かけし

ていただいて、そこに我々が次年度以降入って

いこうと思っております。 
【友田委員】 統計課の方で今般、新しい産業連
関表の作成ができていると思います。環境生活

委員会所管委員会でありますので、統計課の方

でつくられた、この産業連関表を踏まえた状況

について少しお聞かせをいただきたいと思うん

ですが、委員長、私は事前に資料をいただきま

したけど、できれば資料の配付をお願いしたい

と思います。 
【中島(浩)委員長】 はい。 

〔資料配付〕 
【友田委員】 この平成23年表をつくられて、
県内の経済状況がどうなのか、移出移入含めて、

県内総生産も含めて、そのあたりの説明をお願

いしたいと思います。 
【松尾統計課長】 まず、この産業連関表は、本
年6月に長崎県の公式ホームページにおいて公
表させていただいております。今回、冊子版と

いうことでお配りをさせていただきました。あ

わせまして、「ながさきの統計9月号」におい
て、「平成23年長崎県産業連関表について」と
いう特集記事を掲載しておりますので、コピー

をお持ちしております。あわせてご説明をさし

あげます。 
 まず、産業連関表につきまして簡単にご説明

をさしあげたいと思います。コピーの方の「な

がさきの統計」2ページ目をお開きください。
こちらの左下のところに図1で産業連関表のひ
な型というものをお示ししております。 
 産業連関表といいますのは、1月から12月の1
年間、県内で生産された財とサービスの産業間

取引、また県外のほかの地域で消費された額で

ある移出と、それから外国へ出た輸出を合わせ

た輸移出など、どのように配分されたかを全て

の産業について統一的に把握して、行列いわゆ

るマトリックスの形式で一覧表にお示しをした

ものです。縦に見ていきますと投入構造が、横

に見ていきますと産出構造を読み取ることがで

きます。 
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 続きまして、青い表紙の「長崎県産業連関表」

をお開きください。こちらの3ページの図2にあ
ります棒グラフ、それからその下にございます

表1の項目につきましては、平成23年の県内生
産額というものをお示ししております。平成23
年の県内生産額は7兆5,458億円で、平成17年の
7兆5,623億円に比べて0.2％の微減となってお
ります。 
 それからまた、1ページにお戻りいただきま
して、産業連関表についての下の図でございま

す。平成23年長崎県産業連関表からみた財・サ
ービスの流れというところをご覧いただきます

と、右側に県外に来ました輸移入、それから県

外に流れました輸移出というものの表現がされ

ております。輸移入が2兆4,675億円なのに対し
まして、輸移出が1兆9,506億円となっておりま
して、5,169億円の輸移入超過となっております。 
 続きまして、16ページをお開きください。 
 16ページ、表13の右の欄に県際収支という項
目がございます。こちらは輸移出から輸移入を

引いた額というものをお示ししております。産

業ごとに輸移出入の傾向をご覧いただくことが

できます。 
 第1次産業と第3次産業につきましては、輸移
出が多いですが、第2次産業である製造業につ
きましては輸移入超過ということになっており

ます。以上です。 
【友田委員】 詳しい分析はまたそれぞれやりた
いと思いますけれども、平成17年の表も持って
きたんですけど、さっき説明があった0.2％ほど
県内生産が減っているということです。でも、

全体でいくと、5年前は9兆8,500億円だったの
が総供給で10兆132億円になっていて、県民が
県外に使ったお金が結果的に増えて9兆から10
兆円になったと。5,000億円ぐらい増えたんだけ

ど、増えた分は県外にお金を使ってしまったと

いうことですね。だから、先ほどの県際収支で

いくと、赤字が伸びたということなんだろうな

と思っています。 
 ここは経済の委員会じゃないんだけれども、

県内経済を考える上では、やはり長崎県は県外

からも稼いでいるんですが、稼いでいる以上に

県外に出ているということがこの表で明らかに

なっていると思っています。その辺の分析はま

た別の機会にやりたいと思います。 
 あと、この作成は実際平成27年度中につくら
れるということで、｢どうなっているんですか｣

とずっと聞いていたら、｢バランス調整とか、つ

くるに当たって、いろいろ難しいところがあっ

て、そこに手間取っています｣というお話があり

ました。実際に専門家じゃないので、詳しいこ

とはわかりませんけど、これをつくっていく上

でどの辺に苦労をしたのか、バランス調整とか

どの辺が難しかったのか、少しテクニカルな部

分ですけど、教えてもらえませんか。 
【松尾統計課長】 実を言いますと、産業連関表
というものが、大体50ぐらいの統計の資料をベ
ースにしてつくり上げていく加工統計になって

おりまして、先ほど、縦の方向と横の方向を見

ると、両者が一致していますということでご説

明したんですが、そもそも持ってくる統計が異

なりますので、最初から同じということではな

くて、そこに誤差というものがあります。誤差

を埋めていくところで、どこで埋めていくかと

いうようなことを考えながら、その表の整合性

を損なわないようにする作業のことをバランス

調整と言っておりますが、1つをつくると別の
ところに不具合が生じるとか、そういうことが

ございましたので、そこで若干時間をいただく

結果になったということでございます。 
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【友田委員】 私も、県のホームページの産業連
関表を見せていただいて、詳細のデータを見る

と、すごい表がばーっと出ていますから、あの

辺を一つひとついじっていくと、多分今課長が

おっしゃるようにバランスを合わせるのは難し

いんだろうなと、そう感じました。わかりまし

た。 
 あと、構造については先ほど少し私が述べた

ので、そんなことでいいのかなと思うんですけ

ど、一昨日ですか、農水経済委員会の新聞記事

の中で、オフィス系の企業誘致と工業団地をつ

くるに当たっては経済波及効果が違いますよと

いうのが公表されていましたよね。あれは平成

23年版の産業連関表でやられたんですか。それ
は統計課でやったんですか。それとも別の部署

でやったんですか。 
【松尾統計課長】 農水経済委員会での波及効果
の試算につきましては、企業振興課の方で作成

したツールを使われたと伺っております。 
 私どもの方では、平成23年の産業連関表をも
とにいたしまして、経済波及効果の分析ツール

というものをあわせて作成いたしました。それ

は4本ございまして、現在、長崎県のホームペ
ージに公開をさせていただいておるところです。 
 それで、企業振興課につきましては、その分

析ツールの一つを使って、独自に加工をいたし

まして、雇用人数がどのくらい確保できれば、

その波及効果がどれぐらいになるのかという数

字を算出したと伺っております。 
【友田委員】 あと、この活用なんですけど、例
えば、今度、ねんりんピックをやります。ねん

りんピックをやったら、それによる経済波及効

果がこれだけでしたというのが出てきます。連

関表でやるんでしょうけど。 
 以前、私も一般質問等で提案したことがある。

本当は地域地域にこういった連関表がある方が、

これは県内全体のデータを集めてつくっている

ので、ピンポイントで例えば長崎市にどれだけ

の影響があるかというところまではいかないで

すよね。県内全体波及ですね。表そのものがそ

うなっているから。 
 だから、今後、それぞれの自治体の中でそう

いった分析をやろうという時に、やはり大もと

になっている統計課がつくった県の産業連関表

をどう加工していくかというか、地域に変えて

いくかとか、そういったことになってくるんだ

ろうと思うんですけど、市町が今後そういった

ふうに活用してやりたいという時に、県として

アドバイスできるのかどうか。合わせて、どの

ようにそこら辺を市町に伝えていくのか、その

あたりのお考えをお聞かせいただけますか。 
【松尾統計課長】 先ほども言いましたように、
分析ツール自体はもう既に公表されていますの

で、委員ご指摘のとおり、県内の波及効果でし

たら、どなたでも入力することができますし、

やり方についてご質問とかいただければ適宜お

答えするような形を取っております。 
 ただ、市町レベルの産業連関表の作成という

ことになりますと、もとになるデータそのもの

を市町が持っていないという問題もありますの

で、独自に作成するとなってくるとなかなか難

しいのかなと思っております。 
【友田委員】 先進例では、本当の基礎自治体レ
ベルでつくっているところもあって、本当はそ

こをやって、それぞれの自治体の必要な施策を

つくる上でのバックデータをきっちり持ってや

るべきだなと思うので、以前も言いましたけれ

ども、できれば県主導で振興局単位でやれば、

経済って大体そういう構造だと思うんですよ。 
 例えば、佐世保市にだって、私の地元の松浦



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２８日） 

- 12 - 

市から相当お金が行っていますし、松浦市の場

合は県外にも行っているんだけれども、そうい

う流れをある程度つかんだ上でやっていくと。 
 そういった意味では、実際に県の統計課がつ

くっておられるこのノウハウというものをそれ

ぞれの基礎自治体の担当者に伝えていっていた

だいて、そこで独自に努力していただくことが

大事だと思うので、今後そういった動きがあっ

た時にはぜひ積極的にやっていただきたいと思

いますし、県のホームページを見れば大体やり

方はわかるんだけど、その辺をもう少しかみ砕

いて、市の担当者とかそういった方々に伝える

ような活用の仕方を県主導で基礎自治体の職員

を集めてやるとか、そういった計画は今のとこ

ろないんですか。 
【松尾統計課長】 一応統計部門ということにな
りますが、市町の職員の研修会がございますの

で、その席で内容についての研修をしたいと思

っております。 
【友田委員】 わかりました。 
【吉村(正)委員】 私も産業連関表のことで一つ、
二つお聞きしたいと思うんですけれども、長崎

県の産業連関表、本当に詳しくおつくりになっ

ているなと感心します。特に造船の関連部門と

いうことで、項目が別にちゃんとあります。船

舶・同修理というやつです。これは、長崎県は

特に造船業が集積しているからということで、

こういった項目を県独自につくられているのか

なと思います。 
 同じように、長崎県は今、観光でということ

でやっているわけです。ところが、観光という

欄はないです。例えば、対個人サービスだった

り、交通関係のところにされたりとかいうこと

で、観光で今からやっていこうという時に、こ

この部分だけ抜き出すというのは非常に大変な

作業だと思うんですけど、観光の分野をどうに

か目に見える形で連関表上に持ってきて、観光

にこれだけ投入があれば、アウトプットはこれ

だけ膨らんでくるんですよというようなことが

わかりやすいと思うんですけど、その辺はいか

がでしょうか。 
【松尾統計課長】 先ほど、分析ツールのご説明
をさしあげたところでございますが、その分析

ツールの一つの中に、観光業という項目を特立

てしておりまして、イベントを何かして宿泊客

が何人泊まったら、経済波及効果がどういうふ

うに上がったというところの試算ができるよう

な形にしております。 
【吉村(正)委員】 すみません、私の質問の意図
がなかなか通じてないようです。 
 確かに、そういうことでの試算も大事だと思

うんですけれども、産業連関表というのは、要

はその地域経済において、この業界、この業種

にどのくらいのお金が行けばどういうふうにそ

れが波及していくか。 
 例えば、長崎で船をつくっているんですけど、

人間は確かに長崎市内からどっと雇われていく

と思うんですが、船をつくるのには、やっぱり

鋼船ですから鉄を買ってこないといけない。で

も、鉄は長崎から買っているわけじゃないです

ね。そういう産業同士のつながりがわかるとい

うのは、その産業連関表の大事なところです。 
 となってくれば、確かに経済波及効果も大事

ですけれども、観光を伸ばすと思う時にも、皆

さんが政策費を使われる時も、いやこれだけ観

光に投資をすれば、どの業界においても、タク

シーであろうが、バスであろうが、お土産品店

であろうが、このくらい上がってくるんですよ

というのが目に見えてわかるのが産業連関表な

んですよ。 
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 だから、せっかくここまで上等なやつをつく

られておって、それを使わないというのはもっ

たいないということで、もっと精度を高めてい

ったらどうかというご質問なんです。それが悪

いということじゃないんです。 
 確かに、ＧＤＰを出したり、そういうことに

も有効なツールでしょうけれども、私が興味が

あるのは、それぞれの産業の分散表です。この

中にもたしかありました。何ページだったかな、

ぱらぱらっと見ていたら、あったので、ああ、

いいないいなと思ったんです。感応度とか、影

響度とか、それが分散図にあったのがあったと

思うんですけど、そういうふうなものが欲しい

というか、あるからいいんですけど、もっとう

まく利用してですね。 
 さっき言った感応度とその影響度というのは、

もう皆さん専門だから、わかるでしょうけど、

いくら景気がよくなったといって、我々個人は

三菱重工に船の製作を頼まないですよ。だから、

そういう意味では、三菱重工の船づくりという

のは長崎経済においては感応度がものすごく悪

いんです。でも、影響度は強いわけです。三菱

がどんどん、どんどん船つくって売れれば、長

崎の経済は潤うわけですから。そういったもの

を分析するツールとして、皆さんがもっとうま

く使ってくださればうれしいなと思うし。 
 あと、その産業連関表の地方版をつくるにし

ても、皆さんがおつくりになる時はちゃんとサ

ーベイ法を用いてなさっていると思うんですよ。

いろんなところ、いろんな企業から、それこそ

請求書やら領収書を持ってきて、これぐらい使

っていますというのをもとにつくられていると

思うんですけれども、長崎県と長崎市とか、長

崎県と佐世保市って、産業構造が似ているじゃ

ないですか。造船もあるし、同修理もある。観

光もある程度あるとなれば、ノンサーベイ法で

つくれると思うんですよ。ノンサーベイ法とい

うのは、要は調査はしないけれども、就労人口

で割るとか、そういったことで産業連関表の各

地域版というのはできてくると思うんです。 
 そういうふうなものを、ここまでつくってい

らっしゃるんだったら、そこまで落とし込んで、

それぞれの地域の産業連関表はこれですよって、

この分野を伸ばされたらどうですかと、県の皆

様だったら、その辺のアドバイスまでできてい

くと思うんですよ。その辺をなさったらどうで

すかというご提案なんですけど。長くなってす

みません。 
【松尾統計課長】 貴重なご意見をいただきまし
て、ありがとうございます。 
 産業構造が長崎市と佐世保市はよく似ている

ということでございますが、どうしても統計と

いうものが県全体の数字になっていますので、

例えばその中に島原地区ですとか、離島地区も

含まれたところの数字になりますので、人口で

案分するとなれば、非常に誤差というところの

心配もあるのかなと思っております。そこで統

計としての信頼性ができるのかというのもあり

ますので、なかなか地域版まで踏み切れてつく

れないというところでございます。 
【吉村(正)委員】 何回も繰り返して申し訳ない
んですけれども、100％正解を求めちゃだめだ
と思うんです。長崎県がつくっている産業連関

表だって、じゃ、全部が正しいかって、そうじ

ゃないと思うんです。一つひとつ小さく見てい

った時はですね。それでいいと思うんですよ。

ざくっと、県内の経済はこういう動きをしてい

ますよ。ざくっと、長崎市の経済、佐世保市の

経済、それぞれの地域の経済は、ここにこのく

らい投入すれば、これくらいほかのところに影
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響があるんですよというのがわかる。その数字

を持っておくという、もうそれだけでまずいい

と思うんです。あと、それをどういうふうに皆

さんが利用するかというのは、それぞれの市町

でのそれこそ政策とか、そういった面も出てく

るでしょうしね。 
 その時に、長崎県としては、こういう便利な

表があるんですよというのを紹介するだけでも

いいと思うし、皆さんご存じでしょうけどね。

今はパソコンも発達しているから、行列の計算

なんていうのはあっという間にできてしまうの

で、技術的にもそう難しいことはではないと思

うんです。実は、私も長崎市の産業連関表をつ

くったことがあるんですよ。これは就労者数が

出ていますから、その就労者数で数字を割って

いったりして、つくったことがあります。パソ

コンと格闘すれば2日間でできました。 
 ということで、皆さんだったら、もっと早く

各都市版ができるでしょうから、ぜひそういう

ことをしていただいて、おっ、長崎県はさすが

だなと言われるような県になってほしいなと思

いますので、よろしくお願いします。 
【松尾統計課長】 貴重なご意見ということで承
っておきたいと思います。すみません。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
 ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、県民生活部関係の審査結果について整理

したいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時５９分 休憩 ― 

― 午前１０時５９分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 それでは、委員会を再開い
たします。 
 これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。 
 明日は、午前10時から委員会を再開し、交通
局の審査を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時 ０分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年９月２９日 

自   午前１０時 ０分 

至   午前１１時５５分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 

 〃   吉村 正寿 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

交 通 部 長 山口 雄二 君 

管 理 部 長 笠山 浩昭 君 

営 業 部 長 小川 雅純 君 

貸 切 部 長 濵口  清 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前 ９時５８分 開議 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 

 委員会を再開いたします。 
 これより、交通局の審査を行います。 
 交通局は、分科会付託議案及び委員会付託議

案がないことから、委員会による審査とし、所

管事項についての説明及び提出資料に関する説

明を受けた後、陳情審査、所管事項についての

質問を行います。 
 交通局長より所管事項説明をお願いいたしま

す。 
【山口交通局長】 今回、交通局関係の議案はご
ざいませんので、所管事項についてご報告いた

します。環境生活委員会関係議案説明資料の交

通局をお開きください。 
 今回ご報告いたしますのは、新幹線建設に伴

うターミナル移転の検討状況について、「ねん

りんピック長崎2016」への対応について、営
業・広報活動について、ドライブレコーダーの

設置について、バスの日の記念イベントについ

て、平成28年10月ダイヤ改正について、不当労
働行為に係る救済の申立てについてで、その主

な内容についてご説明いたします。 
 新幹線建設に伴うターミナル移転の検討状況

について。 
 九州新幹線西九州ルートの整備に伴い、長崎

駅及び諫早駅周辺では、再開発等関連事業が進

められており、交通局においてもバスターミナ

ルの移転について計画内容の検討を行っており

ます。 
 長崎ターミナルの移転については、乗り場全

体の効率性や利用者の利便性に配慮しつつ、駅

舎や駅前広場等と調和のとれたデザインとなる

ようイメージパースの作成などを行っていると

ころであり、新幹線開業予定の平成34年にはバ
スターミナルの供用を開始できるよう、計画の

具体化に向けて取り組んでまいります。 
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 諫早ターミナルの移転については、本年3月
に交通結節機能の強化・充実を図る新ターミナ

ルを公益的な施設と位置付け、諫早市に対して、

再開発ビル床の特定分譲の申し出を行いました。 
 今後は、平成34年度の新幹線開業前の移転に
向け、利用者の利便性を考慮した乗り場等の調

整、待合機能・表示物等の検討のほか、窓口業

務の効率化など、より具体的なターミナル機能

の検討を進めてまいります。 
 ねんりんピック長崎2016への対応について。 
 交通局では、大会期間中、選手及び関係者の

会場等への輸送手段として、延べ82台の貸切運
行を予定しており、開会式前日までの間におい

ても、大会関係者による競技会場等の下見や開

会式・閉会式のリハーサルなどの送迎用として、

延べ67台の運行を予定しております。 
 交通局としましては、大会関係者と連携を取

りながら、大会の成功に向けて取り組んでまい

ります。 
 営業・広報活動について。 
 営業・広報活動については、これまでも新た

な利用客の掘り起こし策として積極的に取り組

んでまいりました。去る6月18日には、「九州
高文連美術・工芸、書道、写真展長崎大会交流

会」が開催され、路線バスに長崎をテーマにし

たデザインを描く催しがあり、現在、そのバス

はアートバスとして長崎市内を運行しておりま

す。 
 また、雲仙温泉観光協会が実施している「お

得に雲仙温泉へ宿泊キャンペーン」への協力な

ど、地域と連携した施策も進めております。 
 今後は、高齢者を対象としたバスの乗り方・

交通安全教室やＳＮＳを活用した広報など、多

くの方にバスに関心を持っていただき、利用促

進につながる営業・広報活動の強化に努めてま

いります。 
 なお、お手元にクリアファイルを載せていた

だいておりますが、ご説明いたしましたアート

バスなど県営バスの取組に係る資料のほか、作

成しておりますバスマップやペーパークラフト

について、参考までに本日配付させていただい

ておりますので、あわせてご報告させていただ

きます。 
 ドライブレコーダーの設置について。 
 交通局では、安全性並びに輸送サービスのさ

らなる向上に取り組むため、ドライブレコーダ

ーの導入を進めており、本年7月末までに全て
の車両に設置が完了いたしました。また、高速

バス車両18台については、営業所でリアルタイ
ムに位置情報や運行状況の映像が確認できる通

信システムを導入しており、バスジャック対策

等の安全面の強化を図っております。 
 ドライブレコーダーの導入により、事故発生

時の検証が容易となり、適切な指導・教育に貢

献をしております。 
 今後は、事故の再発防止策を講じるとともに、

乗務員の体験に基づいた危険箇所の情報などを

収集し、事故を未然に防止するなど、一層の安

全性と輸送サービスの向上に努めてまいります。 
 次に、別冊でお配りをしております追加2を
お開きください。 
 バスの日の記念イベントについて。 
 明治36年9月20日に日本で初めて路線バスが
運行されたことから、9月20日が「バスの日」
に制定され、毎年、記念のイベントを実施する

ことといたしております。 
 今年度の取組としては、九州のバス事業者で

は初めてとなるバス型のぬいぐるみ「赤バス走

るぬいぐるみ」を5,000個製作し、一般販売を行
うことといたしました。また、空港線リムジン
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バスの新型車両を導入したことから、10月1日
に開催される長崎空港「空の日フェスタ」へご

応募いただいた子ども連れのご家族を新型車両

で無料送迎することといたしております。 
 さらには、9月23日に、長崎市油木町の長崎
交通公園において、赤迫保育園の園児約50名を
招待し、交通安全教室を実施いたしました。今

後も日頃のバス利用への感謝を込めた催しを企

画し、県営バスの利用促進を図ってまいりたい

と考えております。 
 平成28年10月ダイヤ改正について。 
 本年4月1日に実施いたしましたダイヤ改正
以降、利用者からの要望へ対応するため、また

交通局の路線展開方針の一つであります高齢者

等の通院や買い物など昼間の時間帯の需要を捉

えた運行を実施するため、10月1日付で一部ダ
イヤ改正を行うこととしております。 
 ダイヤ改正の具体的な内容は、これまで直行

便のなかった滑石団地から長崎原爆病院及び長

崎市もりまちハートセンターを結ぶ路線を新設

することにより、高齢者や障害者の方々の利便

性を向上させたいと考えております。そのほか、

学校からの要望を受け、長崎東高及び西陵高校

の登下校便について、途中経路の一部変更を行

うことといたしております。 
 次に別冊でお配りしております追加3の不当
労働行為に係る救済の申立てについては、補足

説明資料を配付させていただいております。内

容については後ほどご説明させていただきます。 
 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

をいたします。 
【中島(浩)委員長】 次に、営業部長及び管理部
長より補足説明の申し出があっておりますので、

これを受けることにいたします。 

【小川営業部長】 おはようございます。新幹線
建設に伴うターミナルの移転の検討状況につい

て補足して説明をさせていただきます。お手元

に配付しております環境生活委員会補足説明資

料の1ページをお開きください。 
 新長崎ターミナルの概要について説明させて

いただきます。 
 長崎ターミナルの移転につきましては、昨年

11月及び本年2月の本委員会において、トラン
ジットモール線を活用したターミナル機能につ

いてお示しをし、その後、長崎市や県の関係部

局等と連携を図りながら検討を進めているとこ

ろでございます。 
 新長崎ターミナルの移転案につきましては、

新幹線と在来線の高架に挟まれた敷地約600平
方メートルの土地に、新幹線や在来線の高架橋

の地上高が約12メートル程度であることから、
3階建ての建物を建設することを想定し、検討
を行っております。 
 なお、建物の高さにつきましては、駅周辺へ

の景観への配慮や将来のメンテナンス性などを

考慮し、高架橋の高さを超えない範囲で検討を

行っているところでございます。 
 フロアの配置につきましては、1階部分に待
合スペース、案内・発券機能などを配置し、乗

り場につきましては、トランジットモール線に

4～5バース程度の設置を想定し、関係機関と協
議を進めております。 
 また、長崎市の都市計画において、移転候補

地の区域には建築条件の指定がございます。建

ぺい率が80％以下、容積率が400％以下となっ
ており、前面の道路境界から2メートル以上の
セットバック、いわゆる壁面後退という条件や

新幹線及び在来線の高架橋との近接協議が必要

であり、これらの条件の範囲内で検討を行って
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おります。 
 長崎ターミナルは、主に県外を結ぶ高速バス

や県内の都市間を結ぶ路線の発着拠点となって

いることから、1日当たり約300便が発着してお
り、当局以外のバス事業者では県内2社、県外6
社のバスが発着しております。新しいターミナ

ルにおいても、基本的には現在と同様の発着数

を想定しております。 
 次に、2ページをお開きください。 
 この図面は、新長崎ターミナルの移転案の位

置図を示したもので、長崎市が作成した長崎駅

周辺土地区画整理事業の計画図にターミナルの

移転案を重ねたものでございます。新しいター

ミナルは、図の中心部に赤い丸で囲んだ位置に

移転することとしており、新駅舎に近接した立

地であることから、バス、ＪＲ相互の利便性は

高く、本県を訪れる観光客にとりましても利用

しやすいものと考えております。 
 具体的には図の右下に拡大した図を示してお

りますが、トランジットモール線に乗り場を設

置し、新幹線の高架と在来線の高架に挟まれた

台形状の土地に待合所や発券・案内機能を設置

することとしております。 
 次に3ページをお開きください。 
 このイメージ図は、現在検討中の新しいター

ミナルのイメージをできるだけわかりやすくお

伝えするために作成したものでございます。今

後の長崎駅周辺エリアデザイン調整会議におけ

る調整や局独自に検討を進めていく中で、配置

やレイアウトなど変更となる可能性があること

をご了承いただければと思っております。 
 左側にお示ししておりますのは、トランジッ

トモール線側からターミナルの出入り口方向を

見たイメージ図でございます。バス乗り場は、

4から5バース程度を想定し、県外高速バスや県

内の都市間路線の発着に対応したいと考えてお

ります。外観については、駅周辺環境のデザイ

ンとも調和の取れたものとなるよう、関係機関

との連携を図りつつ検討を進めてまいります。 
 右側の上段の図は、ターミナルの正面入り口

を入ってすぐのエントランススペースを示した

内観イメージ図でございます。 
 右側の下の図でございますが、エントランス

スペースから奥の方に進みましたところにござ

います窓口・待合スペースのイメージを示して

おります。 
 このように、バスをご利用いただくお客様に

とって、わかりやすく待ち時間を快適にお過ご

しいただけるようなバスターミナルとなるよう、

検討を進めているところでございます。 
 今後は、発券・窓口等の機能面や利用者の動

線を考慮した案内方法の研究など、より具体的

な検討を行ってまいります。 
 続きまして、新諫早ターミナルの状況につい

てご説明させていただきます。4ページをお開
きください。 
 諫早ターミナルの移転につきましては、諫早

市が進める駅周辺の再開発事業に合わせ、乗り

場を駅前広場に設けるとともに、待合・案内所

等を再開発ビル内に設置する計画で検討を進め

ております。 
 待合所等につきましては、面積約200平方メ
ートルの床を再開発ビル内に確保し、案内・発

券機能等を配置することとしております。なお、

本年3月には、諫早市に対し、再開発ビル床の
特定分譲を申し出ており、今後、諫早市が策定

する管理処分計画において反映されることとな

っております。 
 乗り場につきましては、駅前交通広場に6バ
ース程度を設けることを想定しております。 
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 諫早ターミナルは、諫早市内線のほか、長崎

空港や長崎医療センターなど大村方面への路線

バス、長崎までの高速シャトルバスなど、多く

の便が毎日発着しております。また、県営バス

だけではなく、島原、南島原、雲仙、小浜を結

ぶ島鉄バスが運行する路線バスや島鉄バスと西

鉄バスが共同運行している高速バスの福岡・島

原線の発着も行っております。ターミナル移転

後も、現在と同様に1日当たり約700便の発着を
想定しております。 
 次に5ページをご覧ください。 
 この図面は、諫早市が策定した諫早駅整備デ

ザイン計画検討会議報告書の中から抜粋したも

のでございます。 
 諫早駅周辺の再開発事業の事業スケジュール

を右側上段にお示ししております。ターミナル

機能が入るビルの整備は平成31年度の完成予
定、乗り場となります駅前広場の整備は平成32
年度の完成予定となっていることから、今後と

も、諫早市と緊密に連携を取りながら準備を進

めてまいりたいと考えております。 
 次に、6ページをお開きいただければと思い
ます。 
 この図面は、再開発ビル内に設置予定のター

ミナル機能を示したものでございます。 
 バスをご利用いただくお客様にとって、待ち

時間を快適にお過ごしいただけるターミナルに

したいと考えております。また、新幹線を利用

して本県を訪れる観光客にとっても、安心して

バスをご利用いただけるよう、乗り場案内や行

き先表示など、具体的な検討を進めてまいりた

いと考えております。以上をもちまして補足説

明を終わらせていただきます。よろしくご審議

賜りますようお願いいたします。 
【笠山管理部長】 おはようございます。自治労

連長崎公共交通労働組合等からの不当労働行為

救済の申立てについて、補足して説明をさせて

いただきます。 
 お手元の資料の当該資料について1ページを
お開きいただくよう、お願いいたします。 
 申立ての概要でございますが、その枠内に記

載しておりますが、当局の労働組合の一つであ

る長崎公共交通労働組合、これは平成26年10月
に設立されたものでありますが、組合と組合員

3名から、以下の内容により、交通局を相手方
として、不当労働行為に係る救済の申立てが県

労働委員会へなされました。 
 当局といたしましては、今後、労働委員会に

おいて行われる審査の中で、不当労働行為は行

っていない旨の主張をしてまいりたいと考えて

おります。 
 その概要でございます。1として、申立人は、
先ほど申し上げましたように自治労連長崎公共

交通労働組合、執行委員長右田洋一と同組合員

3名の連名でございます。 
 組合でございますが、その下に記載しており

ますとおり、当局には2つございまして、長崎
交通労働組合、こちらを以下、長交労組という

言い方をさせていただきます。その下に書いて

ございます長崎公共交通労働組合、組合員11名
でございますが、こちらを公共交通労組という

ことで申し上げたいと思っております。 
 この公共交通労組とその組合員から今回申し

立てがあったということでございます。 
 2として、申立日でございますが、本年9月7
日に労働委員会に提出され、受理されておりま

す。ただ、※に記載しておりますとおり、交通

局に対しては、申立書の写しは一昨日の9月27
日に送付されたところでございます。 
 次に2ページをご覧いただけますでしょうか。
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3として、申立ての主な内容でございます。申
立ては、大きく4つに分かれておりまして、そ
のうち3つの個別の事案が、先ほどお話いたし
ました申立人3名の個々の事案となっておりま
す。 
 ①といたしておりますが、元貸切運転士によ

るガイドへのセクハラ事案についてです。点線

の枠内に記載しておりますのが、申立人の主張

を要約したものでございます。 
 まず、申立人Ａとさせていただいております

が、申立人Ａは、貸切乗務員であった平成21年
当時、事実ではないセクハラ行為について、交

通局から反省文の提出を強要された上、貸切乗

務から乗合乗務へ変更され、手当額の減少など

経済的な不利益を受けたとし、申立人Ａを希望

する貸切乗務に就かせない措置は何ら正当な理

由はなく、不利益な差別的取扱いであり、交通

局は申立人Ａを直ちに貸切バス乗務員として取

り扱うことを求めております。 
 以下に記載しておりますのは、これに対する

交通局の考え方でございます。 
 まず、平成21年当時、申立人Ａによる貸切バ
ス運行中のセクハラ行為について、複数のバス

ガイドから訴えがあったため、申立人Ａを含む

関係者に確認を行いました。その結果、申立人

Ａ本人が事実を認め、反省文の提出がなされて

おります。反省文の提出については、交通局か

ら強要したという事実はございません。 
 貸切乗務については、貸切業務の性質から、

特に協調性や適応性が重要と考えており、特に

セクハラ行為や男女間の問題が生じることのな

いよう、職場の規律確保を重視しておるところ

でございます。 
 本事案においては、複数のガイドからの訴え、

及び申立人Ａからの聴取結果を踏まえ、申立人

Ａの乗務形態の変更を行ったものでございます。 
 なお、乗合乗務と貸切乗務で任用上の取扱い

や給与制度が異なることはなく、あくまで乗務

員の適性等を踏まえた乗務形態のあり方である

ことから、本事案のような貸切から乗合への乗

務の変更については、不利益な差別的な取扱い

とは考えておりません。 
 次に、3ページをお開きください。 
 2つ目の事案でございますが、②貸切運転業
務の序列に関する事案でございます。 
 申立人の主張でございますが、本来、貸切・

高速・路線の乗務担当者については、交通局が

決めるのが当然であるが、長交労組の支部役員

の判断で決められているとし、申立人Ｂは、長

交労組から貸切乗務の序列を変えられ、貸切乗

務を外されたり、貸切予備乗務としてしか乗務

できていないとしております。 
 交通局は、この事態を放置しているとした上

で、直ちに予備ではなく貸切乗務員として配属

すること等を求めております。 
 ここで貸切予備乗務と申しますのは、通常は

乗合バスに乗務し、貸切の繁忙時期に貸切バス

に乗務を行う担当業務でございます。 
 これに対し、交通局の考え方でございますが、

貸切運転業務については、交通局において、業

務を希望する職員の中から、運転技術や健康面、

接客接遇面、勤務態度など貸切業務への適性を

総合的に判断をさせていただいた上で勤務させ

ております。その際、実際に運行に当たってい

る現場の意見を参考として聞くこととしており

ますが、あくまで交通局において決定しており

ます。特定の組合が決定し、交通局がそれを放

置しているという事実はございません。 
 ①の案件と同様に、貸切から乗合への乗務の

変更については差別的な取扱いであるとは考え
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ておりませんで、さらに貸切乗務の序列という

ものはなく、あくまで乗務員の適性等を踏まえ

て、個別に判断をいたしておるものでございま

す。 
 次に4ページをご覧ください。 
 3つ目の事案でございますが、運転士による
公金横領疑惑事案でございます。 
 申立人Ｃは、長交労組組合員から、過去に「申

立人Ｃが公金を窃取した」といううわさを職場

で流されたとし、これは長交労組が公共交通労

組の弱体化を狙い、交通局と共謀して申立人Ｃ

を誹謗中傷しているものとしております。 
 交通局は申立人Ｃに対する公金横領疑惑につ

いては「申立人Ｃによる公金着服の事実はなか

った」と公表すること等を求めております。 
 これに対し、交通局としましては、平成27年
10月の公共交通労組との組合交渉の場で本件
についての話がありました。事実であれば重大

な問題であることから、本年3月まで慎重に調
査を実施してまいりました。 
 調査の結果、申立人Ｃが公金を着服したとい

う事実も、着服しなかったという事実も確認で

きなかったものであり、このことについては申

立人の組合へも十分説明を行ってまいったとこ

ろでございます。 
 また、交通局が長交労組と共謀しているとい

う事実はございません。 
 その他でございますが、4つ目になりますが、
労働組合の所属の如何によって、一切の不利益

的差別的取扱いをしてはならないとの申し立て

がございますけれども、これまでも不利益的差

別的取扱いは行っておらず、今後も労働組合法

等の趣旨を踏まえ、適切に対応していくことと

しております。 
 今後でございますが、本年10月以降、来月以

降、労働委員会の審査が行われる予定とお聞き

しておりまして、交通局としましては、一昨日

届きました申立書の内容を十分精査しました上

で、不当労働行為は行っていない旨を主張して

まいりたいと考えております。 
 申立ての概要等につきましては以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性の確保などに関する資料」について説明

をお願いいたします。 
【笠山管理部長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料についてご説明いたしま

す。 
 まず、1,000万円以上の契約案件について。 
 本年5月から8月までの実績は、資料の1ペー
ジに記載のとおり、計3件となっております。 
 次に、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、本年5月から8月までに県議会議長宛て
にも同様の要望が行われたものは、諫早駅周辺

整備事業への協力と支援についての1件となっ
ており、それに対する県の取扱いは、資料の3
ページに記載のとおりであります。 
 附属機関等会議結果報告については、第22回
長崎県営バス経営評価委員会の1件となってお
り、その内容については資料の4ページに記載
のとおりでございます。 
 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。 
【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳
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情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 
 陳情書について何かご質問はございませんで

しょうか。18番の諫早市からのみになっておる
ようです。 
【大久保委員】 諫早市から唯一陳情があるとい
うことでありましたので、ちょっと質問させて

いただきます。 
 平成34年の新幹線の開業に向けて、着々と計
画が進んでいるわけでありまして、今、部長の

方からも新長崎ターミナルと新諫早ターミナル

の両方について説明をいただきました。新諫早

ターミナルということでちょっとお尋ねしたい

と思います。 
 今の県営バスターミナルが昭和44年完成、築
46年ということでありまして、いずれその機能
が新しい駅ビルに入るということであります。

そういう中で、今現在の諫早ターミナルが新し

い駅ビルに入った後、どうなっていくのかなと

いう感じがするんですけれども、何か大まかな

計画があればお示しいただきたいと思います。 
【小川営業部長】 現在の諫早ターミナルの今後
の見通しということだと思いますが、委員ご指

摘のとおり、現在の諫早ターミナルにつきまし

ては、かなり老朽化が進んでおるということで

ございます。 
 私どもといたしましては、ターミナル機能を

新しくできます諫早駅前の方に移転をしました

ら、現在のターミナルについては解体をしたい

と考えておりまして、その跡地利用につきまし

て、現在どういう用途に使った方がいいのか、

また、どのような事業手法が望ましいのか、ま

た、諫早市が考えられているまちづくり等に配

慮したものとなるように、その分についての調

査関係を今現在行っております。 

 それにつきましては、まとまり次第、また当

委員会の方にもご報告をさせていただきながら、

諫早市からの意見も聞きながら、今後、検討を

進めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 
【大久保委員】 新しく機能が駅ビルの方に入り
ますので、新幹線も通るとなると、まさにその

駅を結節点とした新しい交通体系ができるのか

なと思います。そういう意味では、今のターミ

ナルというのは駅のちょうど真正面にあって、

その前の道路が狭いということもあって、将来

的にはその道を拡幅して、またその結節点とし

ての機能を果たしていきたいという諫早市の希

望もあったと思います。そうなると、今の県営

バスのターミナルのところは、道路として幾分

スペースを取られるということも可能性として

あるわけでありますが、その辺はもう把握はさ

れてありますか。 
【小川営業部長】 諫早市の方からはまだ具体的
な計画は出ていないんですが、今の諫早駅舎か

ら本明川に向けて道路が非常に狭いという部分

と歩道が確保されていない、そういうものにつ

いても確保したいというお話はいただいており

ますので、そこを見越した形で、私どもも跡地

の利用について計画検討を進めていくという形

で、そこは諫早市の方と十分に連絡を取りなが

らやらせていただいているというところでござ

います。 
【大久保委員】 小川営業部長は以前諫早市にも
出向という形でおられたので、諫早市との連携

はよく取れるのかなと思っております。 
 そこで、今の県営バスターミナルが、道路を

拡幅した時に敷地を取られる可能性もあると。

残りのスペースは、大まかに売却の予定なのか、

あるいは貸す、あるいは県交通局として自前で
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建て替えをするのか、その辺だけでもわかる範

囲で教えていただければ。 
【小川営業部長】 諫早ターミナルの土地につい
ては、唯一私どもの単独所有の土地でございま

すので、そこをどう有効に活かしていくかはや

はり考えていかなきゃいけないと思っています。

その上で、先ほど申し上げましたように、どう

いう形での利用をしていくのか。 
 例えば、諫早駅周辺整備事業につきましては、

現在、県央振興局側のところに大規模な駐車場

の計画がございますので、それとかぶるような

駐車場的な用途の利用というのは多分できない

かと思っておりますので、そういうものも含め

まして、ほかの用途として諫早市のまちづくり

に配慮した形で使うと。その場合に、いわゆる

私どもが自己所有でもって自分で建物を建てた

方がいいのか。ほかのいわゆる借地等々のケー

スもあるでしょうし、また、いろんな事業の手

法で民間活力を活かしたという形もあり得ると

思いますので、事業手法も含めて、現在検討を

行っているというところでございますので、そ

ういう整理ができた段階で、またご報告、ご相

談をさせていただきたいと思っております。以

上でございます。 
【大久保委員】 今、近隣に新たな駐車場が恐ら
くできるだろうから、そこはかぶる可能性があ

るのでということでした。 
 いろいろ考えた時に住居施設なのか、商業施

設なのか、あるいはレジャー施設なのか、いろ

んな選択肢があろうと思います。いろいろこれ

から調査の中で決定をしていくと思うんですね。 
 それから、県営バスターミナルの隣に西友が

ありましたけれども、なくなって、その後どう

なったか、はっきり我々も情報として入りませ

ん。民間の投資といいますか、開発をされるん

でしょうけれども、そこもどういう施設になっ

ていくのかというのを読みながら、もともと西

友の施設と県営バスターミナルは2階でつなが
っていましたので、そこらあたりもやっぱり連

携した取組が必要になってくるのかなと思いま

す。 
 大体の時間的なスケジュールとして、いつ頃

までに大体明らかになりそうですか。どういう

のができるとか、わかりますか。 
【小川営業部長】 先ほど補足説明をさせていた
だきました中で、現在のターミナル機能といい

ますか、待合機能等々が入る再開発ビルができ

る予定が今平成31年度でございまして、バスの
乗降場ができる交通広場の整備が平成32年度
にできるという形になっておりますので、大ま

かにいきますと、平成32年度から平成33年度に
かけまして、現在のターミナル機能を駅前広場

の方に移すと。順調にいきますと、そういうス

ケジュールになろうかと思っております。でき

たら、その後に今の建物を解体をして、何らか

の形で活用を図るという形になろうかと思って

いますので、そこを想定しますと、平成30年度
ぐらいまでには、一つの方向性、形、こういう

方向でいきたいというものは一定ご報告、ご相

談をして決定をしていく必要性があるのではな

いかということで考えております。 
【大久保委員】 開業予定の1年か2年前にはも
う移転をするので、さらにその1～2年前ぐらい
には大きな方向性が出るというお答えだったか

なと思います。ぜひ市民の皆さん、あるいは市

の意見も十分聞きながら、ぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。 
 それから、最後ですけれども、ターミナルの

機能は駅ビルに行きますが、ターミナルの中の

店舗の皆さんたちはどんな感じになりますか。 
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【小川営業部長】 現在、私どもの諫早ターミナ
ルの2階で商業関係で店舗が数店入っておりま
すが、使用許可という格好で今ご利用いただい

ているわけでございますけれども、一応そこの

皆様ともお話し合いをする機会を何度か設けて

おりまして、今の時点としては、平成32年度ま
ではご入居いただけるという方向で話をしてご

ざいますので、そこまでについては今の状態の

ままご利用いただけるのかなと思うんですが、

当然、解体をすることによって、それぞれ独自

に営業を続けられるのか、また、ほかの場所を

見つけて営業されるのか、今後各々に判断され

ていかれるのかなということで考えております。 
【大久保委員】 このターミナルが築46年とい
うことですから、店舗の皆さんも長年そこで商

売をされていまして、その分高齢化もされてい

て、新しくなった時にはまた新たな投資が出現

するわけですから、そこのところは非常に悩ま

れると思うんです。ただ、一方でやっぱり長年

されているからこそ、顧客を持っておられる店

舗もありますので、そういう意味で新天地でチ

ャレンジをするという時にはぜひ県交通局とし

ても特段の配慮みたいなのをしていただければ

幸いかなと思いますが、どうですか、最後。 
【小川営業部長】 私ども、かねてから、そちら
の店舗の皆さんとお話する中でも、もし例えば、

諫早市が整備をされる再開発ビルの方に新たに

店舗スペースを構えたいということであれば、

私どもの方としても、諫早市の方にぜひご配慮

をいただきたいというお話はさせていただきま

すという申し伝えはしてございますので、今の

ところ、特段そういう申し入れはあっていない

ということでございますが、今後、もしそうい

うお話が出てくれば、諫早市の方に十分そうい

うお話はしていきたいと考えております。以上

でございます。 
【大久保委員】 わかりました。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。 

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【山田(朋)委員】 1,000万円以上の契約状況一
覧表の2です。バスボディの改造工事というこ
とで5,918万4,000円、バス車両14台の分が上が
っておりますが、これはノンステップバスへの

改造と理解していいですか。その中身を教えて

ください。 
【小川営業部長】 このバスボディ改造工事でご
ざいますが、これにつきましては平成15年、平
成16年式の通常の乗合バスが、一定車齢が経っ
ているものですから、その改造工事。それと平

成20年の高速車両、それと平成16年の貸切大型
車の車両が、やはりいずれも一定期間が経って

おりますので、外観の塗り替えとか、もしくは

中のシートの張り替えだとか、そういうものの

それぞれの改造を行っているということでござ

いまして、ノンステップ、ワンステップ等々の

改造を行っているということではございません。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 今、多分計画的にやっていただいているかと

は思いますけれども、まだまだやっていかない

といけないというのがどれくらいあるのか、そ

れぞれ計画があるものを教えていただいていい
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ですか。 
【小川営業部長】 このボディ改造でございます
が、概ね12年をめどに今実施をしております。
当初新車で買って、それから約12年ぐらい経ち
ましたら、このボディ改造を1回かけまして、
その上で車両更新は、20年以上使う分もござい
ますが、概ね目安として20年という形で利用さ
せていただいておりますので、一定年数がくれ

ば、それぞれの車両の状態を見ながら、ボディ

改造等々をさせていただいているところでござ

います。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 もう一点伺いたいと思います。4ページの長
崎県営バス経営評価委員会の中で、一番最後の

ところに乗務員の定着について書いてあったか

と思います。県営バスはよく存じませんが、民

間はあまり定着をしないようなことが書いてあ

るように感じたので、どういった勤続年数なの

か、そのあたりを教えてください。 
【笠山管理部長】 運転手の離職率について調査
したことがございまして、1年目、2年目、5年
目までどういう形で離職をしていくのかという

ことなんですが、国土交通省が調査をしたこと

がございまして、大手35社なんですけれども、
1年目で29％が離職、2年目が28％の離職という
ことに対して、私ども交通局と県央バスの県営

バスグループでは、1年目で14％、2年目で16％、
これは平成24年度から平成26年度の退職者に
ついて調査したものでございます。国のほうは、

平成24年度の退職者について調査したもので
ございます。若干時期は違っておりますが、離

職率という言い方で言いますと、若干うちのほ

うが少ないというふうな調査はございます。 
 勤続年数の方は、ちょっと資料を用意して後

ほどご説明します。 

【麻生委員】 おはようございます。環境生活委
員会の政策過程の関係の中で、審議事項の中の、

4ページですけれども、返納パスのこととか書
いてあります。前回説明ありましたけれども、

実は乗合バスは、普通のマイカーと競合関係が

顕著でありますが、特に諫早関係は県央バスが

今運行されていますが、どっちかといったらマ

イカーの使用率が高い、なかなか採算性が合わ

ないという状況もあろうかと思いますが、今、

返納パスを使われて、戦略的に検討して高齢者

を囲い込みとかいう形をされておりますが、こ

の状況で今、評価といいますか、皆さんからの

感触だとか、県営バスに寄せられている要望だ

とかいうのは上がってきているんでしょうか、

教えてもらっていいですか。 
【小川営業部長】 免許返納者パスの状況という
ご質問だと思いますが、6月から諫早市、大村
市の区域内で開始をさせていただいております。

現在の利用者数というのが、諫早市、大村市で

約20名のご利用をいただいておりまして、1月
3,000円のフリーパスでございますので、この
方々はほとんど毎月更新をしていただいている

というような状況でございます。 
利用者の声でございますが、私ども、今回の

免許返納者パスにつきましては、社会実験とし

て取り組ませていただいておりますので、現在、

利用者の方々から、毎月利用を終わった後にア

ンケート調査を実施させていただいておりまし

て、そこの中で例えば、もう少し料金を安くし

てほしいとか、このくらいでいいとか、例えば

利用区間について諫早市だけじゃなくて、諫早

市、大村市両方行けるようにしてほしいとか、

そういうお声もいただいておるところでござい

ます。 
 今後は、そういうご利用をいただいているお
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客様の声、それと私どもはその収支に与える影

響等々踏まえて、どういう料金設定が適正なの

かという部分もございますし、その利用の範囲

についても十分に検討を行いながら、本格実施

に向けて準備を進めてまいりたいと考えている

ところでございます。以上でございます。 
【麻生委員】 今後、高齢化に伴う新しい戦略だ
と思うんですけれども、2点この点でお尋ねし
たいのは、今、諫早市、大村市でやっていらっ

しゃることについて評価を受けながら、長崎市

だとか、こういう県営バス主体の地域に展開を

図る考えがまずあるのかどうかが1点。 
 あと1点は、やっぱり高齢者が回るというの
は広域じゃなくて、どっちかといったら病院だ

とか、買い物だとか、そういう小さなエリアで

やられるんですね。だから、高齢者パスといっ

ても越境じゃなくて、駅中心だとか、商店街中

心、病院中心の循環バス的な要素を、県営バス

としても戦略的な検討があるのかどうか。要は

循環バス的な要素です。その2点をお尋ねした
いんです。 
【小川営業部長】 私ども、前の6月定例会の委
員会の方でもお答えをさせていただいたと思い

ますが、現在、免許返納者パスについて社会実

験を1年間ということで実施をさせていただい
ておりますので、今後、免許返納者パス、また

は将来的に高齢者パスの実施につきまして、現

在社会実験をやっております諫早市、大村市だ

けではなくて、長崎市も含めた形で導入につい

て検討を行っていきたいと思っております。当

然、地元でありますそれぞれの自治体とのいろ

んな協議調整ということも必要になろうかと思

っております。 
 あと、その運行のあり方でございますが、私

ども、高齢者に特化をした、例えば通院だとか、

お買い物というものでご利用いただくようなこ

とで考えておりまして、平成27年の4月からは、
それまで交通空白地帯であったんですが、片淵

線の運行を始めまして、実はそれぞれの便に16
人の座席しかない車両でございますけれども、

立席が出るほどご利用いただいていると。ほと

んど主婦、もしくは高齢者の方で、通院もしく

はお買い物でご利用いただいているということ

でございます。 
 今回、先ほどご説明いたしました10月のダイ
ヤ改正につきましても、長崎市北部の滑石の方

から原爆病院、ハートセンター向けに平日の昼

間だけでございますが、運行させていただく予

定にしておりますけれども、この分につきまし

ても、狙いとしては、いわゆる高齢者、もしく

は障害者の方のお買い物だとか、もしくは通院

という形で、ご要望もあっておりますので、そ

ういうことにぜひお使いいただければというこ

ともありまして、今回のダイヤ改正を行ったと

いうことでございますので、今後も高齢者、も

しくは障害者を含めて通院とか、お買い物とか

に対するダイヤ、もしくは路線の引き方につい

ても十分研究を行いながら、地域のニーズに応

えられるように検討を進めてまいりたいと考え

ております。 
【麻生委員】 わかりました。6月にも1度お尋
ねしましたけれども、社会実験でしょうから、

ぜひデータを取らせていただいて、なかなかま

だ少ない数で、どれだけ評価があるかというこ

とはわかりませんが、ぜひ前向きに検討してい

ただきたいと思います。 
 あと1点、この議題の中に書いてあるかどう
かわかりませんけれども、新しい営業・広報活

動とあります。実は、この前から県営バスが長

崎ペンギン水族館と一緒になってやっていらっ
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しゃるペンギン号ですか、これは長崎ペンギン

水族館との共同ですけどね。（発言する者あり） 
【中島(浩)委員長】 この一番最後の会議につい
てでしょう。 
【麻生委員】 はい。そういう中で営業活動をさ
れていらっしゃるので、ある意味ではおもしろ

い取組かなと思っていまして、もっと営業の状

況をそういうとことうまくかみ合わせた形で、

そういう話が経営評価委員会の中では今回は上

がってこなかったのかどうかと思っているんで

すけれども、その点についてはどうなんですか。 
【小川営業部長】 かねてより長崎ペンギン水族
館の方からは、ぜひペンギン水族館としてのそ

ういう売り出しをしたいとか、利用者の利便性

を高めてもっと多くご来館いただくような取組

をしたいというお話もございまして、私ども、

実は昨年から長崎ペンギン水族館向けにつきま

しては、バスに長崎ペンギン水族館の絵を入れ

たりとか、いろんな形で向こうの管理者側と協

議をさせていただきながら進めさせていただい

ております。 
 そのほかにも、私どもとしては、できるだけ

関係するところと連携をした取組として、今年

のダイヤ改正の表紙にも使っているんですが、

例えば、諫早市の小長井ではフルーツバス停と

いうのが有名なんですが、そのフルーツバス停

を模したフルーツレンジャーというのを地元で

つくっておられますので、そういうものをイベ

ントに招いて、一緒にコラボした企画をやった

りとか、中には、そういうものを私どもの車両

のラッピングに使いたいというお話も来ており

ますので、できるだけ企業との連携だとか、も

しくはそれぞれの地域ごとの連携というのをよ

く地元の方ともお話をしながら、今後とも進め

てまいりたいと考えております。 

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。 
【笠山管理部長】 先ほど委員からご質問があっ
た件で、補足してご説明をさせていただきます。

説明が不十分だったかと思いまして、申し訳ご

ざいません。 
 離職率の数字なんですが、数字は間違いない

んですけれども、交通局の方の調査というのは、

平成24年度から平成26年度までに退職された
方の中で勤続年数1年目の退職者が14％、2年目
の退職者が16％、国の方も同じような考え方の
数字でございます。 
 それから、勤続年数でございますが、まず、

交通局の県営バスグループの正規職員の勤続年

数ですけれども、今年の4月1日現在で17.04年
となっております。嘱託の方なんですけれども、

私ども、採用をした場合には嘱託という身分で

雇用契約をさせていただいておりまして、委員

ご指摘のとおり、定着を高めるためにいろいろ

な取組を行ってまいりました。一つが処遇を改

善するということもございますが、やはり将来

に希望を持って働いていただくということが何

よりという考え方もございまして、勤続5年以
上の嘱託の方を対象に正規化というのをやって

おります。 
 これについては、交通局の正規化でございま

すけれども、従来は定年退職者に応じた数の正

規化をしておったんですが、この数を平成25年
度に6名、平成26年度に8名と拡充を行い、昨年
度15名ということで拡大をさせていただきま
した。こういう取組を進める中で、申し上げま

したように将来に希望を持って県営バスグルー

プで働いていただくということの取組を進めて

おるところでございます。以上でございます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
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でしょうか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 それでは次に、議案外所管
事務一般について、質問はございませんでしょ

うか。 
【吉村(正)委員】 ご説明いただいた新長崎ター
ミナルの概要について、ちょっと心配な点が2
～3ございますので、ご質問させていただきた
いと思います。 
 まず、2ページ、平面図、これに交通の新し
い結節点ということで、トランジットモール線

にバスターミナルの配置をするようにしている

んですよというお話なんですが、そもそもこの

新しいトランジットモール線ですけれども、長

崎市の方で都市計画決定がなされているのかな

と。電車がもう入らないというふうに、これは

決めているんですね。電車が入ってこないとい

うことは、交通結節点の大きな一つのツールを

失っているということなので、それが果たして

長崎にとって最善の場所なのかという疑問が1
つ出てくるのと。 
 あと、そもそも都市計画決定がなされないと

ころでこういう計画で、ターミナルですからい

いんでしょうけど。まず、その2点お答えいた
だきたいと思います。 
【小川営業部長】 まず、新長崎ターミナルの移
転の場所の件でございますけれども、都市計画

決定につきましては、もともと電車が入るとい

うことでトランジットモール線という形の表示

になって、それに向けた形で特殊街路という形

での都市計画決定がなされております。長崎市

と協議をしていく中で、電車が入らないという

こともございますので、これを一般街路化する

という形での都市計画決定の変更手続をされる

というお話を聞いておりまして、そこも含めて

連携を取りながら、長崎市と協議をさせていた

だいているというところでございます。 
【吉村(正)委員】 もう一つ心配なのが、新長崎
ターミナルを建設するに当たっての需要予測で

す。新幹線の駅ですよね。これを見ると1ペー
ジに、これが需要予測になるんでしょうけれど

も、1日当たりの利用人員が約5,000人で、1日
当たりの発着便数が平日で303便と書いてあり
ます。これを果たして我々はこのまま受け取っ

ていいものかどうかというのを非常に今迷って

います。 
 というのが、新幹線の新しい駅なんですよ。

どこと結ばれるかというと、ここに書いてある

県外高速バス、福岡、北九州、熊本、鹿児島。

このあたりは新幹線の方がはるかに便利で早く

なる。バスの値段がどれくらいになるかわかり

ませんが、わざわざバスを利用するんだろうか

ということもちょっと心配になるんです。よっ

ぽどのサービス向上とか、時間の短縮とか、そ

ういったのがない限り、なかなかバスの方に人

が流れないんじゃないかなと思ったりもします。

こういう需要予測、私は甘いと思うんですよ。

そのあたりは皆さんいかがお考えでしょうか。 
【小川営業部長】 ターミナル建設に伴う需要予
測ということでございますが、新幹線建設整備

がされてからのお話ということでございますけ

ど、今現在でも長崎・博多間というのは「特急

かもめ」という形での運行がされております。

それぞれＪＲ等々で九州各県と結ばれていると

いう状況がございますし、ましてや九州の縦軸

につきましては、鹿児島ルートの新幹線も通っ

ているという状況でございますが、私どもが今

運行しております県外高速で、北九州、大分、

熊本、宮崎、鹿児島と、この路線で年間約13万
人のご利用がございます。それ以外にもここに
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発着する分については、私ども共同運行してお

ります長崎・佐世保線とか、ハウステンボス線、

また長崎・雲仙線も発着をしてございますし、

一番便数が多いのがいわゆる空港リムジンバス

と。それ以外に、これはＪＲの路線と丸かぶり

になりますが、長崎・福岡線というのを九州急

行さんが運行されておりまして、ここも年間80
万人近いご利用があるという状況でございます

ので、一定そういう利用者の方は時間便益、も

しくは費用便益等々も踏まえて、その選択をさ

れるんだろうと考えておりますので、一定のご

利用をいただけるよう、私どもとしても努力を

する必要はございますし、そういう準備をして

いくということで考えているところでございま

す。 
【吉村(正)委員】 新幹線をいろいろ大騒ぎして
いる割には、県営バスの方としてはあんまり脅

威でもなんでもないのかなと。十分に戦ってい

けるんだという自信のほどをちょっと伺ったよ

うな感じで、私としては、うれしいやらなんや

らで。 
 ただ、やはり新しい長崎駅というのはおっし

ゃるとおり、交通の新しい結節点でもあるわけ

ですから、それなりに人は集まると思うんです。

その時にターミナルだけの整備でいいのかなと

ちょっと心配するんです。 
 例えば、ＪＲ各社上層部の方にいろいろ聞い

ても、「いや、うちは鉄道じゃなくて不動産屋

ですから」とおっしゃるわけなんですよ。これ

は個人的な発言でしょうけどね。なんでかとい

うと、要は駅とかそういったところはお客さん

が必ず集まるわけなんです。そうしたら、その

人たちを商売に取り込もうやということで、シ

ョッピングモールとかそういったことをつくる

のは、もう発想としてはしごく当然のことで、

ＪＲはもうそれをどこでもやられています。Ｊ

Ｒ北海道からＪＲ九州までですよ。もう駅イコ

ールショッピングセンターを一緒に合築して、

それの収入を得て経営の安定化を図っていると

いうのをやっているじゃないですか。 
 私は、鉄道がありならバス事業者もありだと

思うんです。例えば、実際駅前の今のターミナ

ルだって、そういう機能がある。地域という言

い方がいいかどうかわかりませんが、実際もう

やられているわけです。そうしたら、そういっ

た機能を増強して新しいターミナルでやって、

そして、ＪＲのショッピングモールと競争して

いくなんてことだって、あっていいと思うんで

すよ。そのあたりのお考えはなかったですか。

この新しいターミナルを建設するに当たって。 
【山口交通局長】 補足説明で営業部長がご説明
いたしましたけれども、その土地の面積に一応

制約があるということと、新幹線の高架とそれ

から在来線の高架事業の間にちょうど挟まって

いるという、いろんな建築上の制約もあって、

3階建てまでぐらいしか建てられないであろう
ということになりますので、そこ辺をやはり一

定考慮する必要がございまして、あとは資金的

な面でございますが、やはり諫早の方も新しい

ターミナル、あるいは跡地の利用ということも

ありますので、資金調達をどうするかという問

題、民間資金を入れるかどうかといういろんな

事業手法も考えておりますが、総合的な私ども

としての体力も考えながら考えていく必要があ

ると思ってまして、おっしゃるような土地、あ

るいは建物の構造的なもの、あるいは資金的な

制約が本来的になければ精いっぱい頑張りたい

というとこはあるわけですが、今、現状からい

うと3階建てぐらいのもので、1階がやはりお客
様の待合とかのフロアで、あとは2階、3階ぐら
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いでどの程度のものが、私どもとして、合わせ

た利便施設として考えられるか、そういうふう

な見方をいたしております。 
【吉村(正)委員】 一番最初に質問したことで、
電車がトランジットモール線に入らないことに

よって、交通の結節機能に大きな瑕疵が出るん

じゃないかというお話をしたんですけど、その

あたりはバスとしては。 
【山口交通局長】 交通結節機能トータルを行政
的にどういうふうに評価するかというのは長崎

市、あるいは県も含めて、そういう交通政策上

の問題だろうと思いますけど、県営バスとして、

もともとこのターミナルを考えた時には、現在

地で開発をするか、あるいは市が進めておられ

る区画整理事業の事業用地で検討するかという

2つの選択肢の中で、議会にもお諮りをしなが
ら、移転がさまざまな面で利点が多いというこ

とで決めたわけでございますが、その時にトラ

ンジットモール線の活用について明確な方針が

出ていたわけではないんですが、その時点では、

もう既に電車は入ってこないであろうという見

方を県営バスとしてしておりました。 
 ただ、やはり駅の中心部まで出てくれば新幹

線もある、在来線もある、あるいはバスもある

と。さまざまな選択肢が取れるということは、

やはり大きな利点ではないかと思いました。 
 あとは、市として、その区画整理事業の用地

については県営バスについて使えないというこ

ともございましたので、現在今600平米のとこ
ろですが、ここにやはり考えざるを得なかった

という、土地としての制約の問題もございまし

た。どういうふうに電車等の近接性を図るかと

いうのは、電車のレールの位置等々についての

議論があるようでございますけれども、あとは

動線をどう考えていくのかといった点でカバー

をしていくべきではないかと、バス事業者とし

ては考えております。 
【麻生委員】 県営バスは、観光事業と路線バス
でなっているところですけれども、今回の震災

について、雲仙観光協会とかでされていますが、

本来、今回の地震、3カ月間で旅館組合、相当
売上が落ちている。約10万泊以上落ちたという
ことですけど、県営バスの今回の震災における

影響、もちろん9月いっぱいで半期終わるわけ
ですけれども、上期として、この3カ月間の影
響は大体どのくらいあるんでしょうか。 
【笠山管理部長】 熊本地震に伴う経営への影響
という観点のご質問でございます。 
 熊本地震に伴いまして、県営バスの事業の中

でも特に観光ということで、委員ご指摘のとお

り関連性が高い分野がございますので、そうい

う分野、例えば、貸切、それから県外高速、そ

して空港リムジン、そういった3分野について
の調査、集計を行いました。8月末時点で集計
を行っておるんですが、総額で約1億6,500万円
と見込んでおります。 
 まず、貸切でございますけれども、貸切バス

に係る予約のうち、特に県外からの九州への修

学旅行を中心に延べ1,200台を超えるキャンセ
ルが生じておりまして、約1億1,600万円、これ
が貸切の影響額と見込んでおります。 
 次に、県外高速でございますけれども、県外

高速バスについては、地震発生から一部の路線

を除いて通常運行となった5月1日までに175便
が運休となっておりまして、5月以降も乗客数
は大幅に減少していたんですが、直近では主に

熊本、鹿児島線を除き、回復傾向にございます。

この県外高速についての影響額ですが、約2,100
万円と見込んでいます。 
 最後に、空港リムジンでございますが、地震
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の影響に伴って、長崎空港の到着人員の減少が

ございまして、空港リムジンの利用が大幅に減

少しております。この傾向は5月以降も続いて
おるところでございまして、この影響額として

約2,800万円。全体として、先ほど申し上げまし
たように約1億6,500万円の影響額と見込んで
おります。8月末までのところの試算でござい
ます。以上でございます。 
【麻生委員】 大きな金額ですね。これが平成
28年度の通期の中で、この赤字幅が一応区切ら
れたものですけれども、この収益を含めて、も

ちろん必要経費はなかったから、その分は若干

経費としては落ちるでしょうが、収益としての

売上が落ちるわけですから、平成28年度決算を
来年3月に迎えるわけですが、これをあと半年
間でどこまでカバーできるかという見込みだと

か、戦略、新しい取組とか、そういうことにつ

いてはご検討されておられるんでしょうか。今

度新しい路線が滑石から出るとか言われていま

すけれども、長年運営されていますから、大体

これをカバーできるかどうかということと、ど

のくらいの赤字が見込まれるのかと、ではその

対策はどうするかということの中間的なお考え

はあるんでしょうか。 
【山口交通局長】 やはり熊本地震の影響はかな
り大きかったわけでございまして、特に貸切バ

スが一番影響が大きいわけですけれども、特に

春先の修学旅行についてキャンセルが多かった

わけでございまして、これについては秋口はも

うシーズンとしてかなり埋まっておりますので、

年度内で長崎への変更ということではなくても、

別の中国地方とか、そういうところにやはり行

き先を変更されて、この分について年度内で回

復をするということはなかなか難しいというこ

とがございまして、ご指摘のように、収支的に

はかなり厳しい考え方を取らざるを得ないと思

っております。 
 私どもとして、やはり経費について一層節減

の努力が必要だと思いますけれども、新しく貸

切として考えていますのは、私どもとしてのセ

ールスです。これは、県の方と一緒に修学旅行

等についてセールス活動をいたしましたけれど

も、やはり地道な営業活動というところを強化

していく以外はないかなと思っております。 
 あとは年間を通した収支の見方になりますと、

軽油、燃料費の動向がどうなるかというところ

が非常に影響があると思っておりまして、現在

の状況について言うと、比較的安定した形で進

んでおりますけど、ここ辺を注視していく必要

があると考えております。 
【麻生委員】 公営企業ですから、なかなかお金
を極端に上げるわけにいかないし、かといって、

稼働率を上げろと言っても限界があると。あと、

やるとしたら、経費の削減。これも言われたと

おり、なかなか難しい。人件費を削るわけにい

かない。効率を上げると言っても、なかなか効

率も上がらないということがあろうと思います

ので、今後、この落ち込みをやっぱり状況では

旅行業界の皆さんも同じですけれども、旅館も

減った分については返ってこないと。その分は

やっぱり赤字なんだなという話はあるんですけ

れども、復興割とかなんとかじゃなくて、一部

旅館増えているのは、戻ったとかいう話聞いて

いるんですね。今後はやっぱり経営努力をぜひ

お願いしたいなと思う。これは、皆さんの意識

改革だと私は思うんです。 
 今回の地震後、これだけ収益が落ちると、厳

しい状況なんだと。だから、やっぱり一丸とな

って乗り越えていこうという意識改革を社内で

展開されるかどうか。もちろん安心・安全の運



平成２８年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２９日） 

転もそうでしょうけれども、そこら辺のことに

ついてもう一回どう管理をされていって、意識

改革をしながら来年度に向けてやるのかという

ことについてのお考えがあるのかどうか、お聞

きしたいと思います。 
【山口交通局長】 やはり地震という自然災害で
はございますけれども、実際に収入が減るとい

うことは経営に影響があるわけでございます。

その辺についてはしっかり私どもとして受け止

めて、私ども本局の職員だけではなくて、現場

の職員にまで、例えば、エコドライブを行えば

それだけ燃料の節約もできるわけです。 
 先ほども申し上げたんですけど、やはり経費

の節減をすることについてはもっと危機感を持

ってやる必要がありますし、新しく収入につい

て、これは端的にはなかなかできないわけでご

ざいますが、貸切についても営業努力というの

ももっと一層やっていくという強い気持ちで当

たっていく必要があると思っております。 
 あとは路線の在り方について、私どもとして

は、もっとお客様のニーズに合って、強化すべ

きところについて集中的な投資を行っていくと

か、これは長期的なお話になるかと思いますけ

れども、そういう努力をしていく必要があると

思っております。 
【麻生委員】 管理部長にお尋ねしたいんですけ
れども、事業計画ですから、いろいろ車の改善

があったり、新車購入だとかいうのがあります。

今、県から交通局に年間約8億円ぐらい補助金
が交付税として入っておるんですかね。だから、

そういう運行状況を見て、財政的に赤字が見込

めるのであれば新車を見送るとか、また営繕を

もうちょっとよくやって、車体を延ばすとかね。

さっき、耐用年数20年と言われておりましたけ
れども、そういう中で、この管理をもうちょっ

としながら、更新計画だとか、新車購入の時期

を抜くのか、そういう全体の見直しとかという

のは影響あるんでしょうか。 
【笠山管理部長】 今、委員ご指摘の新車購入、
あるいは車の更新、その関係でございますけれ

ども、先般の委員会でご説明をさせていただき

ました公共施設の総合管理計画の交通局の実施

計画、その中でも車両の更新については計画的

に進めていくということで、全体的な方針とし

て上げさせていただいております。 
 ただ、実際の実施に当たりましては、中期計

画の中でも上げておりますけれども、中古車の

導入も含めて経費の節減といいますか、収支へ

の影響を抑えていくということで進めておりま

す。実際の年次計画については、前年度の予算

編成の中で、来年度何台新車を購入するか、あ

るいは中古車を導入するかというのを協議して

いきますけれども、委員ご指摘のとおり、全体

の経営への影響、特に今回の状況も踏まえて、

予算の編成の中では、そういったところを十分

踏まえて整理していきたいと考えております。 
 あわせて、補助金の関係なんですけれども、

平成28年度の当初予算の段階の数字でござい
ますが、補助金、繰入金、合わせて8億円ござ
いますが、この中には、委員ご承知のとおり、

ルール分として県に入ってくる補助金がござい

ます。バスの運行対策補助金であるとか、ある

いは運行に関する市からの補助金といったもの

がございます。これが約2億7,000万円ほどござ
います。それ以外にも、公営事業者であるとい

うことで基礎年金の拠出金であるとか、共済の

追加費用、これは委員ご指摘のとおり、交付税

で裏打ちをされております。こういったものが

合計で2億3,000万円ほどございます。 
 それ以外の部分でいきますと、市町の単独の
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部分で2億6,000万円ほどございますけれども、
決算の状況については来月の決算審査の段階で

詳しくご説明をしたいと思っておりますが、県

から独自にルール分以外でいただいている補助

金というのは、昨年度の決算からなくなったと

いう形になっておりまして、補助金については

こういった状況であることをあわせてご報告を

させていただきます。 
【友田委員】 ねんりんピックの対応について、
まず、お聞きしたいと思います。 
 先ほどの部長説明の中で、「大会期間中、選

手及び関係者の会場等への輸送手段として、延

べ82台の貸切運行を」ということになっていま
す。この82台というのは、県営バスとしては受
け入れられる台数の中の、ほぼほぼ上限になっ

たのかということと、もう一つ、これはほとん

どガイドさんは付かずにもう運転手と車体だけ

で行くのか、このあたりをまず教えていただけ

ますか。 
【濵口貸切部長】 ねんりんピックへの対応の件
でございますけれども、バス82台でございます
が、こちらの方はちょうどこの時期が10月15日
から18日ということで貸切シーズンでござい
まして、早くから受注関係があっております。

そういう中でも、できるだけ目いっぱい出した

数字でございます。 
 それともう一つ、ガイド付きかどうかという

ことでございますが、ほとんどがガイドなしの

ワンマン運行でございます。 
【友田委員】 もう半月余りになっているので、
今さら感もあるんですけど、多分ワンマンカー

なんだろうなという思いがあるんですよ。参加

選手や関係者の方が82台だとすると、50人乗っ
て4,000人以上の方が移動ですから、例えば、競
技場で開会式に臨まれて、そして、それぞれ県

内の各市町の競技会場に移動される。大体2時
間ぐらいバスの中に乗っておられるわけですよ。

事前に我々のところにパンフレットが送ってき

て、見ましたけれども、それぞれの開催される

地域の特徴なんかもずっと書いてありました。

もちろん、いろんなパンフレット配ったり、や

られるんでしょうけれども、その移動する2時
間をどう使うか、長崎県がその方々にアピール

する上でね。これに参加されている方々は元気

なシニアですから、これを機会にもう一回長崎

県に来ていただく可能性って、十分あるんです。

メインは大会なので、本当はもうちょっと観光

したいんだけど、そんな時間はないと。しかし、

次はと。この機会にもう一度来たいねと思うよ

うな、そういった環境をこの機会につくるとい

うのは非常に大事なことだなと思うんです。 
 それで、その路線の行った場所は、例えば、

松浦に来ていただくバウンドテニスの方々は松

浦市でちゃんとやりますから、次、来てくださ

いと。でも、その間の間にも、いろんな見どこ

ろというのはあると思うんです。そこを、ドラ

イバーは基本的に安全運転が第一義ですから、

そんなガイドさんのようにずっとしゃべれとい

うことは言わないんですけど、タクシーの運転

手さんの中には運転しながらガイドしながら行

く人いますね。だから、何かそういうことをや

るべきじゃないのかなと。 
 もう本当に半月前になって、今さらなんです

けど、例えば、思いつくままに言えば、長崎市、

諫早市から私の松浦市に来る間には、高速道路

を通られると大村湾が見えたり、針尾の無線塔

が見えるわけです。ガイドさんがよくおっしゃ

る「あそこに見えるのが針尾の無線塔で…」と

いった文句をちょっと教えてもらうとか、東彼

杵からちらっと見える新幹線の建設現場を見て、
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「我々バス事業者だから、バスで来てほしいけ

ど、何年後にはあの新幹線ができます」と。そ

して、「県内移動はぜひバスで」とか、何かそ

んなことを使う機会になるんじゃないかなと。

2時間ぐらい。そしたら、時間を上手に使うよ
うな何か計画があれば教えていただきたいと思

うんですけど。 
【小川営業部長】 これは一例でございますが、
実は先日、私どもの県営バスが出す貸切に、諫

早市の方から、諫早市内の競技関係者を宿泊地

とかに輸送する際に職員が添乗したいと、職員

が同乗する際に再度訪れていただくための接客

を学びたいというお話が、私どもにあったもの

ですから、私どもの方からガイド指導員2名を
市の方に派遣をいたしまして、午前、午後2回
に分けまして研修会を開催して、約200名の職
員がご参加いただいて、いわゆる接客する時の

言葉遣いだとか、目線の在り方だとか、いろん

な挨拶の仕方とか、そういうものを含めて私ど

もも協力をさせていただいたということがござ

います。 
 そういうお話があれば、私どもとして、ガイ

ド付きという形での発注はいただいていないん

ですが、市の職員が乗務をされるということで

あれば、可能な限りの協力はやっていきたいと

思っております。全市町がそういう形でやるの

かどうかというのはちょっと把握をしていない

が、諫早市からはそういったお話があって、私

どもから講師を派遣させていただいたという状

況でございます。 
【濵口貸切部長】 先ほどの委員ご指摘の件でご
ざいますけれども、大会終了後、あるいは競技

終了後にアフターコンベンションといいますか、

県内の各観光地を回るということも想定されて

いるみたいでございますので、そういうところ

でも県営バスが関われるところは精いっぱい頑

張ってまいりたいと思っております。 
【友田委員】 先ほど言いましたとおり、もう半
月余りしかないので、今さら準備をやれと言っ

ても、それはもう難しいですよということはよ

くわかるんですけど、82台の県営バスが走って、
せっかく輸送される時に、車窓から見えるちょ

っと特徴的なものをほんのちょっとでもドライ

バーさんがアナウンスしていただければ、それ

はまさに県営バスがよく言われるおもてなしに

つながっていくんじゃないかなと思うんですよ。

特徴的なものだけでもいいと思うんです。 
 例えば、島原方向に行く時に、「あれが雲仙・

普賢岳ですよ。あそこが溶岩ドームですよ」と

とかいう、そういう流し方だけでもいいんです

けど、何かそういうものがあることで、長崎県

に行って、ガイドさんはいなかったけど、運転

手さんがそんなことを教えてくれたよというふ

うなことは、私は長崎県が進めている観光都市

としてのおもてなしにつながってくると。まさ

に県営バスだからこそ、そういった役割を担っ

ていいんじゃないかなと思うもんですから、も

し可能であれば、本当に限られた時間なので、

それをどうするかというのは大変なことなんだ

けれども、可能であれば、そんな対応をしてい

ただきたいなと。せっかく長崎県にいらっしゃ

るわけですから。局長、どうでしょうか。 
【山口交通局長】 基本的には、ドライバーは安
全運行に関わるご案内しかしないということに

なるわけですけど、貸切バスの中でどの程度の

分を安全運行、あるいはドライバーの運行上の

注意を損なわない程度でご案内ができるかにつ

いては検討させていただきたいと思っておりま

す。運行する経路にもよりますけれども、その

中で最低限そういうおもてなしの心で、私ども
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として、ドライバーとしてできる範囲がどの程

度あるのか検討をさせていただきたいと思いま

す。 
【友田委員】 局長おっしゃるとおり、まさにド
ライバーは安全運行が第一義ですから、そこに

影響が及ばない範囲で、可能であれば何かそう

いったことで長崎県を訪れたアクティブシニア

の方が、次は家族を連れてこようとか、次は大

勢で来ようとか、そういうのにつながるような、

せっかくの空間、時間ですから、ぜひお願いし

たいなと思っています。 
 それと、先ほどの地労委への申立ての関係で

す。 
 これからなので、先ほど県の主張については

説明をいただきましたので、そういうことなん

だろうと思いますけれども、そう言いながらも、

やはり地労委への申立てがあって争っていると

いうことが公になることは、利用者の県民から

すると、少し引っかかるものがあると思うんで

す。どういった経過があって、こういうふうに

地労委まで出されたかというのはわからないん

ですが、やはり地労委に行くまでに、交通局と

しても当事者とのやり取りは相当あったと思う

んですけど、そのあたりの経過を少し説明して

いただけますか。 
【笠山管理部長】 今回の地労委の申立てに至る
までの経過についてご説明をいたします。 
 公共交通労組が設立されたのが平成26年10
月でございます。その後、幾たびも交渉を重ね

てきておりまして、特に今回の申立てに至る案

件が大きなものは3件ございます。これについ
ては、昨年の6月から、9回にわたって交渉を進
めてまいりました。最終の交渉が5月でしたけ
れども、それぞれの案件について、私ども当局

として一つひとつ調査をし、その経過ないし結

果についてご説明をしてきたところでございま

す。 
 ただ、私どもとしては、真摯かつ丁寧にご説

明をしてきたつもりではございましたけれども、

残念ながらご理解をいただけなかったと考えて

おります。以上でございます。 
【友田委員】 地労委にやっぱり出された以上は、
その審査は地方労働委員会の中でやられるんで

しょうから、その中で、少なくとも県がおっし

ゃっているその主張が通らないようなことでは

いけない話で、その辺は十分これまで対応して

きたということですから、そういったことにな

るように、我々としては今後の推移を見たいと

思いますけれども、やはりこういった問題が起

きるというのは、利用される県民に対して、決

して好ましいことではないので、今後こういっ

た事例が起きないような十分な労使の連携とい

うのは図っていただきたいと、このことは要望

しておきたいと思います。 
【山田(朋)委員】 交通局長説明の3ページの中
頃に、熊本地震の影響等で6月15日から「お得
に雲仙温泉へ宿泊キャンペーン」で、県営バス

としても、運賃の協力をしてやっているようで

すけれども、この実施の状況について実績をお

聞かせください。 
【小川営業部長】 この「お得に雲仙温泉へ宿泊
キャンペーン」への協力でございますが、これ

は6月15日から9月末までということでの実施
でございます。 
 これにつきましては、長崎から、もしくは雲

仙行きの往復の切符について、観光協会側が負

担をして利用される方々にお配りをするという

分でございまして、これは私ども長崎から出し

ておりますが、島鉄さんが諫早から雲仙行きを

出している分もございますので、それも同様な
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形になってございます。 
 私どもが把握しておりますのは、長崎からの

分だけでございますけれども、6月15日から9月
19日までの数字しか今手元にないんですが、そ
の分でいくと、約170枚ほどご利用いただいて
いるということでございますので、それが往復

ご利用いただいている方と、片道だけしかご利

用いただけないで、また島原から別のルートで

行かれている方もいらっしゃるみたいで、実績

としては約170枚のご利用をいただいていると
ころでございます。 
【山田(朋)委員】 定期で長崎から雲仙までの便
があると思うんですけれども、こういったキャ

ンペーンをやって約170枚利用があったという
ことですが、熊本震災後、乗客数の推移という

か、やっぱり最初は影響が出たかと思いますが、

これをやって盛り返したというか、どういうふ

うに今状況がなっているか。路線自体、もとも

と6割、4割、5割とか状況が低かったのかもし
れませんけど、その後の状況とかあれば教えて

ください。 
【小川営業部長】 この長崎・雲仙線につきまし
ては、本年4月から一部ダイヤを改正いたしま
して、通常平日1日3往復6便出しておりますが、
土日、祝日につきましては4往復8便に増便をし
ておりました。4月につきましては、対前年の4
月と比較いたしますと4％ほど増加をしている
という状況でございましたが、やはり5月、6月
につきましては、対前年比から10％から15％落
ちているという状況でございます。 
 ちなみに、実質このキャンペーンが始まって、

その効果が出るというのが7月、8月だろうと思
っているんですが、7月につきましては対前年
比104％、8月については対前年比93％となって
おりますので、前年5月、6月の状況からすると、

利用者が増えてきているという状況は見受けら

れると思っております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 次に、ちょっとお伺いをしたいと思います。

ノンステップバスとワンステップバスとあると

思うんですけれども、高齢者の方がよく言われ

るのが「バスは乗りきれんとさね」と、よく言

われるんです。私たちでも結構足を上げて乗ら

ないといけないというのが、やっぱり非常にハ

ードルが高いのかなと思っております。 
 それで、ノンステップバスとワンステップバ

ス、どっちが高齢者の方は乗りやすいのかなと、

そもそも論もお聞かせいただきたいんです。 
 それと、今の車両のそれぞれの状況と今後の

計画等を教えてください。 
【小川営業部長】 やはり乗りやすいのはノンス
テップバスの方が乗りやすいのではないかと思

うんですが、ただし乗降場、いわゆるバス停の

状況によりまして、例えば、車道と歩道の高さ

の段差があるところとか、そうでないところ、

もしくはバス停の歩道のところがある程度広い

ところとそうでないところというのがございま

すので、そこの環境によっては変わるかと思い

ますが、一般的にはやはり足を上げなくて済む

というのがございますので、ノンステップバス

の方が乗降はしやすいんだろうと思っています。 
 ただし、ノンステップとワンステップまでに

ついては、いわゆるバリアフリー車両というよ

うな形で整理がされているという状況でござい

ますので、私ども今、新車の購入、もしくは中

古車を購入して車両を更新する際には可能な限

り、いわゆるノンステップバスというような形

での対応をさせていただいているところでござ

います。 
 ちなみに、例えば、空港リムジンとか、ああ
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いうハードトップドアタイプということで前か

ら乗って前から降りるというタイプにつきまし

ては、例えば、空港線なんかで行くと、トラン

ク等に荷物等を収納するスペースがどうしても

必要になりますので、その分についてはそのス

ペースを確保するという観点から、ノンステッ

プバスとか、ワンステップバスというのはやは

り非常に困難だということで、今の状態になる

と思いますが、通常の市内線の車両の更新につ

きましては、可能な限りノンステップバス等の

導入を優先してさせていただいているというと

ころでございます。（「台数を」と呼ぶ者あり） 
 すみません。現在の数字でございますけれど

も、ノンステップとワンステップと合わせまし

てバリアフリー対象と言われている車両が264
台ということで、約60％についてはノンステッ
プ、ワンステップの車両になっているというと

ころでございます。 
【山田(朋)委員】 約6割ということであります。
その路線で利用者の状況、高齢者が多いところ

とかはもちろんそういったのを利用いただいて

いるかと思いますが、今後新しく購入の際は、

今おっしゃられたとおり、購入金額は高いかと

思いますけれども、やっぱり利便性の向上と安

全性の問題から、ぜひバリアフリーのバスとい

うものをどんどんと進めていただきたいと思い

ます。 
 最後に1点伺いたいと思います。 
 バスの日の取組の中で、お絵かき展示という

ことで、保育園の園児さんに展示をしていただ

いている取組があるようです。 
 これは、もともと子どもたちは乗り物が結構

好きですので、その後、バスを利用してくれる

ようにもなるのかなと若干期待をするところで

すけど、今、こういった形で枠があります。交

通局の方では、この広告収入というのをしてい

るかと思いますが、ここの広告1枚で幾らとか、
そういった状況で、今、全路線バス等はこうい

う宣伝を入れているかと思いますが、今、こう

いう広告のスペースの空き状況とか、そういっ

たのがどうなっているのかをお聞かせください。 
【小川営業部長】 まず、お絵かきバスでござい
ますが、私どもとしては、今年度も2つの幼稚
園に既に絵を描いていただいて、長崎市内を運

行させていただいております。これは、ここ数

年ずっと続けてきていることでございますので、

やはりできるだけ私どものバスに愛着を持って

いただけるという取組の一つとして、今後も続

けていきたいと。それはいわゆる広告収入云々

かんぬんという問題はあるんですが、ぜひ地元

と密着した取組ということで続けていきたいと

思っております。 
 バスの車内の広告収入の関係でございますが、

例えば、車内のポスター等々を張る場合が、大

体10日間でＢ3判1枚当たり800円という単価で
ございます。それぞれ日数で違うという部分も

ございますし、例えば、ステッカーあたりにな

ったら、1カ月で850円とかいうことで、大きさ
とか、期間によって、それぞれ料金が違うとい

う格好になっております。 
 例えば、リムジンの座席の頭のところにある

広告でございますが、ああいう分が1列セット
で1カ月10枚で5,000円とかいう格好で、それぞ
れ出させていただいている状況でございます。 
 ラッピングバスにつきましては、今現在33両
のラッピングをさせていただいておりまして、

全車両の約1割程度がラッピングをさせていた
だいているという状況でございます。 
 そのほか、先ほど言いました車内の部分とか、

車外広告、そういう分でいきますと、車内のＨ
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ポール、運転席の後ろあたり、ああいう部分で

約120両、外側の看板、板ですけれども、それ
で約50両で、バスの一番後ろのところにそうい
う広告枠みたいなやつを設けて入れる分がある

んですが、それが約63両という格好で、今利用
をしていただいているという状況でございます。 
【山田(朋)委員】 バスの広告収入ということで
いろいろ取り組んでいただいているかと思いま

す。もちろん、先ほどの幼稚園の取組というの

は、路線の走っている幼稚園、保育園というこ

とにはなるかと思いますけれども、どこの園児

さんもしたいことだと思うので、ぜひそれは継

続して取り組んでいただきたいと思います。 
 それで、広告収入のことですが、私がお聞き

したかったのは、要は今余裕がないよ、きつき

つだよということはきっとないかと思うんです。

なので、あらゆる努力をいただいているかと思

いますけれども、先ほど来からの赤字の1億
6,500万円ですか、熊本地震の影響も出ているよ
うですし、こういったところでとにかく営業活

動を盛んにいただいて、広告収入をしっかりと

得ていただきたいということをお願い申し上げ

ます。以上です。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、交通局関係の審査結果について整理した

いと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時４３分 休憩 ― 

― 午前１１時４３分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。 
 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 
 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

再開を11時50分といたします。 
 

― 午前１１時４４分 休憩 ― 

― 午前１１時５０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 今定例会で審査いたしました内容（結果）に

ついて、10月4日火曜日の予算決算委員会にお
ける環境生活分科会長報告及び10月6日木曜日
の本会議における環境生活委員長報告の内容の

協議及び10月26日からの予算決算委員会にお
ける環境生活分科会の決算審査の日程について

協議を行います。 
 それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。 
 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うこととしたいと存じますが、ご異

議ありませんでしょうか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
 

― 午前１１時５３分 休憩 ― 

― 午前１１時５３分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 環境生活分科会長報告及び環境生活委員会委

員長報告につきましては、協議会における委員

の皆様の意見を踏まえ、報告させていただきた

いと思います。 
 次に、予算決算委員会環境生活分科会の決算
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審査の日程につきましては、お手元に配付いた

しております日程案のとおりでよろしいでしょ

うか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議がないようですので、
そのように決定させていただきます。 
 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５４分 休憩 ― 

― 午前１１時５４分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 閉会中の委員会活動について、何かご意見等

ございませんでしょうか。 
〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと存じます。 
 これをもちまして、環境生活委員会及び予算

決算委員会環境生活分科会を閉会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時５５分 閉会 ― 
 

 



環境生活委員会委員長　　中島　浩介

１　議　　案

番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 １ ２ ３ 号 契約の締結について 原案可決

第 １ ２ ４ 号 契約の締結の一部変更について 原案可決

第 １ ２ ５ 号 契約の締結について 原案可決

計　　３件（原案可決　３件）

記

環 境 生活委員会審査結果報告書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２８年９月２９日

　　　　議長　　田中　愛国　　様



委 員 長     中  島  浩 介 

 

副 委 員 長     大  場  博 文 

 

署 名 委 員     野  本  三 雄 

 

署 名 委 員     大 久 保  潔 重 

 
 
 
 

書  記   田 坂   雅 子 
 
書  記   益 永   誠 二  

 
速  記   (有)長崎速記センター 
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